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Ⅰ．通信基盤の現状 
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1 固定編 

1.1 ブロードバンド基盤の整備率※１ 

  ブロードバンドサービス※２の基盤整備率は、ブロードバンド全体であれば、2011 年３月末時点で 100%に

達しており、固定系のみでも 2013 年３月末時点で 99.8%とほぼ 100%に達している。 

  超高速ブロードバンドサービス※３の基盤整備率は、2013 年３月末時点で、99.4%（固定系のみで 97.5%）。

なお、100%に達している都府県も存在する。同整備率は、2011 年度から 2012 年度にかけて大きく上昇して

いる。 

 

※１ 整備率：住民基本台帳等に基づき、事業者情報等から一定の仮定の下に推計したエリア内の利用可能世帯数を総世帯数で除したもの。 

※２ ブロードバンド：FTTH、DSL、CATV インターネット、FWA、衛星、BWA、LTE、3.5 世代携帯電話。 

※３ 超高速ブロードバンド：FTTH、CATV インターネット、FWA、BWA、LTE（FTTH 及び LTE 以外は下り 30Mbps 以上のものに限る）。 

出所：総務省 HP より （http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/broadband/） 

 

 

1.2 ブロードバンド基盤の整備状況 

 ブロードバンドの基盤整備率は、2013 年３月末時点において、全 1,742 市区町村中、全部整備済の自治

体は８割弱、一部未整備の自治体が約２割、全域未整備が約３％となっている。 

 超高速ブロードバンドの未整備世帯（全世帯の 0.6%）は、全国の市区町村のうち、２割強の市区町村に散

在しているといえる。 

 
 出所：総務省資料 
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1.3 固定系超高速ブロードバンド基盤のエリアマップ 

2013 年 3 月末における固定系超高速ブロードバンド基盤のエリアを図示すると、以下のとおりとなってい

る。 

 
出所：総務省資料 

※ 事業者情報等から一定の仮定の下に推計したサービス提供エリアについて、町丁目単位で色分けしたもの。 

※ 人が住んでいないエリアについては、超高速ブロードバンドエリア外（白塗り）としている。 

※ FTTH、CATV インターネット、FWA（FTTH 以外は下り 30Mbps 以上のものに限る）。 

 
 
 
 
 
 
 

北海道地区（北海道） 東北地区
（青森県、岩手県、
秋田県、山形県、
宮城県、福島県）

関東地区
（茨城県、栃木県、
群馬県、東京都、
千葉県、埼玉県、
神奈川県、山梨県）

信越地区（新潟県、長野県） 北陸地区（石川県、富山県、福井県） 東海地区（岐阜県、静岡県、愛知県、三重県）

近畿地区（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県）

中国地区（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県）

四国地区（徳島県、香川県、愛媛県、高知県）

九州地区（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、
大分県、宮崎県、鹿児島県）

沖縄地区（沖縄県）

4 
 



1.4 固定系ブロードバンドの基盤利用率 

固定系ブロードバンドサービスの基盤整備率及び固定系超高速ブロードバンドサービスの基盤整備率と

もに 90%台後半である。 

 基盤利用率は、固定系ブロードバンドが 65%、固定系超高速ブロードバンドが 48%となっているものの、過

去３年の伸びは前者 3.1％に対して、後者は 12.1％となっている。 

 
出所：電気通信事業者からの報告及び住民基本台帳の世帯数をもとに総務省において作成 

 

 

1.5 固定系超高速ブロードバンドの基盤整備率及び基盤利用率の関係 

 基盤整備率が高い都道府県では、基盤利用率も比較的高い傾向がうかがえる。 

 

出所：電気通信事業者からの報告及び住民基本台帳の世帯数をもとに総務省において作成 
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1.6 固定系ブロードバンドにおけるトラヒック 

2013 年５月時点の固定系ブロードバンド（※１）の月間の総トラヒック（上下合計）は、986ＰＢ（ペタバイト※２）。 

この場合、一人当たりの月間の総トラヒック（上下合計）は 28.0GB。上りと下りの比較では、上下合計の約７割

をダウンロードトラヒックが占めている。 

 

 

 2013 年５月時点での総ダウンロードトラヒックは推定で約 2.3Tbps であり、前年同月比 31.5%増である。 

 一方、総アップロードトラヒックは推定で約 770Gbps であり、前年同月比 17.0%増である。 

 

（*）2011年5月以前は、一部の協力 ISPとブロードバンドサービス契約者との間のトラヒックに携帯電話網との間の移動通信トラヒックの一部が含まれていたが、

当該トラヒックを区別することが可能となったため、2011 年 11 月より当該トラヒックを除く形でトラヒックの集計・試算を行うこととした。 

出所：総務省「我が国のインターネットにおけるトラヒックの集計・試算」より 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban04_02000061.html 

  

• 月間総トラヒック

総トラヒック（推定値） 上り 下り 上下合計

平均トラヒック 770Gbps 2,275Gbps 3,045Gbps

月間延べトラヒック 249PB 737PB 986PB

総トラヒック（推定値） 上り 下り 上下合計

平均トラヒック 21.8kbps 64.4kbps 86.2kbps

月間延べトラヒック 7.1GB 20.9GB 28.0GB

出所：総務省「我が国のインターネットにおけるトラヒックの集計・試算」より
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban04_02000061.html

（*1）FTTH、DSL、CATV、FWA
（*2）1PB＝1,000TB＝1,000,000GB

• １加入者数当たりのトラヒック
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 ブロードバンドサービス契約者の時間帯別トラヒックのピークは 19時から 23 時にあるが、土曜日、日曜日は

日中利用も多い。特にダウンロードのトラヒックでその傾向がより明確である。 

 

 
（*1）2012 年 11 月及び 2011 年 11 月のトラヒックについては、2010 年 11 月までのトラ ヒックに含まれていた携帯電話網との間の移動通信トラヒックの一部を除

いたもの 

出所：総務省「我が国のインターネットにおけるトラヒックの集計・試算」より 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban04_02000061.html 

 

 

1.7 固定系ブロードバンドの実効速度 

固定系ブロードバンドの実効速度は、欄外１の調査概要に示す条件下で計測したサンプルデータを集計。 

この集計データに基づいて ADSL、FTTH、CATV インターネットの主要なサービスにおける実効速度を試算

している。  

 
（注）本調査 1は、調査対象の母集団、インターネット利用環境、サンプル数をはじめとした測定条件が確立される前の特定の条件下のものである。また、本実効

速度は、サンプル値の一定（中央値に近い 80%）の分布を示したものであり、この幅を超えた実効速度も存在している。 

出所：民間事業者によるサンプル調査（注）の分析結果 

1 調査概要は以下のとおり。 

調査時期：2012年 10月～2013年 2月（（株）Studio Radishによる調査）。サンプル数：全 18万 6千サンプル（固定・移動含む）のうち、

一部から作成。調査概要：Studio Radishの測定サーバ（東京と大阪の二か所）に、利用者端末からアクセスした際の下り速度を調査。

同一の利用者が複数回の計測を行った場合には測定品質（速度が安定している程高い）が最も高い結果のみを利用。また、回線種別・速

度等は、利用者の選択入力であり実際の回線と一致していない場合がある（表示速度を超える実効速度は異常値として除外して集計）。 
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 ＦＴＴＨサービスにおける実効速度は、欄外２の調査概要に示す条件下で計測したサンプルデータを集計。 

 この集計データに基づいて、実効速度の分布状況について以下のとおり試算している。（30Mbps～1Gbps の

全サービスのサンプルデータの合計から集計）。 

 
（注）本調査 2は、調査対象の母集団、インターネット利用環境、サンプル数をはじめとした測定条件が確立される前の特定の条件下のものである。 

出所：民間事業者によるサンプル調査（注）の分析結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 調査概要は以下のとおり。 

調査時期：2012年 10月～2013年 2月（（株）Studio Radishによる調査）。サンプル数：全 18万 6千サンプル（固定・移動含む）のうち、

一部から作成。調査概要：Studio Radishの測定サーバ（東京と大阪の二か所）に、利用者端末からアクセスした際の下り速度を調査。

同一の利用者が複数回の計測を行った場合には測定品質（速度が安定している程高い）が最も高い結果のみを利用。また、回線種別・速

度等は、利用者の選択入力であり実際の回線と一致していない場合がある（表示速度を超える実効速度は異常値として除外して集計）。 
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2 移動編 

2.1 携帯電話のエリアマップ 

  3.9G（LTE）は、2010 年よりサービスを開始したサービスであり、エリア整備の途上であるため、現時点では３

G と比べて在住区域における非カバーエリアが多い。 

 

■３Ｇ携帯電話のカバーエリア（全国）（2013 年３月末現在） 

 

※事業者情報等から一定の仮定の下に推計したサービス提供エリアについて、500m メッシュ単位で色分けしたもの。 

※地図上、赤は在住区域におけるサービス提供エリア、青は在住区域におけるサービス外エリア、薄紫は非在住区域を表す（在住の判定は平成

22 年国勢調査による。）。 

出所：総務省資料 
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■３Ｇ携帯電話のカバーエリア（ブロック別）（2013 年３月末現在） 

 

※事業者情報等から一定の仮定の下に推計したサービス提供エリアについて、500m メッシュ単位で色分けしたもの。 

※地図上、赤は在住区域におけるサービス提供エリア、青は在住区域におけるサービス外エリア、薄紫は非在住区域を表す（在住の判定は平成

22 年国勢調査による。）。 

出所：総務省資料 

 

 

 

北海道地区（北海道） 東北地区
（青森県、岩手県、
秋田県、山形県、
宮城県、福島県）

関東地区
（茨城県、栃木県、
群馬県、東京都、
千葉県、埼玉県、
神奈川県、山梨県）

信越地区
（新潟県、長野県）

北陸地区
（石川県、富山県、福井県）

東海地区（岐阜県、静岡県、愛知県、三重県）

近畿地区
（滋賀県、京都府、
大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県）

中国地区（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県）

四国地区（徳島県、香川県、愛媛県、高知県）

九州地区（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、
大分県、宮崎県、鹿児島県）

沖縄地区（沖縄県）
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■3.9Ｇ携帯電話のカバーエリア（全国）（2013 年３月末現在） 

 

※事業者情報等から一定の仮定の下に推計したサービス提供エリアについて、500m メッシュ単位で色分けしたもの。 

※地図上、赤は在住区域におけるサービス提供エリア、青は在住区域におけるサービス外エリア、薄紫は非在住区域を表す（在住の判定は平成

22 年国勢調査による。）。 

出所：総務省資料 
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■3.9Ｇ携帯電話のカバーエリア（ブロック別）（2013 年３月末現在） 

 

※事業者情報等から一定の仮定の下に推計したサービス提供エリアについて、500m メッシュ単位で色分けしたもの。 

※地図上、赤は在住区域におけるサービス提供エリア、青は在住区域におけるサービス外エリア、薄紫は非在住区域を表す（在住の判定は平成

22 年国勢調査による。）。 

出所：総務省資料 
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秋田県、山形県、
宮城県、福島県）

関東地区
（茨城県、栃木県、
群馬県、東京都、
千葉県、埼玉県、
神奈川県、山梨県）

信越地区
（新潟県、長野県）

北陸地区
（石川県、富山県、福井県）

東海地区（岐阜県、静岡県、愛知県、三重県）

近畿地区
（滋賀県、京都府、
大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県）

中国地区（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県）

四国地区（徳島県、香川県、愛媛県、高知県）

九州地区（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、
大分県、宮崎県、鹿児島県）

沖縄地区（沖縄県）
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2.2 周波数の携帯電話等への割当て状況 

周波数の 2013 年３月末現在の割当て状況（※）は以下のとおり。 

 

※2013 年７月、UQ コミュニケーションズに対し、BWA 用 2.5GHz 帯周波数 20MHz を新規割当て。 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban14_03000318.html 

 

 

 

出所：総務省資料 

 

 

 

 

 

通信方式 事業者

周波数帯[MHz]
合計
[MHz]

契約者数
[万人]

700MHz帯 800MHz帯 900MHz帯 1.5GHz帯 1.7GHz帯 2GHz帯 2.5GHz帯

携帯
電話

NTTドコモ 20
周波数移行中

30 ― 30
一部制限有り

40
東名阪のみ

40 ― 160 6,154

KDDI 20
周波数移行中

30 ― 20 ― 40 ― 110 3,771

ソフトバンク
モバイル

― ―
30

一部周波数
移行中

20 ― 40 ― 90 3,248

イー・アクセス 20
周波数移行中

― ― ― 30 ― ― 50 432

PHS ウィルコム ― ― ― ― ― 31.2 ― 31.2 509

BWA

UQ
コミュニケーションズ

― ― ― ― ― ― 30 30 408

Wireless City 
Planning

― ― ― ― ― ― 30 30 122

出所：総務省資料

2013年3月末現在
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また、近年の移動通信市場におけるグループ化の動向を踏まえ、NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンク各社の関

連するＭＮＯを含めたグループ単位（※）の周波数の保有状況を見ると、下図のとおりになる。 

 

（※）経営陣支配力、資金調達等の観点からグルーピングを実施。 

KDDI グループ：KDDI、UQ コミュニケーションズ（http://www.kddi.com/corporate/ir/library/result/pdf/kddi_2013_c.pdf） 

ソフトバンクグループ：ソフトバンクモバイル,イー・アクセス, ウィルコム,Wireless City Planning 

（http://www.softbank.co.jp/ja/design_set/data/irinfo/library/financial_report/pdf/2014/softbank_results_2014q1_001.pdf） 

出所：総務省資料 

 

 

2.3 移動通信におけるトラヒック 

2013 年６月現在の移動通信トラヒックは、平均 469.8Gbps（NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイル、イー・

アクセス、UQ コミュニケーションズ、Wireless City Planning の協力を得て集計）であり、直近１年で約 1.7 倍に

増加している。この場合、１加入者当たりの月間延べトラヒック（上下合計）は 1,026MB となる。 

 

 

出所：総務省「我が国の移動通信トラヒックの現状」より 

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/tsuushin06.html 

0

50

100

150

200

NTTドコモ KDDI
グループ

ソフトバンク

グループ

携帯電話 携帯電話 携帯電話

ＢＷＡ

ＢＷＡ

ＰＨＳ

0

2000

4000

6000

NTTドコモ KDDI
グループ

ソフトバンク

グループ

ＰＨＳＢＷＡ

携帯電話 携帯電話

ＢＷＡ

携帯電話

(MHz) (万人)

割当て周波数（グループ別） 契約者数（グループ別）

• 月間通算トラヒック

トラヒック 上り 下り 上下合計

平均トラヒック 49.4 Gbps 420.4 Gbps 469.8 Gbps

月間延べトラヒック（※１） 16,006 TB 136,216 TB 152,223 TB

トラヒック 上り 下り 上下合計

平均トラヒック 333 bps 2,833 bps 3,166 bps

月間延べトラヒック 108 MB 918 MB 1,026 MB

• １加入者当たりのトラヒック

※携帯電話事業者４社に占めるＬＴＥトラヒックの割合は４０．５％である。
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移動通信トラヒックは、直近１年で約 1.7 倍増加している。各社のスマートフォン利用者数の増加や、動画等

の大容量コンテンツの利用増加等が主要因と推測される。 

 

 

出所：総務省（我が国の移動通信トラヒックの現状）より  

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/tsuushin06.html 
 

 

時間帯別トラヒックは、平日・休日ともに、夜間帯にトラヒックが急増し、22 時から 24 時頃にかけて最大とな

っている。平日は、朝から夕方にかけて徐々にトラヒックが増加し、昼休み帯に一時的なピークがある。休日

は、朝から昼にかけて急激に増加し、その後夕方にかけて微増している。 

 

 
出所：総務省（我が国の移動通信トラヒックの現状）より 

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/tsuushin06.html 
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2.4 スマートフォン 1 台当たりの月間トラヒック 

総務省において 2013年に実施したスマートフォン・ユーザーのデータ使用量の試算（※）では、2012年度末

における利用者１人当たり月間 2.0GB が平均値であった。なお、2012 年に行った予測では、2012 年度末の 1

人当たり利用量は 2.6GB であった。 

※2013 年に行った試算の詳細については、Ⅳ－３「トラヒックの推計方法について」参照。 

 

出所：総務省推計 

 

2.5 データ通信量のユーザ分布 

スマートフォンの１利用者当たりのデータ通信量は、個々の利用形態によって大きく異なる。2012 年５月に

総務省が実施したモニター調査によれば、上位 10%のユーザで全ユーザの総データ通信量の約７割を利用し

ているとの結果が得られた。 

 

出所：上記モニター調査の結果に基づき総務省作成 

■スマートフォン１台あたりトラヒック
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トラヒックが少ないユーザ トラヒックが多いユーザ

の
べ
ト
ラ
ヒ
ッ
ク
（ト
ラ
ヒ
ッ
ク
が
少
な
い
方
の
ユ
ー
ザ
か
ら
の
合
計
）

トラヒックの少ない方から９０％
のユーザで利用しているデータ
通信量は、全体の３１％

トラヒックの少ない方から５０％の
ユーザで利用しているデータ通信量
は、全体の２％

トラヒックの上位１０％のユーザ
で、全データ通信量の６９％を
利用

（モニター調査の概要）

調査実施時期：
２０１２年５月１３日～１４日の二日間

（（株）MM総研への委託調査）

モニター数：スマートフォン利用者９４７名

トラヒック集計方法：

・各ユーザ自らトラヒック計測アプリをイン
ストールし、携帯電話（3G及び3.9G）のトラ
ヒックを計測。
・Ｗｉ-Ｆｉ利用時のトラヒックは含まず
（自宅Ｗｉ-Ｆｉの所有率は９０％）
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2.6 移動通信サービスの実効速度 

移動通信サービスの実効速度（下り）に関し、以下の調査概要に示す条件下で計測したサンプルデータを

集計した。本集計データに基づき３G（7.2Mbps～21Mbps）サービスにおける実効速度（下り）を以下のとおり試

算している。 

 
（注）本調査 3は、調査対象の母集団、インターネット利用環境、サンプル数をはじめとした測定条件が確立される前の特定の条件下のものである。また、本実効速度

は、サンプル値の一定（中央値に近い 80%）の分布を示したものであり、この幅を超えた実効速度も存在している。 

出所：民間事業者によるサンプル調査（注）の分析結果 

 

 

さらに、３G（7.2Mbps・9.2Mbps）サービスを事業者別に見ると、実効速度の分布には差異が見られた。 

 

（注）本調査 4は、調査対象の母集団、インターネット利用環境、サンプル数をはじめとした測定条件が確立される前の特定の条件下のものである。また、本実効速度

は、サンプル値の一定（中央値に近い 80%）の分布を示したものであり、この幅を超えた実効速度も存在している。 

出所：民間事業者によるサンプル調査（注）の分析結果 

 

 

3 調査概要は以下のとおり。 

調査時期：2012年 10月～2013年 2月（（株）Studio Radishによる調査）。サンプル数：全 18万 6千サンプル（固定・移動含む）のうち、

一部から作成。調査概要：Studio Radishの測定サーバ（東京と大阪の二か所）に、利用者端末からアクセスした際の下り速度を調査。

同一の利用者が複数回の計測を行った場合には測定品質（速度が安定している程高い）が最も高い結果のみを利用。また、回線種別・速

度等は、利用者の選択入力であり実際の回線と一致していない場合がある（表示速度を超える実効速度は異常値として除外して集計）。 
4 調査概要は上記調査に同じ。 
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2.7 利用端末 

㈱ＭＭ総研の推計によれば、2012 年度スマートフォン出荷台数は前年比 1.2 倍の 2,898 万台であり、2017

年度には 3,530万台で総出荷の 84.4%を占める見通しである。また、同様の 2012年度スマートフォン契約数の

推計値は前年度比 1.7 倍の 4,337 万台であり、2017 年度には 9,383 万台で総出荷の 73.2%を占める見通しと

なっている。 

 

（スマートフォン出荷台数） 

 

出所：MM 総研調べ（2013 年 3 月） 

（スマートフォン契約数） 

 

出所：MM 総研調べ（2013 年 3 月） 

 

 

*MM総研調べ（11年2月）

（万台）

フィーチャーフォン(FP) 3,479 3,210 2,909 1,857 1,182 980 840 770 710 650

スマートフォン(SP) 110 234 855 2,417 2,898 3,160 3,430 3,340 3,580 3,530

合計（FP+SP） 3,589 3,444 3,764 4,274 4,080 4,140 4,270 4,110 4,290 4,180

SP出荷台数比率 3.1% 6.8% 22.7% 56.6% 71.0% 76.3% 80.3% 81.3% 83.4% 84.4%

← 実績 見込み →
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スマートフォン(SP) フィーチャーフォン(FP) SP比率（万件）

フィーチャーフォン(FP) 10,172 10,212 9,957 8,736 7,324 6,078 5,137 4,431 3,874 3,427

スマートフォン(SP) 120 315 955 2,568 4,337 5,915 7,112 8,034 8,778 9,383

合計（FP+SP） 10,292 10,527 10,912 11,304 11,661 11,993 12,249 12,465 12,652 12,810

SP契約比率 1.2% 3.0% 8.8% 22.7% 37.2% 49.3% 58.1% 64.5% 69.4% 73.2%

← 実績 見込み →
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利用者アンケートによると、利用端末の中ではフィーチャーフォンが約６割を占めている一方で、スマートフ

ォンの所有は約３割程度となっている（２台所有は約１割）。 

スマートフォンは、ＯＳ別では、Google が６割を超え、約３割の Apple がそれに続いている（コムスコア・ジャ

パン㈱調べ）。 

また、㈱ＭＭ総研によれば、国内タブレットの出荷台数は毎年増加しており、メーカー別の出荷台数シェア

をみると Apple の割合が過半数(52.5%)を占めている。 

  

 

  
 

 

 

 

 

出所：競争評価2012利用者アンケートより 出所：コムスコア・ジャパン調べ（2013年2月時点）
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2.8 トラヒックオフロード 

通信事業者はトラヒックオフロード等のために公衆無線 LAN アクセスポイントの増設を推進。 

 

 

 

 

  

事業者 利用可能なアクセスポイント数

NTTドコモ 約１３万（2013年7月）

KDDI 約２４万（2013年3月）

ソフトバンクモバイル 約４５万（2013年3月）

無線LANアクセスポイントの増強

※各社ＨＰ等より総務省調べ

固定
ネットワーク

携帯電話
ネットワーク

インターネット

オフロード

公衆無線ＬＡＮサービス
（駅、空港、喫茶店等）

【自宅外】

光ファイバー

急増

自宅無線ＬＡＮ

【自宅内】

・無線LANの
アクセスポイント
の増強等

対策
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3 固定・移動共通の話題 

3.1 重大な事故 

2012 年度においては、17 件の重大事故（※）が発生している。最近５年間の件数は、ほぼ横ばいの状況に

ある。 

５時間未満で収束する通信事故の割合が過半を占める年度が多いが、2012 年度は、５時間以上が約８割、

10 時間以上が５割超を占め、長時間化の傾向がうかがえる。 

通信事故の規模においても、10万人以上が影響を受ける事故の割合が過半を占める年度が多い。平成23

年度は、100 万人以上の事故が約半数に上る。 

（※）重大事故：「影響利用者数３万人以上」かつ「継続時間２時間以上」の事故。 

 

出所：電気通信事業者からの報告により総務省作成 
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3.2 帯域制御実施状況 

ISP やアクセス回線事業者等の電気通信事業者の一部は、通信サービスの品質確保等を目的として、帯

域制御を行っているとのこと。2012 年度に実施したアンケート調査では、帯域制御の実施状況についての回

答があった 223 社のうち、67 社（30.0%）が帯域制御を実施しており、また、それ以外に 56 社（25.1%）が今後実

施予定または検討中と回答している。 

 

出所：総務省「平成 24 年度 帯域制御等のインターネットトラヒック逼迫対策に関する調査研究」（平成 25 年） 

 

帯域制御を実施中または検討中の大半の事業者が、サービスの品質確保やユーザ間の公平性を実施の

理由・目的として挙げており、それに次いで、P2P 対策や回線利用料の増加抑制が挙げられている。 

 

 
出所：総務省「平成 24 年度 帯域制御等のインターネットトラヒック逼迫対策に関する調査研究」（平成 25 年） 

（平成２３年度アンケート調査の概要）

調査時期：２０１２年３月（郵送によるアンケート）

調査対象：電気通信事業者（有効回答数：２３０社）

＜回答者の属性＞ 通信キャリア ３０社

ＣＡＴＶ事業者 ９７社

ＩＳＰ事業者（自前アクセス回線を有しない） ８５社

ＭＶＮＯ ６社

その他 １２社

30.0%

25.1%

44.8%

実施している

実施していないが、今後実施する予定（または検討中）である

実施しておらず、今後実施する予定もない

n=223

（平成２４年度アンケート調査の概要）

調査時期：２０１３年３月（郵送によるアンケート）

調査対象：電気通信事業者（有効回答数：２２６社）

＜回答者の属性＞ 通信キャリア ４６社

ＣＡＴＶ事業者 ９５社

ＩＳＰ事業者（自前アクセス回線を有しない） ６４社

ＭＶＮＯ ２社

その他 １９社

24.7%

26.9%

48.5%

実施している

実施していないが、今後実施する予定（または検討中）である

実施しておらず、今後実施する予定もない

n=227

２０１１年度 ２０１２年度

２０１１年度 ２０１２年度

項目 回答数

ユーザ間の公平性 95

サービスの品質確保 96

回線利用料の増加抑制 44

P2P対策 61

動画サービス等の増加対策 25

その他 3

計 123

項目 回答数

ユーザ間の公平性 91

サービスの品質確保 100

回線利用料の増加抑制 31

P2P対策 60

動画サービス等の増加対策 15

その他 1

計 117

77.2%

78.0%

35.8%

49.6%

20.3%

2.4%

ユーザ間の公平性

サービス品質確保

回線利用料の増加抑制

Ｐ２Ｐ対策

動画サービス等の増加対策

その他

n=123
（複数回答あり）

77.8%

85.5%

26.5%

51.3%

12.8%

0.9%

ユーザ間の公平性

サービス品質確保

回線利用料の増加抑制

Ｐ２Ｐ対策

動画サービス等の増加対策

その他

n=117
（複数回答あり）
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Ⅱ．競争状況の調査に係る主な議論等 
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Ⅱ－１．競争評価アドバイザリーボードにおける検討 

 

「電気通信事業分野における競争状況の評価」は、客観性や中立性、かつ専

門的な知見を要することから、競争評価アドバイザリーボードの有識者の議論

を経て決定することとしている。競争評価２０１２については、４回にわたる

アドバイザリーボードの審議と、２０１３年７月からの１ヶ月間の意見募集を

経て、同年９月に確定し公表したものである。なお、競争評価アドバイザリー

ボードの開催状況と議事要旨は下記のとおりである。 

 

＜開催状況＞ 

■第１回会合 

日時：平成２４年１０月１６日（火）10:00～11:30 

議事：（１）電気通信事業分野における競争状況の評価に関する実施細目２０１

２（案）について 

（２）その他 

 

■第２回会合 

日時：平成２５年４月２２日（月）16:30～18:30 

議事：（１）電気通信事業分野における競争状況の評価２０１２（戦略的評価の

中間報告）について 

① 「電気通信サービスに係る消費者選好の変化に関する経時的分析」、

「電気通信サービスの上流サービス利用の分析(戦略的評価)」及び

「電気通信サービスのプライバシー意識の分析(戦略的評価)」につい

て 

② 「移動系通信市場における新規参入事業者の事業環境」について 

③ 「市場間の連携サービスの利用動向」について 

（２）その他 

 

■第３回会合 

日時：平成２５年６月４日（火）13:00～15:00 

議事：（１）電気通信事業分野における競争状況の評価２０１２（案）について 

① 「移動系通信（データ通信）市場の分析・評価」について 

② 「データ通信（固定系）市場の分析・評価」について 

（２）その他 
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■第４回会合 

日時：平成２５年６月２７日（金）16:00～18:00 

議事：（１）電気通信事業分野における競争状況の評価２０１２（案）について 

（２）その他 

 

 

＜競争評価アドバイザリーボードの構成員＞ 

 

縣 公一郎 早稲田大学政治経済学術院教授 

依田 高典 京都大学大学院経済学研究科教授 

大橋  弘 東京大学大学院経済学研究科教授 

岡田 羊祐 一橋大学大学院経済学研究科教授 

川濵 昇 京都大学大学院法学研究科教授 

辻 正次 兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科教授 

野原佐和子 (株)イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長 

林 秀弥 名古屋大学大学院法学研究科教授 

舟田 正之 立教大学法学部名誉教授 

※敬称略。 

 

 

 

＜議事要旨＞ 

別紙のとおり。 
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別紙 

平成２４年度競争評価アドバイザリーボード  

第１回会合 議事要旨 

 

１ 日 時 平成 24年 10月 16日（火）10:00～11:30 

２ 場 所 中央合同庁舎第２号館 総務省 １００１会議室 

３ 出席者  

 ・ 構成員（五十音順） 

縣構成員、辻座長、野原構成員、舟田座長代理、林構成員 

 ・ 総務省 

吉良総合通信基盤局長、安藤電気通信事業部長、 

吉田事業政策課長、柴崎事業政策課企画官、吉田事業政策課調査官、 

東事業政策課課長補佐、川野事業政策課評価分析係長 

 

４ 議事 

 

（１） 電気通信事業分野における競争状況の評価に関する実施細目２０１

２（案）について 

（２） その他 

 

【柴崎企画官より「電気通信事業分野における競争状況の評価に関する実施細

目２０１２（案）」について説明した。主な質疑応答は以下のとおり。】 

 

舟田構成員：基本データ（需要側データ）として挙げている「料金等」、「サー

ビス品質」、「サービス変更コスト」は具体的にどういったデータを想定して

いるのか。 

 

事務局：数値化するのが難しいという点は認識している。サービス内容や利用

者満足度のほか、中立的な数字として通信速度といった指標を想定している

（P7注１参照。）。 

 

舟田構成員：「サービス変更コスト」は、事業者を移動する場合ということか。 

 

事務局：ある事業者のサービスを利用している者が、他の事業者のサービスに
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移行するような場合を想定している。 

 

舟田構成員：端末、通信サービスそれぞれに２年縛りが存在し、期間中の中途

解約時に生じる違約金については、消費者契約法上違約金の平均的な損害を

超えるとして３事業者に訴訟も起こされているが、これはキャリアがサービ

ス変更コストを意図的に高くしているように見える。また、解約を２年経過

後１ヶ月の間で行わなければ自動更新になることについての認知度について

も懸念。ただ一方で、事業者の顧客獲得競争で違約金の全額をカバーするキ

ャンペーンを販売代理店や、事業者自身で実施しており、この実態について、

できれば競争評価でも調べていただきたい。 

 

林構成員 ：私は、携帯電話解約金に関する消費者契約法事件である京都地判

平成 24年３月 28日において、次のように判示されていることに注目してい

る。すなわち裁判所は、「契約の目的である物又は役務等の対価それ自体に

関する合意については、事業者と消費者との間に上記のような格差が存在す

ることを踏まえても、当該合意に関して錯誤、詐欺又は強迫が介在していた

場合であるとか、事業者の側に独占又は寡占の状態が生じているために消費

者の側に選択の余地が存在しない場合であるとかといった例外的な事態を除

き、原則として市場における需要と供給を踏まえた当事者間の自由な合意に

基づくものであるということができる」と判示している。これは一見何でも

ない判示のように読めるが、ここでは、「事業者の側に独占又は寡占の状態

が生じているために消費者の側に選択の余地が存在しない場合を除き」とい

う「留保」に着目したい。ここで言及されているように、近時の通信事業者

のＭ＆Ａ等によって市場の寡占化がさらに進んだ場合、いわゆる２年縛りは

利用者のサービス乗り換えの障害となるおそれがあり、この点も注視してい

ただきたい。 

 

事務局：ご指摘の点の①違約金の状況は、利用者アンケートでの深掘りも含め

て検討していきたいが、係争中の案件でもあるので訴訟内容の分析を競争評

価で行うのはどうかと思われるため、最終的な裁判の結果の把握をしていき

たい。②契約自動更新の認知度の問題は、消費者保護に影響するものであり、

アンケートベースで把握していくつもりであるが、2011年においてはアンケ

ート回答者の 64%が認知しているとの結果が出ている。③また解約金をカバー

する奨励金については、その是非については対象としていないが、金額的に

どの程度の影響があるか等についてできる限りで定量的に実態を分析してみ

たい。④さらに寡占化に伴うサービス乗り換えの障壁についてはその因果関
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係を示すことは難しいが、とりあげるとすれば戦略的評価で対応することと

したい。 

 

辻構成員 ：利用者の負担する料金については、メニュープランや ARPUといっ

たデータで把握できる。しかしながら、サービスメニューが多様化したり、

キャンペーンが展開されたりしている中、実態がどれだけこういった料金に

反映されているか、何が通信サービスの料金かわからなくなっている。研究

者の立場としては、キャンペーンを含めた実態を反映したわかりやすい指標

が必要だ。ユーザの選択時の要因もアンケートで入れてもらえればありがた

い。 

 

野原構成員：利用者のサービス選択は、通信サービスではなく、端末を使って

得られるサービス全体で判断して行われており、通信サービスだけに絞って

サービス品質を比較して分析しても利用者の実態・需要は見えない。実質０

円の端末など提供サービスと異なる価格設定がなされている中で利用者が購

入する瞬間を見ることも重要であるが、一方で、料金を何に対して払ってい

るかを見るべきで総体としての料金負担を見て分析してほしい。 

また、実効速度については場所や状況により大きく速度が異なる。実態把握

は困難ではあるが、利用の多い時間や場所で速度が速ければ利用者の満足度は

上がるので、様々な状況をくまなく調べる必要は無く、いくつかの時点・場所

を比較すればよく、調査方法の統一的な整理が重要で、速やかに行なってほし

い。特に LTEについては設備を設置拡大しているところであり、実際の数値と

利用者の感覚に乖離がないようにしてもらいたい。 

また、来年度以降の課題になるかもしれないが、データ通信市場は移動系の

高速化により、固定系との代替性が出てきており、一体化する方向にある。移

動系だけを保有し、固定系を契約しないという者もいると思うので、今は別の

市場で見ているがそういった代替性についても検討してもらいたい。 

 

事務局：辻座長ご指摘の実態に関しては、単純な料金に加え、「サービス品質」、

「サービス変更コスト」等の中身を把握しようとしており、データを整理し

た上で改めてアドバイザリーボードに諮りたい。また野原構成員ご指摘のあ

った、①利用者のサービス選択の要因は、通信だけではなく通信と隣接する

領域を含めたサービスの総体であるとの点に関しては、競争評価の中で、通

信だけに着目するのではなく、上位下位レイヤーも含めた総体としての通信

市場を分析することで対応していると考えている。こういったことを踏まえ

競争評価 2011では「ネットワークレイヤーと上位下位レイヤーとの関係を勘
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案要素として分析したことを踏まえ、さらに競争評価 2012では上位下位レイ

ヤーをレバレッジとしたネットワークレイヤーへの影響について分析を行う。

②通信速度データについては、サンプル抽出等において海外の公表データを

参考に、一定の条件下の数値として説得力があるものを検討し、利用者が満

足しているかという主観的な面と最大○○bps及びその実測値というような

客観的な数値の乖離度を見ていきたい。③データ通信サービスにおける移動/

固定の代替性については、課題として認識しているものの、例えば移動と固

定で実態上の速度の乖離はまだまだあると考えられることや、単身世帯が移

動系しか持たないというような例が実態としてどこまであるのかということ

を調査しながら検討してまいりたい。 

 

辻構成員 ：移動/固定の代替性という意味では、FMCの進展が１つのポイント。

NTTは規制措置により特定事業者のみとの連携サービスが不可であるとされ

ている一方、他社はそうしたサービスを提供することが可能である。こうい

った制度が適正と言えるのかという見方もある。すぐに規制をどうこうとい

うわけではないが、FMCの推進といった長期的な視点で検討するためデータや

問題点を把握していく必要がある。 

 

縣構成員 ：通信の価格設定は等価交換になっていないのではないか。それは

構造的に通信事業の特性としてそうせざるを得ないのか事業者の経営戦略に

よるものか。もし後者であるのなら規制対象となるのかどうか。違約金につ

いても初期費用の回収ができないからではないか。一般的な割賦販売ではな

く、端末のコストを負った形の割賦販売をどう解釈するか。認められている

以上は違約金のみをもって批判できないのではないか。また、ロックインは

それを把捉する指標をどのように立てるつもりなのか。 

 

事務局：事業者乗り換え時の違約金等の典型的なコストを選んで積み上げ、キ

ャンペーン等の効果も踏まえた結果を事業者間で比較することで示していき

たい。 

 

縣構成員 ：ロックインは競争上好ましくないとの考えで臨むのか。必ずしも

利用者側から不満があるとは限らない。利用者満足度と競争状況が一致すれ

ばいいが、必ずしもそうでない場合もあるのではないか。 

 

舟田構成員：差別料金は競争的でもあり非競争的でもある。２年縛りやそれを

打ち消すキャンペーンが展開しているということは、事業者を頻繁に乗り換
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える利用者に事業者側が膨大な販促金を出しているのではないか。差別料金

は事業者にとっては顧客争奪に有効であり合理的だが、料金はARPUではなく、

顧客層の違いとして捉えるべき。また、競争評価の問題ではないかもしれな

いが、通信料金と端末料金を総務省主導で分離したはずだが、有名無実にな

っているのではないか。 

 

野原構成員：２年以内の機種変更でも同じ通信事業者での買い替えならば、違

約金が発生しなかったり、通信事業者を移る場合には移行先の事業者が違約

金を立て替えてくれたりするなど、かなりの値引きをしている。この割引部

分は経営戦略として通信料金に転嫁されているのではないか。 

 

縣構成員：構造的には難しいが、当該状況を認めるべきかとの問題がある。 

 

事務局：ご指摘の諸点について、分かりやすいデータ取得に努めたいと思うが、

原則として競争評価の中では、市場の競争状況を客観的に評価するにとどま

り、経営戦略や規制措置の是非の概観は扱うこととしていない。 

 

辻構成員 ：事業者が違約金等を通じて利用者の選択肢を縛っているのであれ

ば問題だが、利用者の選択が正しい情報に基づいて判断しているのか、単に

事業者の意向に沿って判断しているのかが懸念の点。 

 

野原構成員：テザリングや WiFiについては把握できるのか。 

 

事務局：競争評価 2011の利用者アンケートでは、テザリングについて利用率４％

程度という結果を得ている。競争評価 2012においても、より詳細の利用動向

の把握に努めていきたい。 

 

舟田構成員：連携サービスの実態は、本質的な密接不可分のサービスの連携な

のか、それとも単なるセット割なのか。 

 

事務局：連携サービスについて、現在はセット割が主流だが、新たなサービス

類型が定着するまでの過渡期でもあると認識。今後、法人向けサービスとし

ての利用も出てくると思われる。 

 

舟田構成員：法人ユーザの割合は相当数あると思う。法人ユーザの中でも、電

力系等の大手と中小で大きな価格差があったり、個人向けサービスで儲けた
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分を法人向けサービスに回したりすることがあるのではないか。 

 

辻構成員 ：個人向けサービスで得られた利益を法人向けサービスに回すのは

不適当。そういった視点も持ってほしい。 

 

林構成員 ：市場支配力とは、「価格、品質、数量、その他各般の条件を左右す

る」地位を意味し、価格支配力を中心に解されてきたが、消費者厚生の低下

という観点を踏まえれば、またユーザの選択機会の減少という観点からは、

価格の上昇や品質の低下だけでなく、商品選択肢の減少なども、市場支配力

分析では考慮される必要がある。そこで、利用者の選択肢の減少と市場支配

力の関係や、利用者の選択多様性と事業者によるサービス乗り換え阻害の関

係について、注視していただきたい。また、市場支配力のレバレッジといっ

た場合、ブランド力の存在は、従来は NTTグループについて言われてきたが、

現在ではむしろグーグルといったプラットフォームレイヤーのブランド力や、

iPhone といった携帯端末の強大なブランド力にパワーバランスがシフトして

きているという市場変化も見られる。このように、市場支配力のレバレッジ

といった場合、その内実も、本「競争評価」の発足当初と現在とでは相当変

わってきていることも、今後検証していただきたい。 

 

事務局：利用者アンケート等を用いて、可能な範囲で調べたい。 

 

舟田構成員 ：FTTH 市場における NTT 東西のフレッツのシェアが前回初めて低

下した。このような NTT 東西の市場シェアの低下を、競争評価の中でどう表

現するか昨年も苦労したが、本年もどう見るか留意が必要。 

 

最後に、今後の予定について、速やかに実施細目 2012（案）についてパブリ

ックコメントを実施し、その結果とそれに対する考え方等を別途諮らせていた

だくこと、次回の競争評価アドバイザリーボードは来年４月を目途に開催予定

である旨事務局より報告があった。 

 

（以上） 
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平成２４年度競争評価アドバイザリーボード  

第２回会合 議事要旨 

 

１ 日 時 平成 25年４月 22日（月）16:30～18:30 

２ 場 所 中央合同庁舎第２号館 総務省 １００２会議室 

３ 出席者  

 ・ 構成員（五十音順） 

縣構成員、依田構成員、大橋構成員、辻座長、舟田座長代理、林構

成員 

 ・ 総務省 

吉良総合通信基盤局長、安藤電気通信事業部長、安藤総務課長 

吉田事業政策課長、柴崎事業政策課企画官、吉田事業政策課調査官、 

東事業政策課課長補佐、川野事業政策課評価分析係長 

 

４ 議事 

（１） 電気通信事業分野における競争状況の評価２０１２（戦略的評価の

中間報告）について 

① 「電気通信サービスに係る消費者選好の変化に関する経時的分析」、「電

気通信サービスの上流サービス利用の分析(戦略的評価)」及び「電気通

信サービスのプライバシー意識の分析(戦略的評価)」について 

② 「移動系通信市場における新規参入事業者の事業環境」について 

③ 「市場間の連携サービスの利用動向」について 

（２） その他 

 

【依田構成員より「電気通信サービスに係る消費者選好の変化に関する経時的

分析」、「電気通信サービスの上流サービス利用の分析(戦略的評価)」及び「電

気通信サービスのプライバシー意識の分析(戦略的評価)」について説明した。

主な質疑応答は以下のとおり。】 

 

舟田構成員：固定電話の加入に関する NTTのシェアが全体より低いように思う

がアンケート対象はどのようになっているのか。 
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依田構成員：固定ブロードバンドに加入している者が対象となっているため、

例えば NTT東西の加入電話のみを契約している人は入っていない。そういう

意味では NTTの割合が低くでる結果となっている。 

 

舟田構成員：資料１（p22）中、現在の端末の使用状況のことを聞いているのか。  

 

依田構成員：現在の端末の使用状況とこれからの端末の買換え時期を聞いてお

り、２つの質問を１つの図表で表している。  

 

舟田構成員：現在２年以上端末を使用している人は５割超だが、買い換え希望

時期は２年以上先の人は 12％程度。これはどう見るのか。  

 

依田構成員：以前は端末使用期間が２、３年未満の人が多かったが、今回は長

期間（３年～５年未満）の使用の人が多い。一方で買い換え意向は、以前の

アンケートでは短い期間（２年未満）を回答する人が過半だったが、今回は

「時期は決まっていない」という人がもっとも多く、回答があった人も２年

以上の長い期間の人が増えてきており、タイムトレンドがロングランになっ

ている（データ例：時期が決まっていない（昨年）：50%→（今年）55%に UP

等）。このことから、現在の端末の寿命が長くなっているということが読み取

れる。 

 

辻構成員：端末の使用期間が長期化している理由として、スマホの端末機器の

価格が高い、契約上いわゆる２年縛りがあるといったことが考えられるが、

詳細はわからないのか。 

 

依田構成員：今回のアンケートでは単純に時期を聞いているのでわからない。

（ご指摘の理由については）次回会合以降の宿題としたい。 

 

林構成員：資料１（p23）中、ソーシャルゲームは SNSにカウントされているか？ 

 

依田構成員：GREE、DeNAは SNSにカウントしているはずであるが、確認した上

で回答したいと思う。 

 

大橋構成員：資料１（p24）中の「エコシステム」というものが意図するところ

は何か。また、代表的な上流サービス事業者であるグーグルの動向はどうか。  
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依田構成員：グーグルやアップルのような海外の.com事業者が移動体通信の上

流サービスにおいてプレゼンスを高める中、実際どこに強いのかをビジュア

ル的にわかるようサービス横断的に表現した。例えばプリインストールによ

るロックイン効果があるとすると、グーグルはアンドロイド OSで、アップル

はｉOSではシェアが高いというようなことをビジュアル化する目的で図表化

している。 

グーグルは動画・検索サイトは移動体端末全般等で強く出ていて、アプリマ

ーケットは垂直統合型になっているが、それとは関係なく OSやサービスフリ

ーで強い部分があることが確認できる。アプリマーケット以外では明確にアン

ドロイドだけで強いという印象はなかった。一方、アップルは iOSでのシェア

が圧倒的に高い。 

 

縣構成員：ソフトフォンの普及状況はどうか。  

 

依田構成員：資料１（p26）中「050」番号電話は昨年比１％増、ソフトフォン

は昨年比４％程度伸びている。ソフトフォンの内訳として、skypeが減り（77.8

→49.6％）、LINEが 34.8％増えており、シェアの移り変わりがある。 

 

【柴崎企画官より「移動系通信市場における新規参入事業者の事業環境」につ

いて説明した。主な質疑応答は以下のとおり。】 

 

舟田構成員：資料２（p2）に関し、新規参入の動向として MVNOはどれ位の重み

があるのか。 

 

事務局：携帯・PHSサービスに占める MVNOの割合は４％程度。 

 

大橋構成員：資料２（p2）に関し、MVNOは移動系通信市場の競争を高める点で

も、消費者の多様なニーズを満たす意味でも存在意義はある。接続料は近年

大幅に下がっているようだが、どうやって決められているのか。上位３社ま

では規制対象なのか。コストベースということなのか。 

 

事務局：総務省は、電気通信事業法において、10％以上の端末シェアを有する

事業者について、第二種指定電気通信設備を設置する事業者とし、接続約款

の作成・公表・届出、接続会計の整理等の接続に関する規律を課している。

また、接続料が「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加え

たもの」を超えた場合、接続約款変更命令の対象となる旨が定められている。 
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  なお、「第二種指定電気通信設備制度の運用に関するガイドライン」におい

て、適正な原価に適正な利潤を加えた額の算定方法についての考え方を明確

化している。  

 

依田構成員：資料２（p8）を見ると、移動体のデータ接続料は下がっているよ

うに見えるにもかかわらず、卸契約を締結している事業者が多いのはなぜか。 

 

事務局：卸の料金は当事者間の相対交渉によって決まるが、接続に準じたもの

となっており、料金面で卸と接続が決定的に異なるものであるとは考えてい

ない。ただし、規制の面では両者は相異している。接続料については届出が

必要であり、総務省からの接続約款変更命令が可能であることから、あえて

接続を選択する事業者は少数派となっている。 

 

辻構成員：MNOでもある MVNOは圧倒的な契約者数を持っており、その他の MVNO

とはまったく別の範疇で捉えるべきではないか。 

 

事務局：性格が異なると思うので分類方法等の取り扱いについては検討してい

く。 

 

舟田構成員：資料２（p11）によれば、MNOからのサービス変更にはコストがか

かるが、各 MNOがキャンペーン等を展開しているので変更は容易だというこ

とか。 

 

事務局：そのとおり。 

 

縣構成員：キャンペーンの適用を受けるには、一定の条件が付されているので

はないか。 

 

事務局：２年契約が一般的なサービス。 

 

林構成員：契約解除手数料について、各社横並びであるが、これは競争の結果

そうなっているのか、それとも競争が働いていない結果なのか、注視してい

ってほしい。 

 

事務局：事業者間で価格・料金が似通っている、あるいは見た目のサービス内

容が差別化されていないのであれば、サービス品質や変更コストなどの状況
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が重要になってくるというアプローチをとっている。 

 

舟田構成員：実態上、携帯３社の料金内容は均質化している。例えば、周波数

オークションがあると二次市場も成立するから流動性が高まる。これができ

ないのは電波割当による硬直化が働いているためと考えられる。４位以下の

事業者の系列化によってますます均質化が著しくなるのであれば危機意識を

持った方がいいのではないか。競争活性化には、MVNOの参入促進もあると思

う。 

 

【柴崎企画官より「市場間の連携サービスの利用動向」について説明した。主

な質疑応答は以下のとおり。】 

 

舟田構成員：固定型の連携サービスの利用は多いが、FMC型の連携サービスの利

用は相対的に少ない。FMC型の中で、特にスマートバリューが伸びていると聞

いていたが実際はそうは見えない。 

 

事務局：スマートバリューについては、全体の契約者に占める割合は２％とス

トックベースでは少ないが、auの新規契約者に占める割合は 33％、auひかり

の新規契約者に占める割合は 48％となっておりフローベースでは大きくなっ

ている。 

 

辻構成員：スマートバリューについて、FMC型という呼称を用いるべきかが疑問。

FMCと定義するのは違和感がある。 

 

事務局：ご指摘のとおり、スマートバリューは従来型の以前言われていた FMC

サービスとは異なるが、例えばオフロードを見れば移動・固定の両通信の連

携という要素が色濃くあると考えている。その呼称については誤解を招かな

いように改めて検討する。 

 

舟田構成員：独禁法で「混合合併」という論点がある。それは異なった商品を

販売する異業種の事業者同士が合併すれば有利になるというものだ。スマー

トバリューで言えば物理的なものではなく単に一事業者又は提携事業者によ

って提供されるサービスのコマーシャルバンドリングなのではないのか。つ

まり、ファンクショナルなものでなく、商業的な動機から結びつけたもの。

一方で、サービスが相互に補完的なものは当然あり得るし、独占禁止法でも

元々バラバラのものが結びついて価値を高め競争力を持つという場合は積極
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的に評価される。他方で、NTTの例で言えば、一つの市場における市場支配力

が他の市場に影響を及ぼすことは禁止している。連携サービスは注視する価

値があるが、どこまでを厳格に連携サービスとみるべきなのか。 

 

林構成員：舟田構成員のご指摘のとおり機能的なものであれば市場支配力は強

固になる。ただ、コマーシャルバンドリングであっても見ていく必要がある。

例えば、ビリング業務の一元化など取引コストの削減化という利点も非常に

大きい一方でレバレッジの可能性も一部で指摘されている。 

 

依田構成員：今回の戦略的評価は、サイドアタック的で効果を上げていると思

っている。非対称規制をはじめとした規制措置を考慮に入れる必要があるが、

近年のスマートバリューは優れた良いサービスだと考えている。他方で影の

部分も見えている。すなわち舟田構成員のご指摘のように、固定型に比べ FMC

型が使われていないことや、固定型は使っている割には満足度が上がってい

ないということから、使いたくても使えない人がいるのではないか。こうい

う点は直ちにできるものでは無いが、今回の戦略的評価はその足がかりとし

て効果を上げていると思う。 

 

辻構成員：今後の課題として検討していってほしい。 

 

 

舟田構成員：最後にこれは競争評価で取り上げるものではないかもしれないが、

２点コメントしておく。連携サービスの１つとも考えられる NTTのビリング

業務統合についてどういう効果が上がっているのか。また上流サービスへの

進出として、NTTは放送に進出できるかという点について検討していってほし

い。 

 

【東課長補佐より「通信インフラの現状報告」について説明した。】 

 

最後に、次回及び次々回の競争評価アドバイザリーボードは６月を目途に開

催予定である旨事務局より報告があった。 

 

（以上） 
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平成２４年度競争評価アドバイザリーボード  

第３回会合 議事要旨 

 

１ 日 時 平成 25年６月４日（火）13:00～15:00 

２ 場 所 中央合同庁舎第２号館 総務省 共用会議室１ 

３ 出席者  

 ・ 構成員（五十音順） 

依田構成員、川濱構成員、辻座長、舟田座長代理、野原構成員、林

構成員 

 ・ 総務省 

吉良総合通信基盤局長、安藤電気通信事業部長、安藤総務課長、 

吉田事業政策課長、柴崎事業政策課企画官、吉田事業政策課調査官、 

東事業政策課課長補佐、川野事業政策課評価分析係長 

 

４ 議事 

（１） 電気通信事業分野における競争状況の評価２０１２（案）について 

① 「移動系通信（データ通信）市場の分析・評価」について 

② 「データ通信（固定系）市場の分析・評価」について 

（２） その他 

 

事務局より「移動系通信（データ通信）市場の分析・評価」、「データ通信（固

定系）市場の分析・評価」について説明があり、次の諸点についての討議が行

われた。 

・移動系通信の料金について 

・移動系データ通信の実効速度について 

・テザリング機能の利用動向について 

・移動系・固定系の両サービスの代替性について 

・MVNOの市場参入の動向について 

・移動系通信市場における供給能力と市場支配力について 

・料金競争とサービス品質競争について 

・FTTHの都道府県別の競争状況について 

最後に、次回（最終回）の競争評価アドバイザリーボードは６月 27日に開催

予定である旨事務局より報告があった。 

以 上 
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平成２４年度競争評価アドバイザリーボード  

第４回会合 議事要旨 

 

１ 日 時 平成２５年６月２７日（木）16:00～18:00 

２ 場 所 中央合同庁舎第２号館 総務省 第１会議室 

３ 出席者  

 ・ 構成員（五十音順） 

依田構成員、大橋構成員、岡田構成員、川濱構成員、辻座長、 

舟田座長代理、野原構成員、林構成員 

 ・ 総務省 

吉良総合通信基盤局長、安藤電気通信事業部長、吉田事業政策課長、 

柴崎事業政策課企画官、吉田事業政策課調査官、 

東事業政策課課長補佐、川野事業政策課評価分析係長 

 

４ 議事 

（１） 電気通信事業分野における競争状況の評価２０１２（案）について 

（２） その他 

 

【柴崎企画官より「「電気通信事業分野における競争状況の評価２０１２（案）」

（概要）」について説明を行った。主な質疑応答は以下のとおり。】 

 

林構成員：（資料１「競争評価２０１２の評価結果（案）の概要」の１ページの

１２番参照。）前回議論になった、データ定額通信料は月額 5985 円で各社横

並び、とのことだが、このことから一部の事業者はライトプランを提供して

いることがわかる。この契約割合が仮に相当数あるとすれば、それが競争評

価に影響を及ぼすのではないか。ライトプランを契約している人のシェアは

どれほどか。 

 

事務局：そこはまだ把握していない。正確な数を把握するのは難しい。 

 

舟田構成員：NTT以外の事業者はライトプランと類似のプランは提供していない。

そのプランに吸引力があれば他の事業者も追随するはずであるが、他の２社

に対しそれほどのインパクトがなかったのであろう。その他の料金の横並び
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をどう理解するかだが、競争が激しくなれば、価格は収斂するが、３社とも

供給側が価格を決めて、競争の中でもそれを維持しているとみる可能性もあ

る。斉一的料金という点で結果的に同じでも、競争価格と同調的価格設定に

よる斉一化では、価格の成立メカニズムが異なり、それを分析するのが難し

い。 

 

依田構成員： ３社ともある程度は価格支配力を実際持っていて、相手を見て決

めている。結果は同じだが、競争的か同調的かはメカニズムが違う。 

 

川濱構成員：価格は同調的に見えるが、NTTドコモのライトプランや各社のキャ

ンペーン割引の状況を見ると、隠れた値引きがあり競争が働いていると考え

られる。１つわからないのが、スマートフォン一人当たりの平均月間トラヒ

ックが 1.6GB の中でいうと、多数のユーザにとってはライトプランは上限３

GB で安価なサービスであり、対応商品として最適であることから、通常独占

企業は出したがらない商品。データ通信量の程度によって違うが、誰もが自

分のデータ通信量を知らないために、当該プランがニッチになっているので

はないか、もし利用者にとってたいしたことでないものであるならば当該プ

ランを出すのももったいない。当事者の横並び意識があれば、同水準になる

のは仕方無いことだが、隠れた値引きにより様々な価格設定によって、実際

には競争が起きているのではないか。これらの状況について、量的に分析・

評価できるデータがあれば、料金が高止まりしているというのが本当かどう

かわかると思う。 

 

事務局：2012年度末の平均トラヒックは、２GBとなっている。戦略的評価の中

でも、例えば MVNOは MNOの料金に対抗するような低価格・低速度・低容量の

プランを出している。 

 

川濱構成員：３GB のプランについては、独占企業がこのようなプランを通常は

出さないのにという印象。 

 

辻構成員：消費者は必ずしも経済的に合理的な商品を選択しないという話もあ

り、総合的に考えて選択しているのではないか。 

 

野原構成員：価格設定がどのようになっているのか等、複雑な価格設定がなさ

れているので、それを透明化しないといけないのではないか。報告書にある

記載は、これはこれで良いと思うが、価格設定のところが寧ろ競争の肝では
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ないかと思うので、これに触れないのは競争評価としてどうなのか。 

 

舟田構成員：スマートフォンに替えると料金が高くなると初めて聞いた時は驚

いた。通信以外の分野では価格の下落が大きいが、スマートフォンや 3.9Gで

は値上げが行われている。事業者が他事業の事業者と異なり、この値上げを

を乗り切って契約数を拡大していることが不思議。競争しているからという

面と利用者が主として３社しか選べないことが原因か。依田構成員の説明に

よると一部のユーザは半年以内に端末を換えると言っており、特殊なユーザ

がある程度のボリュームで存在する特殊な業界。 

 

辻構成員：3.9G の料金は上がっているが品質も上がっているので機能面も考慮

すれば、実質的な料金は下がっているのではないか。 

 

野原構成員：値上げはあっても使うという魅力があればいいが、今のような月

額の通話料、通信料を示すだけでは一面的。サービス選択時にどのような料

金となっているか等をもっと把握すべき。表示速度と実効速度の乖離がある

のであれば事情はあるとしても、見える化をしていくべき。 

 

事務局：サービス変更コストの中で、解約事務手数料等を試算として積み上げ

ているが、端末相当分の割引についても試算の中に含んでいる。また、3G か

ら 3.9Gへの移行に伴い、表示速度上であるが単位速度当たりの月額料金は下

がっている。 

 

舟田構成員：競争評価の前提は利用者が情報を持っているということだが、１

ヶ月のデータ使用量や実効速度は不明な点が多く、主要３事業者の料金につ

いても、その時々の契約時点で選択しなければならない。複雑なサービスほ

ど、他社と比較できることが競争評価の前提にあるべきであり、その意味で

は、消費者にとって移動体通信サービスの競争は物足りないものになってい

るのではないか。競争評価で非競争的とまで言えるかどうかはわからないが。 

 

大橋構成員：評価結果のまとめ方としては、昨年から変わっていて、このよう

な書き方の方が本質的な議論ができると思う。事業者シェアが高いと市場支

配力があるというのであれば、利用者のニーズをあまり考えず、利用者の利

益が毀損されている可能性がある。シェアが高いことで、需要側のニーズに

かなったサービスを提供せず、高止まりの価格となっているのであれば、本

来キャンペ－ン割引等で多様なニ－ズに対して競争的な価格を付けるように
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すればいいし、そういうことをやらせることが重要ではないか。BtoC で言え

ば、多様化すぎると複雑だが、BtoB では多様性があってもよいはずであり必

要でもある。MVNO が事業展開を進められるような契約形態を打ち出していく

べき。 

なお、端末の買い換えは１つのタイミング、その点で SIMロックの解除はし

っかり進めていかないといけない。表示速度と実効速度の乖離に対する分析は

必要。市場支配力の現れであるならば、競争政策的にも大事なこと。  

 

岡田構成員：スイッチングコストのディスカウントは分かりにくいため、ユー

ザ目線では比較が困難。類似例でいえば新聞では、長期購読者は毎月料金を

払っているが、よく乗り換える人はディスカウント等による恩恵を受けてい

る。こういうのは行き過ぎるとよくない。 

 

辻構成員：ユーザに分かりにくいとの問題意識は以前からあったが、今回は通

信品質が新しいデータとして挙げられている。実効速度データは、競争評価

の基本的なデータとなるようにしていただくのがよいが、料金水準は、市場

支配力が原因となっているのかが分かりにくい。料金の問題を政策的に誘導

していくかは大きな課題だ。 

 

川濱構成員： 通信品質に関する表示速度と実効速度の乖離の問題は、公正競争

が阻害されているがゆえに生じている可能性もある。事業者は本来価格競争

と同様に通信品質の面でも競争するべきなのに、消費者が分からない点が問

題。なかなか消費者に情報提供されにくいものなので公的なところで何とか

するということもありえる。 

 

舟田構成員：実効速度を調べるサイトがあるが、固定系通信の場合は速度の評

価が比較的容易である一方、移動系通信の場合は利用者本人が移動している

ので、やや困難であり、キャリアには同情すべき点もある。しかし、ベスト

エフォートの表示速度のみが強調されるのもいかがなものかと思う。企業ユ

ーザがまとめて契約する場合、MVNO は選択肢となり得るのにシェアが低いの

は、主要３事業者が実は MVNOに対抗した、かなり安い料金提案を出している

からではないか。ライトユーザについてはキャリア側でよく研究しているは

ず。競争評価では企業ユーザ向けの競争は難しく、一般消費者向けしかでき

ないのではないかと思う。 

 

辻構成員：MVNO と MNO の契約において、卸が多く、接続が少ないことについて
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理由を分析してはどうか。 

 

事務局：MVNO の契約数自体は拡大している。その実態について、今後はより詳

細に継続的に見ていく必要がある。 

 

依田構成員：ここ数年評価している点として、固定系通信に関して、昨年に引

き続き都道府県別の分析を詳しくしたのは良いと思う。東日本地域では KDDI

が光ファイバを借りてサービスベースの競争が進展しており、西日本地域で

は電力系事業者が自ら敷設し頑張っている。都道府県別での状況は変化して

おり、そろそろ都道府県別の競争の状況について精緻に評価をしなければい

けない時期ではないか。KDDIが競争状況を活発にするために、auスマートバ

リューを打ち出しているところは評価されるべき。 

また、移動系通信では都道府県別の情報がないので分析を行わなければいけ

ないのではないか。 

 

事務局：直ちに移動系通信を含む各都道府県の分析が出来るかはわからないが、

来年以降例えばサンプル的にいくつかの地域を取り上げて分析することがで

きないかを検討する。 

 

舟田構成員：KDDIの CATV事業者とも連携したサービスであるスマートバリュー

や、ソフトバンクによるイーアクセス等の買収の話もあり、事業者のグルー

プ単位の連携やシェアをみていくのは大事。１つの競争単位として事業者グ

ループを見た上で実態に沿った評価をして欲しい。また、FTTHと CATVインタ

ーネット、ADSLでは料金が随分異なる。CATV インターネットの実効速度はど

うなっているのか。 

 

事務局：報告書案の第３章（図表Ⅲ-８、９）中、固定系データ通信の実効速度

に関するデータがある。 

 

野原構成員：ソフトフォンについて、利用が拡大してきているとあるが、調査

対象者は固定ブロードバンド利用者と同じか。携帯電話や固定電話の契約状

況や使用状況との関係で代替しあうような形で使用しているのか等どのよう

な使い方をしているかを分析するべき。 

 

事務局：調査の母集団は固定ブロードバンド利用者と同じ。 
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林構成員：利用者アンケートを精緻化するのが大事である。「競争評価」で用い

られているユーザーアンケートに基づく利用動向調査であるが、調査母集団

の割り付けを固定ブロードバンドの使用回線に基づいて行っていたかと思う。

これだと、ブロードバンド回線を持っていることが前提となっており、特に、

ブロードバンド回線を所有していないユーザは全く含まれないこととなって

しまう。携帯電話の調査のサンプルとしては固定ブロードバンドのサンプル

とは別に採取すべきと思っている。また、地域ごとにブロードバンド回線の

技術ごとに割り付けられており、都市部で弱いキャリアのシェアが高く出る

可能性がある。さらには、サンプル数に学生が極端に少ないという問題もあ

る。これだと、先進的なユーザを捨象してしまっている可能性が高い。した

がって、今後の競争政策を考える基礎となる「競争評価」 のデータとしては

変化を見落とす危険がある。これを改善できないか。 

 

 

事務局：母集団については、固定ブロードバンド利用者であることが前提とな

っており、完全に一般ユーザから成るとは言いがたいという点が課題である

と認識している。ただし、過去との連続性等からどこまで対応できるかは難

しいところ。他方、当省では通信利用動向調査という統計調査を実施してお

り、サンプル数等も多いことから、そちらで対応することも含め検討してい

きたい。 

 

野原構成員：固定系通信は世帯単位で契約しているが、移動系通信は個人単位

が多い。契約と利用状況の整理も必要。 

 

事務局：ご指摘のとおりであり、通信利用動向調査の集計結果等を利用しなが

ら対応していきたい。 

 

依田構成員：利用者アンケートについては、10 年ほど過去との整合性を重視し

てやってきたが、見直すべき点もあるかもしれない。 

 

舟田構成員：米国では CATVインターネットはブロードバンドとして捉えられて

いる。日本でも CATVインターネットは既に競争力のあるサービスになってい

るのではないか。 

 

事務局：CATV インターネットのユーザはローエンドからハイエンドまで様々あ

るが、今回の報告書案では、実効速度は主にハイエンドのものを取り上げて

45 
 



 

いる。 

 

舟田構成員：CATV インターネットの契約数は 600 万程度ということか。ところ

で、携帯の音声通信料が下がっていないのではないか。音声接続料は下がっ

てきていることや、各社で同一金額になっているメカニズムについても分か

りにくい。 

 

事務局：報告書案では、携帯電話の音声接続料と音声料金のモデルケースを掲

載している。なお、国際比較データで見ると、東京の音声通信の料金水準は

安い。 

 

辻構成員：通信品質として、端末価格をサービス変更コストに含めて分析する

というのはありえるのか。 

 

大橋構成員：仮想的なユーザ、端末機器を想定しないと難しい。 

 

辻構成員：アカデミックな視点だけでなく、色々なデータを収集していただい

た上で議論していくことが大事。 

 

討議の結果、了承された報告書（案）については、速やかにパブリックコメ

ントを実施し、その結果を踏まえ確定されること、また、来年度の競争評価ア

ドバイザリーボードの第一回会合の日程については、別途調整する旨事務局よ

り説明があった。 

 

（以上） 
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Ⅱ―２．移動体通信サービスに係る競争状況の調査 

 

第１章 本評価の目的 

 

１．分析の背景 

（１）近年、移動系通信市場を巡る環境は著しく変化してきており、無線の高

速ブロードバンド化に伴い、スマートフォンやタブレット PCといった端末の高

機能化及び多様化、コンテンツ・アプリケーション、プラットフォームレイヤ

ーにおける豊富なサービスの登場などを背景として、従来の通信事業者等のビ

ジネスモデルもデータ通信を中心に大きく様変わりしてきている。また、近年、

移動系データ通信のサービス形態が回線サービスのみならず、コンテンツ、SNS、

検索、動画配信や音楽配信等のプラットフォーム、端末といったネットワーク

以外の上位下位レイヤーのサービスや他業種との業務提携等が見られるところ

である。 

（２）このような状況を踏まえ、特に、利用者の急増が著しい SNS 等のプラッ

トフォームを含む、上位レイヤーの動向を把握する観点から、総務省では昨年

度（2011 年度）の戦略的評価において「固定ブロードバンド・モバイルインタ

ーネットの上流サービス利用分析」を行ったところである。 

（３）さらに、上流サービスの利用に伴い使用される利用者のプライバシー情

報について、需要側の公開状況・理解度等を把握する観点から、本年度の戦略

的評価のテーマについては、上記（２）に関する分析に加え、「電気通信サービ

スのプライバシー意識の分析」を取り上げることとした。 

なお、本分析結果については、定点的評価においても適宜活用することとする。 

 

２．調査手法 

（１）本調査では、移動体通信サービスの利用者について、ネットワークレイ

ヤーにおける消費者調査の結果について述べた後、下位レイヤー（端末レイヤ

ー）におけるスマートフォンの普及に関する消費者調査の結果について述べ、

続いて上位レイヤー（コンテンツ・プラットフォームレイヤー）における消費

者調査の結果を述べる。また、最後に電気通信サービスのプライバシー意識の

分析に関する消費者調査の結果を述べる。 

 なお、分析に当たっては、京都大学大学院経済学研究科依田高典研究室の協

力を得た。 
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図表１ 各年度におけるＷｅｂアンケートの調査対象 

 

 

 

 

第２章 分析結果 

 

１．利用者の移動体通信に関する選択 

 移動体通信の選択に関して、最もよく利用するサービスの世代などの分類（２

Ｇ、３Ｇ、3.9Ｇ、PHS、BWA）についてみると、３Ｇ利用者が 94.4%から 74.7%

へと減少すると共に、3.9Ｇ・BWA の利用者がそれぞれ 15.0%、1.4%に増加し、

３Ｇからのマイグレーションが急速に進んでいることがわかる。 

 

図表２ 携帯電話種別の推移 

 

移動体通信の選択に関して、最もよく利用するサービスの事業者のシェアに

ついてみると、NTT ドコモ、KDDI のシェアが増加し、ソフトバンクのシェアが

減少している。なお、本図表ではウィルコム・イーモバイルをソフトバンクの

固定インターネット 携帯電話 固定電話 戦略的評価

2003年度 H15年度 ○
2004年度 H16年度 ○ IP電話

2005年度 H17年度 ○ ○ ○
2006年度 H18年度 ○ ○ ○
2007年度 H19年度 ○ プラットフォーム

2008年度 H20年度 ○ ○ ○ FMCサービス

2009年度 H21年度 ○ ○ ○
2010年度 H22年度 ○ ○ ○ スマートフォン等

2011年度 H23年度 ○ ○ ○ 上流サービス

2012年度 H24年度 ○ ○ ○ プライバシー情報
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シェアに含めている。 

 

図表３ 移動体通信事業者のシェアの推移 

 

 
 

２．携帯電話の端末形状利用分析 

 続いて移動体端末の利用状況について、端末形態別（従来型携帯電話端末、

スマートフォン、タブレット端末、データ通信端末、モバイルルータ、フォト

フレーム、その他の端末－複数回答可）についてみると、従来型端末の利用率

が 69%と最多であるが、スマートフォンの利用率も 34.7%と普及が進んでいるこ

とがわかる。 
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図表４ 利用している端末と今後利用したい端末 

 

 
 

 従来型端末利用者とスマートフォン利用者の間で過去の購入時期並びに今後

の買換予定を比較すると、スマートフォンの購入は 1 年未満が多く、また今後

の買換意欲も高い。他方で、従来型端末の購入時期は 3 年以上が多く、また今

後の買換意欲も低い。従来型端末ユーザがスマートフォンに乗り換えない理由

は、①利用料金が高い(65%)、②端末価格が高い(51%)の後に、③スマートフォ

ンに興味ない(30%)、④携帯インターネットを利用しない(26%)が続いており、

移動体通信サービスの利用に積極的な利用者と、そうでは無い利用者の間に２

分化していることがわかる。 
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図表５ スマートフォン・従来型端末の購入時期・買い換え予定時期 
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図表６ 従来型端末ユーザがスマートフォンに乗り換えない理由 

 

 

 

 従来型端末、スマートフォン、タブレット端末の利用者毎の通信事業者のシ

ェアを見てみると、いずれの端末携帯でも NTT ドコモのシェアが最も高く、従

来型端末利用者では 53%と高くなっているが、スマートフォンでは 42%と全体に

比べて低くなっている。また、タブレットではソフトバンクのシェアが KDDIの

シェアよりも高い。 
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図表７ 端末形態毎の事業者シェア 

 

 

 スマートフォン・タブレット PCの OSのシェアについてみると、いずれの端

末でも Androidと iOSの上位２OSが市場の 90%以上を占めている。特にタブレ

ットでは Androidのシェアが 83%に上っている。 

 

図表８ スマートフォンとタブレット PCの OS 
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端末レイヤーとコンテンツ・プラットフォームレイヤーの関連について、移

動体通信サービスの利用に適した移動体通信端末について聞いたところ、従来

型端末は通話・携帯メール・電子マネーの利用に適していると答えた者がおお

い。また、スマートフォンは Web メール・スケジュール帳・住所録・音楽・ワ

ンセグ・地図・SNS／ブログなどの利用に適していると考えられている。タブレ

ット PC に関しては、Web の閲覧・電子書籍について適していると考えられてい

る。 

 

図表９ 用途別に見た移動体端末の利用意向 

 

 

 

先に見たように、移動体端末の携帯の多様化に伴い、複数台の移動体端末を

使い分けるケースが見られる。移動体端末を組み合わせて保有する意向につい

てみると、いずれかの形態１台持ちを希望する者は昨年調査の 56%から 54%へと

減少しており、２台以上を持ちたいと希望している者の比率も 38%と相当のボリ

ュームに達していることがわかる。 
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図表１０ 移動体の組み合わせ所有の希望 

 

 

３．移動体通信市場における上流サービス利用分析 

 端末に続いて、移動体通信市場における上流サービスの利用状況について見

る事とする。上流サービスはメール、検索、SNS、電子書籍、電子新聞、動画サ

イト、音楽サービス、アプリマーケット、決済サービス、個人向けクラウド、

地図サービスに分類する。各々の上流サービスの携帯電話利用者全体の利用率

についてみると、メールは利用率が 94%、検索は利用率が 64%と過半数が利用し

ているのに対し、その他の分類の利用率は半数未満である。 

ここで、スマートフォンの利用者に限定して上流サービスの利用率をみると、

スマートフォン利用者ではメール・検索共にほぼ 100%の利用率となっているほ

か、SNS・動画・アプリ・決済・地図サービスの利用率も過半数を超えている。

また、スマートフォン・タブレットの OS 別に利用率を見てみると、iOS 利用者

では音楽や個人向けクラウドの利用率も 50%を越えており、Android利用者に比

べて上流サービスの利用率が全般的に高くなっている。 
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図表１１ 移動体通信端末からの上流サービスの利用状況 

 

 

 

スマートフォンの OSの上位２社である Googleの Androidと、Appleの iOSに

ついてより詳細にみると、Google はメール/検索/動画/アプリマーケット/個人

向けクラウド/地図などで高いシェアを持つ。アップルは音楽・アプリマーケッ

ト・個人向けクラウドで高いシェアを有しており、特に iOS において顕著な市

場シェアを有している。これら端末 OSで支配的地位にある事業者の市場支配力

が上流サービス市場のシェアに与える影響について、今後とも留意してゆく必

要があるだろう。 
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図表１２ Googleのエコシステム（市場シェア） 

 

 
図表１３ Appleのエコシステム（市場シェア） 
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４．移動体通信市場における消費者のプライバシー意識の分析 

 スマートフォンの普及に伴いより多くのプライバシー情報が移動体通信端末

を通じて収集・蓄積・利用されるようになっている。移動通信端末から上流サ

ービスを利用するに当たって、どのような事業者にどのような情報が渡ってい

るのか、それに対して消費者はどう考えているのかについての調査を行った。 

 図表１４は情報の種類別の消費者のプライバシー情報の登録、公開状況であ

る。氏名・性別・メールアドレス・居住地などの情報は比較的多くの回答者が

登録しているが、誰にでも公開している率は４～８％に留まっている。また、

政治観・信仰・交際状況・顔写真などの公開率は低い。 

 

図表１４ プライバシー情報公開状況 

 

 

 

  

図表１５はサービス別に見た消費者のプライバシー情報の登録状況である。

全く情報の登録を行っていない利用者の割合は 64%となる。また、登録している

利用者の中では Facebook に情報を登録している利用者が 48%と最も多く、次い

で twitterの 25%、mixiの 22%、LINEの 21%が続く。 
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図表１５ プライバシー情報登録サイト 

 
 図表１６は相手別に見た消費者のプライバシー情報の登録状況である。57％

の利用者が一切プライバシー情報を公開していない。公開をしている者のうち、

最もよく公開している相手は家族の 82%であり、実社会の友人 56%、親戚 36%が

続く。サービス事業者や広告業者への公開率はそれぞれ６%、１%と低い。 

 

図表１６ プライバシー情報を公開している相手 
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 図表１７は情報別に見た消費者のプライバシー情報の利用に関する抵抗感で

ある。プライバシー情報の利用に関する抵抗感が強い情報は電話帳・写真・交

信内容であり、抵抗感が低い情報は交信相手・商品購入履歴・位置情報である。 

 

図表１７ プライバシー情報の利用に対する抵抗感 

 

 
 

図表１８は消費者のプライバシーポリシーの認知状況である。回答者の 51%

が事業者によるプライバシーポリシーの存在を認知している。 

 

図表１８ プライバシーポリシーの認知度 
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図表１９は消費者のプライバシーポリシーの理解度である。プライバシーポ

リシーを理解しているのは利用者の約 30%に留まっており、読んだことが無いも

のも 26%にのぼる。また、図表２０は SNSの利用の有無、最もよく利用している

SNS別の理解度である。SNS利用者と非利用者の間で理解していると回答した率

はそれぞれ 41%と 24%と大きく異なっているほか、最もよく使う SNSサービス別

にもバラツキが見られる。 

 

図表１９ プライバシーポリシーの理解度 
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 図表２０ ＳＮＳ別プライバシーポリシーの理解度 

 

 

 図表２１はプライバシーポリシーの信頼度である。プライバシーポリシーを

信用しているのは 20%に留まり、52%の利用者が不安を感じている。図表２２は

SNS別のプライバシーポリシーの信頼度である。SNS利用者と非利用者の間で信

頼していると回答した率はそれぞれ 29%と 16%と大きく異なっているほか、最も

よく使う SNSサービス別にもバラツキが見られる。 
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図表２１ プライバシーポリシーの信頼度 

 

 

図表２２ ＳＮＳ別プライバシーポリシーの信頼度 
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【参考１】 アンケート調査の概要 

 

アンケート調査の実施に当たっては、調査終了時点で 2,000 件の回収を想定

した。なお、調査終了時点で分析に必要な所定の回収数を確保する上で、明ら

かな誤回答を行っているサンプル（選択肢にある項目をその他に記載など）に

ついては、適時補正を行った。 

アンケート調査終了時点の 1,991 件の回答者は、９地域のブロードバンド回

線（ADSL、CATV、FTTH）の技術シェア毎に回答者数を割り付け、その後ランダ

ムサンプリングにより標本を抽出した。調査は同一の標本に対して、固定電話・

固定ブロードバンドの利用状況に関する調査、携帯電話の利用状況に関する調

査の２回に分けて実施した。アンケート回答者の属性を以下の図表２３に掲載

する。 

 

図表２３ 回答者属性 

 

(a)性別区分

男性 女性

度数 1356 635

比率 68.11% 31.89%

(b)年齢階層（平均年齢 47.1415）

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代

度数 0 116 428 622 513 248 64

比率 0.00% 5.83% 21.50% 31.24% 25.77% 12.46% 3.21%

(c)結婚有無

無し 有り

度数 673 1318

比率 33.80% 66.20%

(d)職業分類

会社員・
役員

自営業 専門職 公務員 学生 専業主婦 パート・
アルバイト

無職 その他

度数 832 169 93 95 17 276 196 278 35

比率 41.79% 8.49% 4.67% 4.77% 0.85% 13.86% 9.84% 13.96% 1.76%

(e)世帯年収区分
300万円
未満

300〜500
万円

500〜700
万円

700〜100
0万円

1000〜15
00万円

1500万円
以上 その他

度数 333 577 441 379 203 56 2

比率 16.73% 28.98% 22.15% 19.04% 10.20% 2.81% 0.10%
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【参考２】 上流サービスのシェア 

最もよく利用している上流サービスの市場シェアに関して、端末形態別・OS

別に集計した結果を以下に掲載する。 

 

図表２４ 最もよく利用しているメールサービスのシェア 

 

 

 

 

  

全体合計 従来型端末
スマートフ

ォン
タブレット

サービス利用率 93.9% 91.6% 98.3% 91.3%
事業者シェア

携帯電話会社（MVNO含む）の提供する

メールサービス
68% 73% 61% 19%

Gmail 7% 3% 14% 10%
Yahoo！メール 11% 10% 13% 14%
Microsoft社の提供するメールアドレス 4% 4% 3% 14%
gooメール 1% 1% 1% 0%
Apple社の提供するメールアドレス 0% 0% 1% 0%
パソコン向けのISPが提供するメール 6% 6% 4% 33%
職場や学校の提供するメールアドレス 1% 1% 1% 0%
その他のフリーメールアドレス 1% 2% 1% 0%
その他の有料メールアドレス 1% 1% 1% 10%

iMode EZWeb Yケータイ Android iOS Windows

93.3% 89.9% 89.9% 97.9% 98.4% 96.4%

76% 71% 68% 64% 53% 53%

3% 3% 4% 13% 14% 14%
9% 10% 12% 9% 21% 11%
4% 4% 3% 4% 3% 8%
0% 2% 1% 1% 1% 1%
0% 0% 1% 0% 2% 0%
5% 6% 7% 5% 4% 7%
1% 2% 1% 1% 2% 1%
1% 2% 1% 1% 1% 3%
1% 1% 2% 2% 1% 2%
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図表２５ 最もよく利用している検索サービスのシェア 

 

 

 

 

  

全体合計 従来型端末
スマートフ

ォン
タブレット

サービス利用率 63.9% 48.6% 93.1% 91.3%
事業者シェア

携帯電話会社（MVNO含む）の公式サ 25% 39% 12% 0%
しゃべってコンシェル 1% 0% 2% 0%
Yahoo！ 39% 20% 37% 43%
Google 33% 9% 47% 52%
Siri 0% 0% 0% 0%
Bing（MSN） 0% 0% 0% 0%
goo 0% 0% 0% 0%
NAVER 0% 0% 0% 5%
infoseek 0% 0% 1% 0%
Baidu（バイドゥ） 0% 0% 0% 0%
excite 0% 0% 0% 0%
livedoor 0% 0% 0% 0%
その他 1% 1% 0% 0%

iMode EZWeb Yケータイ Android iOS Windows

50.2% 50.0% 43.5% 92.8% 94.5% 70.3%

39% 12% 0% 50% 0% 50%
0% 2% 0% 0% 7% 0%

40% 37% 43% 33% 43% 25%
18% 47% 52% 17% 50% 25%

0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 5% 0% 0% 0%
0% 1% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
1% 0% 0% 0% 0% 0%
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図表２６ 最もよく利用しているＳＮＳサービスのシェア 

 

 

 

  

全体合計 従来型端末
スマートフ

ォン
タブレット

サービス利用率 31.7% 18.0% 57.6% 47.8%
事業者シェア

mobage 8% 9% 7% 0%
GREE 6% 7% 6% 0%
mixi 12% 16% 11% 0%
twitter 27% 29% 27% 9%
facebook 39% 30% 43% 73%
アメーバピグ 3% 3% 3% 18%
LinkedIn 0% 0% 0% 0%
Google＋ 2% 2% 2% 0%
ドコモコミュニティ 1% 3% 0% 0%
その他 1% 0% 1% 0%

iMode EZWeb Yケータイ Android iOS Windows

17.8% 17.6% 18.8% 54.0% 65.4% 41.4%

7% 10% 13% 8% 4% 7%
6% 10% 5% 7% 4% 2%

21% 8% 13% 11% 9% 7%
24% 36% 36% 26% 29% 20%
28% 30% 33% 41% 50% 54%

5% 2% 0% 3% 2% 7%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
2% 5% 0% 1% 2% 4%
6% 0% 0% 0% 0% 0%
1% 0% 0% 1% 1% 0%
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図表２７ 最もよく利用している電子書籍ストアのシェア 

 

 

 

  

全体合計 従来型端末
スマートフ

ォン
タブレット

サービス利用率 11.3% 4.7% 22.2% 34.8%
事業者シェア

eBookJapan 8% 4% 9% 13%
BookWebPlus 2% 2% 2% 0%
GALAPAGOS STORE（旧TSUTAYA GALAPAGOS） 2% 0% 2% 0%
ソフトバンクブックストア 3% 0% 5% 0%
LISMO Book Store 2% 4% 2% 0%
dブック（ドコモマーケットBOOKストア） 6% 5% 6% 25%
Google Play（Google Books） 11% 9% 12% 0%
ビューン 1% 0% 2% 0%
BOOK☆WALKER 1% 2% 1% 13%
Amazon／Kindle store 20% 18% 19% 50%
楽天kobo 16% 27% 14% 0%
iBookstore 2% 4% 2% 0%
Reader Store 3% 5% 2% 0%
BookLive！ 2% 0% 3% 0%
電子書店パピレス 3% 5% 2% 0%
青空文庫 13% 14% 13% 0%
その他 3% 2% 4% 0%

iMode EZWeb Yケータイ Android iOS Windows

4.3% 6.4% 3.4% 22.2% 24.2% 19.8%

0% 5% 14% 11% 9% 9%
4% 0% 0% 1% 2% 5%
0% 0% 0% 2% 0% 9%
0% 0% 0% 1% 11% 0%
0% 9% 0% 4% 0% 0%
8% 5% 0% 10% 0% 5%

12% 9% 0% 17% 0% 14%
0% 0% 0% 0% 5% 0%
0% 5% 0% 1% 0% 0%

15% 14% 29% 16% 30% 23%
46% 9% 14% 16% 11% 0%

0% 9% 0% 0% 7% 0%
8% 0% 14% 4% 0% 5%
0% 0% 0% 1% 5% 9%
0% 14% 0% 2% 2% 0%
8% 23% 14% 8% 18% 18%
0% 0% 14% 6% 0% 5%
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図表２８ 最もよく利用している電子新聞のシェア 

 

 

 

 

  

全体合計 従来型端末
スマートフ

ォン
タブレット

サービス利用率 12.2% 6.2% 21.5% 39.1%
事業者シェア

日経新聞電子版 51% 59% 46% 67%
朝日新聞デジタル 17% 20% 16% 0%
毎日新聞電子版 6% 3% 7% 0%
産經新聞　NetView 17% 9% 23% 22%
西日本新聞 0% 0% 0% 11%
スポーツニッポン 4% 5% 2% 0%
デイリースポーツ 0% 0% 0% 0%
ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 0% 1% 0% 0%
その他国内誌 4% 1% 5% 0%
その他国際誌 0% 0% 0% 0%

iMode EZWeb Yケータイ Android iOS Windows

6.7% 5.5% 5.8% 19.3% 29.1% 20.7%

56% 63% 67% 51% 38% 57%
22% 16% 25% 17% 17% 13%

2% 5% 0% 7% 4% 13%
10% 11% 8% 17% 32% 9%

0% 0% 0% 1% 0% 0%
7% 5% 0% 4% 0% 4%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 3% 9% 4%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
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図表２９ 最もよく利用している動画サービスのシェア 

 

 

 

  

全体合計 従来型端末
スマートフ

ォン
タブレット

サービス利用率 35.3% 16.1% 71.5% 60.9%
事業者シェア

Youtube 84% 82% 85% 71%
ニコニコ動画 7% 10% 5% 0%
GyaO 2% 3% 2% 0%
FC2動画 2% 2% 1% 7%
BeeTV 1% 0% 1% 7%
au ビデオパス / LISMO Video 0% 0% 0% 7%
選べるかんたん動画 0% 1% 0% 0%
NHKオンデマンド 1% 2% 0% 0%
Hulu 1% 0% 1% 0%
Ustream 0% 0% 0% 0%
iTunes 2% 1% 3% 0%
Xbox LIVE 0% 0% 0% 0%
その他 0% 0% 0% 7%

iMode EZWeb Yケータイ Android iOS Windows

16.7% 15.9% 15.5% 65.8% 84.1% 47.7%

79% 85% 88% 87% 80% 85%
12% 9% 3% 4% 7% 9%

2% 4% 6% 0% 5% 0%
3% 2% 0% 2% 0% 2%
0% 0% 0% 2% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 3% 0% 1% 0%
3% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 1% 1% 0%
0% 0% 0% 0% 1% 0%
1% 0% 0% 2% 5% 4%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 1% 0%
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図表３０ 最もよく利用している音楽サービスのシェア 

 

 

 

  

全体合計 従来型端末
スマートフ

ォン
タブレット

サービス利用率 19.5% 10.8% 36.2% 34.8%
事業者シェア

iTunes 60% 39% 73% 50%
レコチョク 12% 21% 7% 13%
Music．jp 3% 5% 3% 0%
Mora 3% 5% 2% 13%
LISMO Music 9% 16% 5% 13%
Amazon mp3 3% 3% 3% 13%
dwango．jp 1% 1% 0% 0%
TSUTAYA　DISCAS 音楽配信 1% 1% 0% 0%
dマーケットMUSICストア 4% 3% 5% 0%
楽天ミュージックダウンロード 2% 2% 1% 0%
その他 2% 4% 1% 0%

iMode EZWeb Yケータイ Android iOS Windows

9.2% 16.5% 6.8% 26.7% 61.0% 16.2%

39% 30% 71% 48% 94% 67%
30% 14% 14% 13% 2% 6%

2% 7% 7% 6% 0% 0%
5% 5% 0% 4% 1% 0%
0% 37% 0% 9% 1% 11%
7% 0% 0% 5% 2% 0%
0% 2% 0% 0% 1% 0%
0% 2% 0% 0% 0% 6%
7% 0% 0% 9% 0% 6%
5% 0% 0% 3% 0% 6%
4% 4% 7% 3% 0% 0%
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図表３１ 最もよく利用しているアプリマーケットのシェア 

 

 

 

  

全体合計 従来型端末
スマートフ

ォン
タブレット

サービス利用率 31.2% 6.8% 77.3% 65.2%
事業者シェア

App Store 40% 41% 40% 33%
Google Play 44% 28% 47% 47%
dマーケットアプリストア 7% 2% 7% 7%
au Market 4% 2% 4% 0%
Yahoo！マーケット 5% 22% 1% 7%
Windows Store 1% 2% 0% 0%
Kindle Store／Amazonアプリストア 1% 1% 0% 7%
その他 0% 0% 0% 0%

iMode EZWeb Yケータイ Android iOS Windows

6.5% 7.5% 5.8% 72.5% 88.5% 54.1%

35% 50% 42% 10% 96% 28%
35% 23% 17% 72% 2% 50%

5% 0% 0% 10% 0% 17%
0% 8% 0% 7% 1% 0%

23% 15% 42% 1% 1% 2%
3% 4% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 1% 3%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
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図表３２ 最もよく利用している決済サービスのシェア 

 

 

 

 

  

全体合計 従来型端末
スマートフ

ォン
タブレット

サービス利用率 30.3% 19.7% 49.8% 47.8%
事業者シェア

移動体通信事業者の利用料金と合算請求 39% 44% 37% 9%
iD－DCMXmini 2% 3% 1% 0%
iD－DCMXmini以外 3% 3% 2% 0%
じぶん銀行 4% 3% 4% 9%
Paypal Here 0% 0% 0% 0%
クレジットカード番号を入力 29% 24% 31% 27%
SUICA等の交通機関の発行する電子マネー 4% 6% 4% 9%
nanaco／WAON等の交通機関以外の発行する 2% 2% 2% 0%
Edy 10% 12% 8% 18%
Google Checkout 1% 0% 2% 0%
iTunes Card／iTunes Apps Card 6% 1% 8% 18%
WebMoney 1% 1% 0% 0%
QUICPay 1% 2% 0% 9%
その他 0% 0% 0% 0%

iMode EZWeb Yケータイ Android iOS Windows

19.0% 24.3% 14.5% 48.7% 53.8% 37.8%

42% 48% 47% 45% 20% 24%
5% 0% 0% 2% 0% 5%
5% 1% 0% 3% 0% 2%
3% 5% 0% 4% 2% 7%
0% 0% 0% 0% 1% 0%

22% 23% 33% 23% 49% 36%
7% 2% 10% 5% 1% 2%
2% 2% 0% 3% 1% 0%

10% 15% 7% 9% 3% 14%
0% 0% 0% 3% 0% 0%
1% 0% 3% 2% 22% 10%
1% 1% 0% 1% 0% 0%
2% 2% 0% 1% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
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図表３３ 最もよく利用している個人向けクラウドのシェア 

 

 

 

  

全体合計 従来型端末
スマートフ

ォン
タブレット

サービス利用率 15.8% 5.0% 35.2% 39.1%
事業者シェア

iCloud 31% 23% 35% 33%
Google （Google ドキュメント） 18% 22% 17% 0%
Windows Live （Windows Live SkyDrive） 5% 5% 5% 11%
Yahoo！ （Yahoo！ボックス） 14% 23% 11% 22%
OCNマイポケット 2% 2% 2% 0%
Dropbox 18% 17% 19% 22%
Evernote 8% 2% 11% 0%
Sugarsync 1% 2% 0% 0%
Amazonクラウドドライブ 1% 5% 0% 11%
その他 1% 0% 1% 0%

iMode EZWeb Yケータイ Android iOS Windows

4.6% 6.4% 3.4% 26.2% 53.8% 30.6%

18% 32% 29% 13% 60% 12%
18% 32% 14% 23% 6% 32%

4% 5% 14% 8% 1% 6%
25% 18% 43% 17% 8% 9%

0% 0% 0% 3% 1% 3%
21% 14% 0% 24% 13% 18%

4% 0% 0% 9% 8% 15%
4% 0% 0% 0% 1% 0%
7% 0% 0% 0% 0% 6%
0% 0% 0% 1% 1% 0%
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図表３４ 最もよく利用している地図サービスのシェア 

 

 

 
  

全体合計 従来型端末
スマートフ

ォン
タブレット

サービス利用率 45.0% 26.6% 80.6% 56.5%
事業者シェア

ドコモ地図アプリ 11% 14% 9% 8%
EZナビウオーク／au one ナビウォーク／au 
one 助手席ナビ

7% 16% 2% 0%

Yahoo！ロコ 12% 16% 9% 15%
Googleマップ 55% 36% 68% 46%
goo地図 3% 5% 1% 15%
bing地図 0% 0% 0% 0%
NAVITIME 5% 5% 4% 15%
Mapion 3% 6% 1% 0%
Mapfan 1% 1% 1% 0%
マップ（iOS） 2% 0% 3% 0%
その他 0% 0% 0% 0%

iMode EZWeb Yケータイ Android iOS Windows

26.8% 31.5% 18.4% 76.2% 87.4% 60.4%

27% 0% 0% 12% 1% 13%

0% 45% 0% 3% 2% 0%

12% 13% 39% 10% 9% 9%
40% 25% 47% 66% 73% 57%

6% 6% 0% 2% 0% 7%
0% 0% 3% 0% 0% 0%
6% 6% 3% 4% 4% 7%
7% 4% 8% 1% 2% 1%
1% 1% 0% 0% 3% 1%
0% 1% 0% 0% 8% 3%
0% 1% 0% 0% 0% 0%
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Ⅱ―３．固定通信サービスに係る競争状況の調査 

 

第１章 本調査の概要 

 

１．調査の背景 

競争評価では、その時の特筆すべきテーマに焦点を当てた戦略的評価での分

析を念頭に毎年度利用者アンケートを実施し、その結果を評価へ活用してきた。 

2012年度の戦略的評価では、昨年度に引き続き、「固定ブロードバンド・モバ

イルインターネットの上流サービス利用分析」をテーマとして取り上げ、コン

テンツ、SNS、検索、動画配信や音楽配信等のプラットフォームといった上流サ

ービスと通信サービスとの関係について利用者アンケートを実施し、評価を行

った。 

 

２．調査の目的と構成 

本稿では、2012 年度競争評価の戦略的評価「固定ブロードバンド・モバイル

インターネットの上流サービス利用分析」における、固定ブロードバンド部分

に関して、利用者アンケートの調査結果を検討する。 

本稿の構成はつぎの通りである。はじめに、過去の利用者アンケートの結果

を踏まえた、固定通信サービスに係る消費者選好の変化に関する経時的調査の

結果を検討する。次に、050 番号の IP 電話及びソフトフォンに関する調査結果

を検討する。さらに、現在における固定ブロードバンドの上流サービス利用に

関する調査結果を検討する。最後に、利用者のプライバシー意識に関する調査

結果を検討する。 

 

３．調査に利用したアンケート 

本調査で利用したアンケートは、別稿「移動体通信サービスに係る競争状況

の調査」と同様のものである。また、アンケートの実施及び調査結果の分析に

当たっては、京都大学大学院経済学研究科依田高典研究室の協力を得た。 
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図表１ 各年度におけるＷｅｂアンケートの調査対象 

 

 

 

第２章 調査結果 

 

１．消費者選好の変化に関する経時的調査 

（１）利用者の固定電話に関する選択 

固定電話の選択に関して、NTT 加入電話等普通の固定電話と光 IP 電話の割合

の変化をみると、光 IP電話へのマイグレーションが近年落ち着いてきているこ

とがわかる。 

 

図表２ 固定電話種別の変化 

 

 

固定電話の選択に関して、事業者別の割合の変化をみると、NTTのシェアが漸

減傾向にあり、KDDI のシェアが近年増加している。ただし、これはアンケート

に基づく結果であり、実際のシェアと必ずしも一致しないことに留意すべきで

ある。 
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図表３ 固定電話事業者別の変化 

 

 

（２）利用者のブロードバンドに関する選択 

ブロードバンドの選択に関して、ブロードバンド種別の割合の変化を見ると、

ADSLから FTTHへのマイグレーションが進展していることがわかる。また、CATV

インターネットは一定の割合を維持している。 

 

図表４ ブロードバンド種別の変化 

 
 

ブロードバンドの選択に関して、事業者別の割合の変化を見ると、NTTのシェ

アが横ばい傾向となっているなど、シェアに大きな変化は見られない。なお、

2012年度はソフトバンクのシェアが増加しているが、2012年度よりイー・アク

セスのシェアがソフトバンクに含まれていることに注意が必要である。また、

このブロードバンドの事業者シェアについても、実際のシェアと必ずしも一致
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しないことに留意すべきである。 

 

図表５ ブロードバンド事業者別の変化 

 

 

２．050番号の IP電話及びソフトフォンの利用 

050 番号の IP 電話に関して、加入率は 16.2%となっている。加入者の内訳を

みると、最も大きなシェアを占めるのはBBフォンで38.4％となっており、以下、

050plus（19.8%）、KDDI－IP 電話（18.0%）と続いている。上位シェアは国内の

電話会社系の 050番号の IP電話が占めている。 

ソフトフォンに関して、加入率は 23.2%となっており、050 番号の IP 電話よ

りも加入率が高いという結果となった。加入者の内訳をみると、最も大きなシ

ェアを占めるのは Skypeで 49.6%となっており、その次に大きなシェアを占める

LINE（34.8%）とともに２大サービスとなっている。以下は、Yahoo!メッセンジ

ャー（5.8%）、Windows Live（4.8%）と続いている。ソフトフォンに関しては、

海外の.com系の事業者によるサービスが大きなシェアを占めている。 
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図表６ 050番号の IP電話及びソフトフォンの利用状況 

 

 
 

３．上流サービス利用に関する調査 

固定ブロードバンドにおける上流サービスの利用については、メールサービ

ス及び検索サービスが 100%近い利用率となっているほか、動画サイト、地図・

ナビゲーションサービス及び SNSの利用率も高く、多くのユーザーが利用して

いる状況となっている。 

NTTの FTTH利用者及びソフトバンクの ADSL 利用者に限った利用率を見ると、

全体の利用率と大きな違いはなく、利用回線による上流サービス利用率の相違

は見られない。 

 

図表７ 上流サービスの利用状況 

 

 
 

上流サービスを提供する主要なプラットフォームである Googleと Appleにつ

いて、提供サービスのカテゴリ内の市場シェア（利用者にしめる当該事業者の

サービス利用者（エコシステム））をみると、Googleについては、動画サイト及

び地図・ナビゲーションサービスの利用シェアが大きく、Google が提供する

YouTubeの利用が多いことが窺える。その他のサービスに関しては、検索サービ
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ス及び個人向けクラウドが一定程度のシェアを有しているものの、それほど利

用されていない。なお、検索サービスについては、Yahoo!等の検索エンジンを

Googleが提供している点に注意する必要がある。 

Appleについては、音楽配信サービスの利用シェアが大きく、Appleが提供す

る iTunesの利用が多いことが窺える。その他のサービスに関しては、シェアは

低い。 

 

図表８ Googleのエコシステム 

 

 

 

図表９ Appleのエコシステム 

 

 

 

４．消費者のプライバシー意識 

近年、インターネット上では個人情報を活用したサービスが進展している。

サービスの進展により、消費者が個人情報を登録する機会が増加していること

を踏まえ、消費者の固定ブロードバンドを通じた上流サービス利用におけるプ

ライバシー意識について検討する。 

図表１０は、プライバシー情報の公開状況である。登録率の点からみると、

氏名、性別、メールアドレスといった情報の登録率が高い。一方で、写真や交
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際状況の登録率が低い。ただし、公開の点についてみると、どの情報も誰にで

も公開しているという割合は非常に小さい。上流サービスの利用においては氏

名、性別、メールアドレスの登録が必要となる一方で、公開には懸念があるこ

とが窺える。 

 

図表１０ 固定からのプライバシー情報の公開状況 

 

 
 

図表１１ 固定からのプライバシー情報登録サイト 

 

 

 

図表１１は、主要なサービスに関する、プライバシー情報の登録状況を示し
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ている。これらの主要なサービスにプライバシー情報を登録していない割合が

５割を超えているなか、Facebookへの登録率は比較的高い。 

図表１２は、プライバシー情報を公開している相手について示したものであ

る。６割弱が家族にプライバシー情報を公開しているが、３割強はこれらの相

手にはプライバシー情報を公開していない状況となっている。図表１２からは、

家族、実社会で知り合った友人、親戚等、現実の世界で交流がある相手に公開

する傾向があることが窺える。 

 

図表１２ 固定からプライバシー情報を公開している相手 

 

 
 

図表１３ 固定からのプライバシー情報の利用に対する抵抗感 

 

図表１３はプライバシー情報の利用に対する抵抗感を示したものである。相
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対的には、商品購入履歴については利用されてもよいと感じている割合が高い

ものの、商品購入履歴を含むこれらのプライバシー情報についてはすべて、８

割以上が利用に抵抗感を感じている。 

 

図表１４ プライバシーポリシーの認知度（全体） 

 

 

図表１５ プライバシーポリシーの認知度（年代別） 

 

 

図表１６ プライバシーポリシーの認知度（SNS利用の有無別） 

 

 

図表１４、１５及び１６は、プライバシーポリシーの認知度を示したもので

ある。全体の６割弱がプライバシーポリシーを知っており、一定の認知度が窺

える。また、若年層や SNS未利用者の認知度は低い傾向にある。 
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図表１７ プライバシーポリシーの理解度（全体） 

 
 

図表１８ プライバシーポリシーの理解度（年代別） 
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図表１９ プライバシーポリシーの理解度（SNS利用の有無別） 

 

 

図表１７、１８及び１９は、プライバシーポリシーの理解度を示したもので

ある。プライバシーポリシーの認知度が６割弱であったのに対し、理解度は５

割を切っている。プライバシーポリシーについて、その存在は知っているもの

の内容は分からない消費者が一定程度存在していることが窺える。また、若年

層はプライバシーポリシーを読んでいない傾向にあり、SNS未利用者は認知度と

同様理解度も低い傾向にある。 

 

図表２０ プライバシーポリシーの信頼度（全体） 

 

 

  

86 
 



 

図表２１ プライバシーポリシーの信頼度（年代別） 

 

 

図表２２ プライバシーポリシーの信頼度（利用年数別） 

 

 

図表２０、２１及び２２は、プライバシーポリシーの信頼度を示したもので

ある。全体でプライバシーポリシーを信頼している割合は４割以下と低い。ま

た、若年層の信頼度が低い傾向にあるのと同時に、インターネットの利用年数

が長い消費者が信頼度が低い傾向にあることが窺える。 
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【参考１】 上流サービスのシェア 

固定ブロードバンドの事業者、回線種別に集計した結果を以下に掲載する。

アンケート調査の概要については前掲「移動体通信サービスに係る競争状況の

調査」の【参考１】を参照のこと。なお、集計結果については、個人の勘違い

と思われる回答もそのまま残している。 

 

図表２３ 最もよく利用している検索サービス 

 

 

図表２４ 最もよく利用している SNS 

 

 

図表２５ 最もよく利用している動画配信サービス 
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図表２６ 最もよく利用している電子メールソフトあるいは Webメール 

 

 

図表２７ 最もよく利用している電子書籍配信サービス 

 

 

図表２８ 最もよく利用している音楽配信サービス 

 

 

図表２９ 最もよく利用している電子新聞サービス 
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図表３０ 最もよく利用しているクラウドサービス 

 

 

図表３１ 最もよく利用している地図・ナビゲーションサービス 
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Ⅲ．競争評価における基本データ等 
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Ⅲ―１． 

電気通信事業分野における競争状況の評価に関する実施細目 2012 

 

2 0 1 2 年 12 月 

総 務 省 

 

「電気通信事業分野における競争状況の評価に関する基本方針 1」（以下「基本方針」

という。）に基づき、2012年度における「電気通信事業分野における競争状況の評価」（以

下「競争評価」という。）の具体的な実施プロセス等の詳細について、以下のとおり定め

る。 

なお、評価結果については、２０１３年７月を目途に取りまとめ、意見招請を実施し

て最終的に確定する。 

  

 

１ 2012 年度競争評価の基本的な考え方 

 

１－１ 定点的評価 

2010 年度以前の定点的評価は、①固定電話、②移動体通信、③インターネット接続及

び④法人向けネットワークサービスの４領域を対象としてきた。 

2011年度の競争評価 2011においては、近年の無線の高速ブロードバンド化が進展する

中、急速に拡大しつつある移動系のデータ通信に関する市場の分析・評価を新たに行う

ため、その領域を「データ通信（移動系、固定系、ＩＳＰ（固定系））」、「音声通信（移

動系、固定系）」、「法人向けネットワークサービス」に再構成した 2。また、従来から収

集してきた市場規模・事業者別シェア、市場集中度、料金といった基本データに加え、

幅広い要素を勘案して分析・評価を実施した。 

2012年度においては、競争評価 2011の枠組みを原則として維持し、上記の３領域にお

ける個々のサービス市場を具体的に画定（「３ 市場の画定」（Ｐ７参照））する。その一

方で、電気通信サービスは多様化・複雑化を重ねており、その市場への影響を多様な側

面から把握し、適切に分析していく必要があることから、基本データの整理・拡充を図

る。例えば、需要側データについては、これまで取得してきた利用者向け通信サービス

の料金等に加えて、サービス品質やサービス変更コストを取り扱う。また、供給側デー

タについても、移動系通信における超高速ブロードバンドサービスの成長や市場の再編

といった環境変化が進む中、以下の点に留意しつつ分析した上で評価を行うこととする。 

 

 

1 2012 年（平成 24 年）2 月改定。 
2 基本方針 P.1 参照 
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（１）データ通信（移動系） 

  競争評価 2011 では、評価に当たっての新たな勘案要素として、①ＭＶＮＯの動向、

②ＳＩＭロック解除の状況、③番号ポータビリティの状況、④移動系と固定系の連携サ

ービス、ＶｏＩＰ、Ｍ２Ｍの動向、⑤データ通信専用端末等の動向、⑥ネットワークレ

イヤーと上位下位レイヤーとの関係についての分析を実施した。 

2012 年度の競争評価においては、ＭＶＮＯ及びデータ通信専用端末等が移動系通信市

場の中で今後の成長が見込まれる分野であり、事業者の参入・退出の状況や通信トラフ

ィックの逼迫のバロメータとしての役割が高まると考えられることから、前記①及び⑤

について市場規模・事業者別シェアを把握するための基本データの一部として収集を継

続し、分析を行う。また、利用者の通信サービス変更コストに関連する重要な指標であ

る②ＳＩＭロック解除及び③番号ポータビリティの状況を①及び⑤と同様に基本データ

として取り扱う。⑥については、上位下位レイヤーをレバレッジとしたネットワークレ

イヤーへの影響を含めた分析を実施する。3 

なお、④については、通信モジュール（Ｍ２Ｍを含む。）を除き、市場間関係の動きの

一つとして戦略的評価（Ｐ５参照）の中で取り上げる（通信モジュール（Ｍ２Ｍを含む。）

については、⑤のデータ通信専用端末等の動向の中で取り扱うこととする。）。 

 

【移動系通信市場の分析指標】 

 
 

 

3「ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度に基づく暫定検証結果」（2012年 5月）において指摘したとおり、「現行

の電気通信事業報告規則（昭和 63年郵政省令第 46号）。以下「報告規則」という）に基づくデータのみでは、移動体データ通信サー

ビスの契約数を正確に把握していない」ことを踏まえ、2012年度の競争評価では特に、移動体データ通信サービスに関する正確なデ

ータの把握に努めることとする。 

分析指標（２０１１） 分析指標（２０１２）

基本データ

❶ 市場の規模、事業者別シェア

❷ 市場集中度

❸ 料金

［供給側データ］

❶ 市場の規模、事業者別シェア

❷ 市場集中度

［需要側データ］

❸ 料金等

❹ サービス品質 ※

❺ サービス変更コスト ※

評価に当たっ
ての勘案要
素

① ＭＶＮＯの動向

② ＳＩＭロック解除の動向

③ 番号ポータビリティの状況

④ 移動系と固定系の連携サービス、
ＶｏＩＰ、Ｍ２Ｍの動向

⑤ データ通信専用端末等の動向

⑥ ネットワークレイヤーと上位下位レイヤーとの関係 ○ 上位下位レイヤーをレバレッジとしたネット
ワークレイヤーへの影響

戦略的評価 ○ 市場間の連携サービスの利用動向（需要側）

※ 新たに追加した指標

94 
 

                                                   



 

（２）データ通信（固定系） 

競争評価 2011においては、メタル回線から光ファイバへのマイグレーションが進む中、

ブロードバンド市場及びその中心的な存在であるＦＴＴＨ市場を分析・評価の対象とし

た上で、①設備競争の状況、②事業者間取引の状況、③固定系と移動系の連携サービス

の動向、④ＩＳＰとのセット販売、⑤事業者グループの状況を評価に当たっての勘案要

素に加えた。前記の①では、設備面で見た回線数（都道府県別データを含む）、電柱・管

路等の貸与実績のデータ等を、また②ではダークファイバ貸出状況等のデータをそれぞ

れ分析対象とした。 

2012年度の競争評価においては、「光の道」構想に関する基本方針（2010年 12月）中、

毎年度の継続的なチェックのための「ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュ

ー制度」との連携については、制度整備の実施後３年を目途とした包括的検証について

も念頭に置きつつ、引き続き強化を図っていく必要がある。そこで、前記の①及び②に

ついては、そのための基本データにも当たることから、継続して収集・分析を行う。③、

④及び⑤については、市場間の連携サービスの動きの一つとして戦略的評価（Ｐ５参照）

の中で取り上げる。 

 

【データ通信（固定系）の分析指標】 

 

 

 

 

 

 

 

分析指標（２０１１） 分析指標（２０１２）

基本データ

❶ 市場の規模

❷ 事業者別シェア及び市場集中度

❸ 料金

［供給側データ］

❶ 市場の規模、事業者別シェア

❷ 市場集中度

❸ 設備競争の状況

❹ 事業者間取引の状況

［需要側データ］

❺ 料金等

❻ サービス品質 ※

❼ サービス変更コスト ※

評価に
当たっての
勘案要素

① 設備競争の状況

② 事業者間取引の状況

③ 固定系と移動系の連携サービスの動向

④ ＩＳＰとのセット販売

⑤ 事業者グループの状況

○ NTT東西加入電話によるＦＴＴＨ市場へのレ
バレッジの懸念関係
（２０１１年度においては、音声通信（固定系）で分析）

○ ＦＴＴＨ市場における参入が進んでいないエリ
アの状況 ※

※ 新たに追加した指標

戦略的評価 ○ 市場間の連携サービスの利用動向（需要側）
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（３）音声通信（固定系） 

競争評価 2011では、市場評価に当たっての新たな勘案要素として、①固定電話の利用

状況、②ＮＴＴ東西加入電話による固定系ブロードバンド市場へのレバレッジの懸念関

係、③ソフトフォンの動向についての分析を実施した。 

2012 年度の競争評価においては、前記①の固定電話の利用状況については、サービス

料金と並んで利用者の動向を把握する上で不可欠な情報であることから、基本データの

一部として収集を継続し、分析を行う。また、②についてはデータ通信（固定系）の評

価に当たっての勘案要素として取り上げることとし、③については市場間関係の動きの

一つとして戦略的評価（Ｐ５参照）の中で取り上げる。 

 

【音声通信（固定系）の分析指標】 

  
  

分析指標（２０１１） 分析指標（２０１２）

基本データ

❶ 市場の規模

❷ 事業者別シェア及び市場集中度

❸ 料金等

［供給側データ］

❶ 市場の規模、事業者別シェア

❷ 市場集中度

❸ 接続料

［需要側データ］

❹ 料金等

評価に当たっ
ての勘案要
素

① 固定電話の利用状況

② ＮＴＴ東西加入電話による固定系ブロードバンド市
場へのレバレッジの懸念関係

③ ソフトフォンの動向

戦略的評価 ○ 市場間の連携サービスの利用動向（需要側）

２０１２年度においては、データ通信（固定系）で分析
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１－２ 戦略的評価 

 

戦略的評価は、競争政策の展開との機動的な連携を図る観点から、特定のテーマに焦

点を当てるものとして２００６年度から実施しており、本年度における具体的テーマに

ついては、以下のとおりとする。 

 

（１） 移動系通信市場における新規参入事業者の事業環境（供給側） 

2012 年６月の電気通信事業法施行規則の一部改正において、第二種指定電気通信設備

の指定の基準が端末シェア 10％超に改められたことに伴い 4、ＮＴＴドコモ、KDDI、沖縄

セルラー電話に続き、ソフトバンクモバイルを４社目の当該設備を有する事業者とする

関係告示の一部改正を行った 5。 

また、2011 年度末時点において、MNO 上位３社の移動系通信市場におけるシェアは９

３．５％6に達しており、上位３社とそれ以外の MNO であるイー・アクセス 7やＭＶＮＯ

各社との競争環境は著しく異なっていると考えられることから、これらの事業者のうち、

特に新規参入事業者であるＭＶＮＯ事業者の参入・退出の状況や事業内容のパターン分

類、ＭＶＮＯ事業者から見た競争条件についての分析を行う。 

なお、必要に応じ、海外の移動系通信市場における新規参入事業者の参入状況等に関

する海外調査を実施する。 

 

（２） 市場間の連携サービスの利用動向（需要側） 

競争評価 2011においては、移動系と固定系について、音声通信とデータ通信とに分け

て分析等を行った。移動系／固定系又は音声通信／データ通信といった視点から見たバ

ンドルサービスについては、ADSL、ＦＴＴＨ、スマートフォンといった新たな技術と製

品が普及するに従い、ＩＳＰとのセット販売や移動・固定の連携サービスが登場するな

ど、徐々に市場間の連携サービスが深化してきている。また、移動系／固定系にまたが

るサービスとしてＶｏＩＰ（ソフトフォン）の利用が拡大してきている。 

競争評価 2011では、ＦＴＴＨやスマートフォンを中心とした新たなサービスの組み合

わせについて、勘案要素として分析した。2012 年度の競争評価においても、市場間の連

携サービスの利用動向、ＦＴＴＨ市場における市場支配力が固定電話やＩＳＰといった

隣接市場に及んでいないか、また、スマートフォンを中心とした連携サービスがどのよ

4 第二種指定電気通信設備制度では、業務区域における特定移動端末設備の占有率（以下「端末シェア」という。）25％超を有する電
気通信事業者に交渉上の優位性を認め、当該特定移動端末設備と接続される伝送路設備等を第二種指定電気通信設備として指定し、

同設備を設置する電気通信事業者に対し、接続約款の作成・公表・届出、接続会計の整理等の接続に関する規律を課していたところ
であり、今般の電気通信事業法施行規則の一部改正において、この第二種指定電気通信設備の指定の基準が端末シェア 10％超に改め
られている。（電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令（平成 24年総務省令第 54号）参照） 
5 独占禁止法においては、「市場における有力な事業者」と認められるかどうかについては、当該市場（行為の対象となる商品と機能・
効用が同様であり、地理的条件、取引先との関係等から相互に競争関係にある商品の市場）におけるシェアが 10％以上又はその順位
が上位３位以内であることが一応の目安となる。ただし、この目安を超えたのみで、その事業者の行為が違法とされるものではなく、

当該行為によって、「競争者の取引の機会が減少し、他に代わり得る取引先を容易に見いだすことができなくなるおそれがある場合」
に違法となる。（「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」中（注７）参照） 
6 ソフトバンクが発行済株式数の 100%を保有するウィルコム（非連結会社）の契約数とソフトバンクモバイルの契約数とを合算し

た場合、MNO 上位３社のシェアは 97.0%に達する。 
7 イー・アクセスについては、同社の臨時株主総会（2012 年 12 月 7 日）において、ソフトバンクを完全親会社、イー・アクセスを

完全子会社とする株式交換を実施（効力発生日：2013 年 1 月 1 日）することが承認可決されている。 
97 

 

                                                   



うに成長しており、現行の移動系、固定系それぞれの市場にどのような影響を及ぼして

いるかといった点について検討するとともに、他業種との連携サービスを含めた事業者

グループの状況についても、引き続きその動向の把握に努めることとする。 

 

（３） 固定ブロードバンド・モバイルインターネットの上流サービス利用分析  

近年、移動系データ通信のサービス形態が回線サービスのみならず、コンテンツ、SNS、

動画配信や音楽配信等のプラットフォーム、端末といったネットワーク以外の上位・下

位レイヤーのサービスとの連携も見られるようになってきていることを踏まえ、特に、

利用者の急増が著しいプラットフォームを含む、上位レイヤーの動向を把握する観点か

ら、昨年度に引き続き、「固定ブロードバンド・モバイルインターネットの上流サービス

利用分析」を取り上げることとする。 

 

 

２ 情報収集 

 

（１） 需要者（利用者）側からの情報収集 

2012年度の情報収集は、「音声通信（固定系、移動系）」、「データ通信（固定系、

移動系、ＩＳＰ(固定系)）」及び「法人向けネットワークサービス」の各領域の定

点的評価、さらに戦略的評価について、「情報通信白書」、「通信利用動向調査」等に

おける、総務省が従来から実施している調査の結果を活用するとともに、必要に応

じ、利用者アンケート調査（Ｗｅｂアンケート含む。）も実施する。 

 

（２） 供給者（事業者）側からの情報収集 

2012 年度は、これまでの競争評価の実績も踏まえつつ、「音声通信（固定系、移

動系）」、「データ通信（固定系、移動系、ＩＳＰ(固定系)）」及び「法人向けネッ

トワークサービス」の各領域について、アンケート調査等に基づく情報収集を行う。

また、戦略的評価のテーマについても、関係事業者等の協力を得ながら必要な情報

収集に努める。 

事業者等からの情報収集は、具体的には次のように行う。 

① 報告規則において提出が義務付けられている情報については、新たに提出を求

めない。 

② 報告規則で不足する情報は、競争評価独自の調査として必要に応じて収集する。

また、関係事業者等からのヒアリング等も活用する。 
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３ 市場の画定 

 

本年度における市場の画定については、2011年度に画定された市場を原則踏襲しつつ、

以下のとおりとする。 

なお、電気通信事業分野の市場は、技術革新が急速であり、サービス市場の外郭を固

定的・永続的とみることは適当ではない。変化を重ねる同市場の競争状況を的確に把握

していくため、分析・評価の継続性を考慮しつつ、数年程度の比較的短い周期で市場画

定の見直しを検討することが望ましい。 

 

（１）  移動系通信（音声通信・データ通信） 

移動系通信については、近年の移動系のデータ通信サービスの動向を踏まえ、移動

系通信（音声通信）市場、移動系通信（データ通信）市場として、それぞれ別々に画

定する。また、大幅に契約数を伸ばしているＢＷＡ及び大手２社の新たなサービス開

始 8に伴いさらなる成長が見込まれるＬＴＥについては、移動系超高速ブロードバン

ド市場として一体的に捉え、移動系通信（データ通信）市場の部分市場として画定す

る（図２及び図４参照）。 

ただし、移動系通信（音声通信）及び移動系通信（データ通信）については、2011

年度末時点では、契約者数や事業者別シェア等を比較するとほぼ同じ状況にあったこ

とから、当面、両市場の競争状況の評価に当たっては「移動系通信市場」として一体

的に取り扱うこととするが、今後、データ通信専用端末の伸びが予想される中、音声

通信とデータ通信別々の評価も視野に入れた分析を行うこととする。 

また、従来は携帯電話市場及びＰＨＳ市場をそれぞれ部分市場として画定してきた

ところであるが、①ＰＨＳサービスの契約数が移動系通信サービス全体に占める割合

は依然として小さいこと、②ＰＨＳサービス提供事業者がソフトバンク傘下のＰＨＳ

会社ウィルコムのみであり、最近ではソフトバンクモバイルの回線（携帯電話サービ

ス）と併用可能な一体型の端末が提供されていること、③さらに、今後、携帯電話と

ＰＨＳ間の番号ポータビリティの導入も想定されていることを考慮し、個別の市場と

しての画定は行わない。 

（２） データ通信（固定系） 

ＦＴＴＨ、ADSL 及びＣＡＴＶインターネットについては、各サービスを一体的に

捉えた固定系ブロードバンド市場として画定した上で、それぞれのサービスを固定系

ブロードバンド市場の部分市場として画定する。また、ＦＴＴＨについては、「戸建

て＋ビジネス向け」と「集合住宅向け」をそれぞれＦＴＴＨ市場の部分市場として画

定する。さらに、インターネット接続サービスについては、ＩＳＰ（固定系）市場と

して画定する（図３参照）。 

なお、ナローバンド市場については、近年契約数が減少傾向にあることを考慮し、

市場としての画定は行わない。また、固定系ブロードバンド市場の部分市場であるＣ

8 ＮＴＴドコモ及びイー・アクセスに加え、2012年 9月から KDDI（沖縄セルラー電話含む。）及びソフトバンクモバイルが新たに LTE

サービスの提供を開始。 
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ＡＴＶインターネット市場については１地域１事業者による事業展開という現状等

を考慮し、ＡＤＳＬ市場については市場規模が縮小傾向にあることを考慮し、データ

収集・分析のみを行う。 

（３） 音声通信（固定系） 

ＮＴＴ東西加入電話、直収電話、ＣＡＴV電話及び０ＡＢＪ－ＩＰ電話については、

利用者の用途、市場の需要代替性の有無等を勘案し、各サービスをあわせて１つの市

場とみなし、固定電話市場として画定する。また、０５０－ＩＰ電話については、固

定電話と異なり、電話番号の地域特定性がなく、通話品質や緊急通報・通話等に制約

があることも踏まえ、固定電話市場とは別の市場として画定する（図１参照）。 

なお、中継電話市場については、市場規模が縮小傾向にあることを考慮し、市場の

画定は行わない。 

（４） 法人向けネットワークサービス 

ＩＰ－ＶＰＮ、広域イーサネット、インターネットＶＰＮ及びＮＴＴ東西のフレッ

ツＶＰＮワイド等については、各サービスを一体的にＷＡＮサービス市場として画定

する（図５参照）。 

なお、専用サービス市場については、「接続専用回線」を除く契約数が減少傾向に

あることを考慮し、市場としての画定は行わない。 
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音声通信（固定系、移動系）領域の市場画定 

 

図１ 音声通信（固定系） 
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＜地理的市場＞ 

   

 

 

 

 

  

メタル ＦＴＴＨ ＣＡＴＶ

050-IP電話

NTT東西
加入電話

0ABJ-IP
電話

CATV電話

直収電話

《
有
線
》

〈固定電話市場〉

〈０５０-ＩＰ電話市場〉

凡例： 画定市場

ソフトフォン

沖
縄

北海道

福
岡

佐
賀

長
崎

高知

山
口

岡山広島

鹿児島

和歌山

青森

宮崎

愛媛
大分

熊本

大
阪

奈
良

三
重

京
都

兵
庫

滋
賀

山形

秋田

愛知 静岡

鳥取島根

神奈川

東京 千
葉香川

徳島

宮城

岐阜

福井 長野

山梨

富
山

石
川

新
潟

埼玉

茨
城

福島

群
馬

栃
木

岩手

固定電話市場／
０５０－ＩＰ電話市場

全国

沖
縄

北海道

福
岡

佐
賀

長
崎

高知

山
口

岡山広島

鹿児島

和歌山

青森

宮崎

愛媛
大分

熊本

大
阪

奈
良

三
重

京
都

兵
庫

滋
賀

山形

秋田

愛知 静岡

鳥取島根

神奈川

東京 千
葉香川

徳島

宮城

岐阜

福井

富
山 新

潟
石
川

埼玉

茨
城

福島

群
馬

栃
木

岩手

山梨

長野

固定電話市場

東日本／西日本

101 
 



図２ 音声通信（移動系） 

 

＜サービス市場＞ 

 

   

＜地理的市場＞ 
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データ通信（固定系、移動系、ＩＳＰ（固定系））領域の市場画定 

 

図３ データ通信（固定系、ＩＳＰ（固定系）） 

 

＜サービス市場＞ 

  

 

＜地理的市場＞ 
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※ 固定系ブロードバンドについては、ブロック別（１０

ブロック：電力系事業者の業務地域）、都道府県別の分析

も併せて行う 
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図４ データ通信（移動系） 

 

＜サービス市場＞ 

 

＜地理的市場＞ 
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法人向けネットワークサービス領域の市場画定 

 

図５ 法人向けネットワークサービス 

 

＜サービス市場＞ 

 

  
 

＜地理的市場＞ 

 

 
  

凡例： 画定市場

ＷＡＮサービス

IP-VPN

広域イーサネット

インターネットVPN

NTT東西のフレッツＶＰＮワイド等

沖
縄

北海道

福
岡

佐
賀

長
崎

高知

山
口

岡山広島

鹿児島

和歌山

青森

宮崎

愛媛
大分

熊本

大
阪

奈
良

三
重

京
都

兵
庫

滋
賀

山形

秋田

愛知 静岡

鳥取島根

神奈川

東京 千
葉香川

徳島

宮城

岐阜

福井 長野

山梨

富
山

石
川

新
潟

埼玉

茨
城

福島

群
馬

栃
木

岩手

ＷＡＮサービス市場

全国

105 
 



４ 実施スケジュール 

 

本実施細目について意見招請の結果も踏まえて決定した後、2012 年１２月頃から情報収集

活動を含めた具体的な分析・評価の作業を開始することとし、翌年７月を目途に本年度の評価

結果（案）を公表し、意見招請を経て、速やかに確定することとする。この間、利用者や事業者

等へのアンケート調査を行う（１月頃、追加的な調査が必要な場合は関係事業者等に個別に

依頼することもあり得る）。 

なお、実施細目や評価結果（案）の意見招請等に伴い、適宜、必要に応じ、競争評価アドバ

イザリーボードの開催や関係事業者への説明を実施する（下図参照）。内容の詳細については

その都度周知する。 
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Ⅱ－１ 別添１  

需要者（利用者）側から収集する情報とその取扱い 

 

１ 情報収集の基本的考え方 

 

需要者（利用者）側から収集する情報は、サービスや機能の需要の代替性を図る上で重要

なデータである。 

したがって、各種調査及びアンケートにより収集した情報については、集計の上、市場の競

争状況の分析に活用するとともに、最終的な評価結果にも反映する。 

なお、集計前のデータや専門機関と連携して収集したデータ等、公表された場合に当事者又

は第三者の権利、利益や公共の利益を害するおそれのあるデータについては、非公表とする

ことも含め、取扱いに十分な配慮をすることとする。 

 

２ 情報収集の方法 

 

情報通信白書、通信利用動向調査等をはじめとした総務省が実施している調査の結果を活

用するとともに、必要に応じてＷｅｂアンケート等を実施する。なお、収集する情報の内容は別

紙１のとおりである。 
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Ⅱ－１ 別紙１  

利用者側から収集する主な情報 

 
Ⅰ 固定電話関連 

 ① 固定電話サービスと固定系インターネット接続回線サービスの関係性 

  ・利用しているサービスの組合せ 

 ② 番号ポータビリティ 

  ・番号ポータビリティに関する認知度 

  ・利用状況 

 

Ⅱ 移動系通信関連 

① 回線契約状況 

 ・固定系と連携したサービスの利用状況 

② 端末の保有状況 

 ③ 料金 

  ・各種設定料金、割引制度の利用状況 

 ④ ＭＶＮＯサービス 

  ・ＭＶＮＯサービスに関する認知度 

  ・利用状況 

 ⑤ ＳＩＭロック解除 

  ・ＳＩＭロック解除に関する認知度 

  ・利用状況、利用意向 

 ⑥ 番号ポータビリティ 

  ・番号ポータビリティに関する認知度 

  ・利用状況、利用意向 

 ⑦ ネットワークレイヤーと上位・下位レイヤーとの関係 

  ・回線契約を行う際の選択基準 

 ⑧ 端末レイヤー 

・端末を選択する際の基準 

 ⑨ コンテンツ・アプリケーションレイヤー及びプラットフォームレイヤー 

・サービスの利用状況 

 ⑩ ソフトフォンの動向 

  ・利用状況 
 
Ⅲ ＩＳＰ関係 

 ① ＩＳＰサービスとＦＴＴＨサービスの関係性 

  ・利用しているサービスの組合せ 

 

 

108 
 



Ⅱ－１ 別添２  

供給者（事業者）側から収集する情報とその取扱い 

 

１ 情報収集の基本的考え方 

 

「音声通信（固定系、移動系）」、「データ通信（固定系、移動系、ＩＳＰ（固定系））」及び「法人

向けネットワークサービス」の各領域に関する情報を、事業者等から収集する。 

収集する情報は、報告規則によって収集されるものを含め、最終利用者向けサービスに関

する情報を原則としているが、その他可能な限り、当該最終利用者向けサービスの提供のた

めに行われている事業者間取引についても、各事業者に対して提出を求める。 

また、各サービスに関する情報だけではなく、隣接市場との関係に関する情報についても、

各事業者に対して必要に応じて情報の提出を求める。 

なお、競争評価を適切に実施するために公表が必要な情報であるにもかかわらず事業者等

から公表の承諾を得られないような場合には、承諾が得られないという事実を明確にする等、

透明性の確保に努める一方、収集した情報のうち集計前のデータ等、公表された場合に当事

者又は第三者の権利、利益や公共の利益を害するおそれのあるデータについては、非公表と

することも含め、取扱いに十分な配慮をすることとする。 

 
２ 報告規則に基づく情報 

 

報告規則によって各事業者から提出されている情報については、改めて提出を求めない。 

 

３ 報告規則以外の情報 

 

競争状況の分析を行うために必要な情報については、各事業者等の協力を得ながら情報収

集を進めることを原則とする。なお、収集する情報の内容は別紙２のとおりである。 

収集方法については、分析を行うために必要な調査内容等に応じ、アンケート調査及びヒア

リングを通じて各事業者等から情報を収集することとする。 
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Ⅱ－１ 別紙２  

事業者側から収集する主な情報 

 

Ⅰ 固定電話関係 

① ０ＡＢ～Ｊ番号（ＩＰ電話）の都道府県別利用番号数 

・０ＡＢ～Ｊ利用番号数 

（利用者向け/事業者向け別） 

 ② 番号ポータビリティ利用者数 

 

Ⅱ ＦＴＴＨ関係 

① 参入が進んでいないエリアの状況 

・自治体ＩＲＵを活用したサービス提供状況 

（都道府県別、箇所数、回線数） 

 ② 事業者間取引の状況 

・相互接続契約に基づく光ファイバ提供状況 

（提供先事業者数、貸出回線数（都道府県別、端末系別）） 

 ③ ＮＧＮサービスの提供状況 

・契約数 

（都道府県別、戸建て+ビジネス/集合住宅別） 

 

Ⅲ 移動系通信関係 

 ① 携帯電話・ＰＨＳアクセスサービスの契約数 

・契約数 

（音声通話可能なサービス/データ通信専用サービス別） 

② 端末種類数 

・発売端末種類数 

・上記のうち、ＳＩＭロック解除可能な端末種類数 

 ③ ＳＩＭロック解除件数 

 ④ フィーチャーフォン・スマートフォン向け料金体系（データ通信） 

・完全定額パケットサービスの提供状況 

（月額料金、契約者数） 

 

 ⑤ 通信モジュール 

・サービスの提供状況 

（月額料金、契約数、利用例） 

 ⑥ ＭＶＮＯ 

・ＭＮＯ―ＭＶＮＯ間の契約状況 

（契約形態、接続料/卸料金） 

・ＭＶＮＯ提供サービスの契約プラン 

（月額料金、契約数、利用形態） 
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Ⅲ－２．定点的評価における「市場画定」 

 

Ⅲ－２－１．移動系通信（音声通信、データ通信） 

 

Ⅲ－２－１－１．サービス市場の画定 

移動系通信については、近年の移動系のデータ通信サービスの動向を踏まえ、移動

系通信（音声通信）市場、移動系通信（データ通信）市場として、それぞれ別々に画

定する。また、大幅に契約数を伸ばしているＢＷＡ、また、大手２社のサービス開始

に伴ってさらなる成長が見込まれるＬＴＥについては、移動系超高速ブロードバンド

市場として一体的に捉え、移動系通信（データ通信）市場の部分市場として画定する。 

ただし、移動系通信（音声通信）及び移動系通信（データ通信）については、2011

年度末時点では、契約者数や事業者別シェア等を比較するとほぼ同じ状況にあったこ

とから、当面、両市場の競争状況の評価に当たっては「移動系通信市場」として一体

的に取り扱うこととするが、今後、データ通信専用端末の伸びが予想される中、音声

通信とデータ通信別々の評価も視野に入れて分析を行う。 

また、従来は携帯電話市場及びＰＨＳ市場をそれぞれ部分市場として画定してきた

ところであるが、①ＰＨＳサービスの契約数が移動系通信サービス全体に占める割合

は依然として小さいこと、②ＰＨＳサービス提供事業者がソフトバンク傘下のＰＨＳ

会社ウィルコムのみであり、最近ではソフトバンクモバイルの回線（携帯電話サービ

ス）と併用可能な一体型の端末が提供されていること、③さらに、今後、携帯電話と

ＰＨＳ間の番号ポータビリティの導入も想定されていることを考慮し、今回は個別の

市場としての画定は行わない。 

 

    

  

ＰＨＳ

《
無
線
》

〈移動系通信（音声）市場〉

凡例： 画定市場

ソ
フ
ト
フ
ォ
ン

携帯電話

111 
 



Ⅲ－２－１－２．地理的市場の取扱い 

 全国市場として一体的に分析・評価を行うこととする。 
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Ⅲ－２－２．データ通信（固定系） 

 

Ⅲ－２－２－１．サービス市場の画定 

ＦＴＴＨ、ＡＤＳＬ及びＣＡＴＶインターネット 9については、各サービスを一体

的に捉えた固定系ブロードバンド市場として画定した上で、それぞれのサービスを固

定系ブロードバンド市場の部分市場として画定する。また、ＦＴＴＨについては、「戸

建て＋ビジネス向け」と「集合住宅向け」をそれぞれＦＴＴＨ市場の部分市場として

画定する 10。さらに、インターネット接続サービスについては、ＩＳＰ（固定系）市

場として画定する。 

なお、ナローバンド市場については、近年契約数が減少傾向にあることを考慮し、

市場としての画定は行わない。また、固定系ブロードバンド市場の部分市場であるＣ

ＡＴＶインターネット市場については１地域１事業者による事業展開という現状等を

考慮し、ＡＤＳＬ市場については市場規模が縮小傾向にあることを考慮し、データ収

集・分析のみを行う。 

 

 

 

 

9 ここでいう「ＣＡＴＶインターネット」は、HFC（Hybrid Fiber Coaxial（光同軸ハイブリッド伝送）：

幹線部分を光ケーブル、加入者回線部分を同軸ケーブルを利用して伝送する）又は同軸ケーブルによ

って伝送されるものを対象としている。なお、幹線部分及び加入者回線部分が光ファイバを利用して

いるＣＡＴＶインターネットについては FTTH として取り扱う。 
10 事業者や回線速度の選択が利用者自らの意思によって決定できる戸建て＋ビジネス向けと違い、集

合住宅向けの場合は他の居住者や管理会社の同意・許諾が必要となる等の制約があり、両市場間の供

給面の事情が異なっていることを考慮したもの。 

メタル
《
有
線
》

ＩＳＰ

ＦＴＴＨ ＣＡＴＶ

Ａ
Ｄ
Ｓ
Ｌ

〈ＩＳＰ（固定系）市場〉

〈固定系ブロードバンド市場〉

集合
住宅

戸建
住宅
＋

ビジネス

Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ

凡例： 画定市場 部分市場

ＦＴＴＨ
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Ⅲ－２－２－２．地理的市場の画定 

Ⅲ－２－２－１に基づき、分析・評価を行うブロードバンド市場、ＦＴＴＨ市場、

ＩＳＰ市場に係る地理的市場の取扱いについては、従来の考え方も踏まえ、以下のと

おりとする。 

 

（１） 固定系ブロードバンド市場、ＦＴＴＨ市場、ＩＳＰ市場は全国市場として画定

する。 

これに加え、固定系ブロードバンド市場、ＦＴＴＨ市場についてはＮＴＴ東西

の業務区域を踏まえ、東日本と西日本の２地域に分けて市場を画定し、評価を行

う。 

① 東日本地域 

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、

群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 

② 西日本地域 

静岡県、愛知県、三重県、岐阜県、富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、

大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、

徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、

宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

 

（２） また、全国市場として分析等を行う場合、以下の点を勘案し、ＮＴＴ東日本

及びＮＴＴ西日本はＮＴＴ東西を１社として、また、電力系事業者 11は各社のデ

ータを合算した上で、「電力系事業者」として１社として取り扱うこととする。 

① 現在、ＮＴＴ東西が東日本地域と西日本地域、電力系事業者が各地域ブロ

ック（注）に分かれてサービスを提供しているが、全国を単一の地理的市場

として分析するに当たり、提供区域の重ならないＮＴＴ東日本とＮＴＴ西日

本、また、各電力系事業者を個別に扱うこととした場合、それぞれの事業者

間であたかも競争関係にあるかのようにみなすことになること。 

② 各電力系事業者は、相互の資本関係がなく、１社として取り扱うことに関し

て議論の余地はあるが、利用者の視点から見れば、他地域の電力系事業者のサ

ービスは選択肢たり得ず、この点でＮＴＴ東西と同じ状況であること。 

11 電力系事業者とは、北海道総合通信網、東北インテリジェント通信、ファミリーネット・ジャパン、

北陸通信ネットワーク、ケイ・オプティコム 、エネルギア・コミュニケーションズ、STNet、九州通

信ネットワーク、沖縄通信ネットワークを指す。なお、テプコシステムズのマンション ISP事業は、

2009年１月からファミリーネット・ジャパンが継承している。また、中部テレコミュニケーションは、

2008年４月の株式の一部譲渡により、シェアの集計等においては KDDI に含めている。 
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また、ＣＡＴＶ事業者については、複数の事業者が同一のＭＳＯ（Multiple 

System Operator）の傘下にあるとみなされる場合は、契約数における事業者シ

ェア及びＨＨＩ等の算定において、当該事業者の契約数を合算して１グループ会

社として取り扱う。 
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Ⅲ－２－３．音声通信（固定系） 

 

Ⅲ－２－３－１．サービス市場の画定 

ＮＴＴ東西加入電話、直収電話 12、ＣＡＴＶ電話及び０ＡＢ－Ｊ ＩＰ電話について

は、利用者の用途、市場の需要代替性の有無等を勘案し、各サービスをあわせて１つ

の市場とみなし、固定電話市場として画定する。また、０５０－ＩＰ電話については、

固定電話と異なり、電話番号の地域特定性がなく、通話品質や緊急通報・通話等に制

約があることも踏まえ、固定電話市場とは別の市場として画定する。 

なお、中継電話市場については、市場規模が縮小傾向にあることを考慮し、市場の

画定は行わない。 

  

 

Ⅲ－２－３－２．地理的市場の画定 

地理的市場については、従来の固定電話市場における考え方を踏まえ、以下のとお

りとする。 

（１） 「固定電話市場」については、各事業者のサービス提供エリア、代替的なサ

ービスの選択肢の存在、データの入手可能性等を考慮し、ＮＴＴ東日本とＮＴ

Ｔ西日本の業務区域である以下の２地域を地理的市場として画定する。 

 

12 ＮＴＴ東西以外の電気通信事業者が提供する加入電話サービスで、直加入電話、直加入 ISDN、新型

直収電話、新型直収 ISDNを合わせた総称をいう。なお、①直加入電話は自社の電話回線を直接オフィ

ス等に引き込んで提供するアナログ回線の電話サービス、②直加入 ISDN は自社の電話回線を直接オフ

ィス等に引き込んで提供するデジタル回線の電話サービス、③新型直収電話はＮＴＴ東西のドライカ

ッパを利用したアナログ回線の電話サービス、④新型直収 ISDN はＮＴＴ東西のドライカッパを利用し

たデジタル回線の電話サービスのことをいう。 

メタル ＦＴＴＨ ＣＡＴＶ

050-IP電話

NTT東西
加入電話

0ABJ-IP
電話

CATV電話

直収電話

《
有
線
》

〈固定電話市場〉

〈０５０-ＩＰ電話市場〉

凡例： 画定市場

ソフトフォン
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① 東日本地域 

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、 

栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、 

山梨県、長野県 

② 西日本地域 

静岡県、愛知県、三重県、岐阜県、富山県、石川県、福井県、滋賀県、 

京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、 

岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、 

佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

 

（２） ０５０－ＩＰ電話については、電話番号の地域特定性がないこと等を考慮し、

全国を一つの地域として画定する。 

 

（３） なお、全国市場として分析等を行う場合、以下の点を勘案し、ＮＴＴ東日本

及びＮＴＴ西日本はＮＴＴ東西を１社として、また、電力系事業者 13は各社のデ

ータを合算した上で、「電力系事業者」として１社として取り扱うこととする。 

① 現在、ＮＴＴ東西が東日本地域と西日本地域、電力系事業者が各地域ブロ

ックに分かれてサービスを提供しているが、全国を単一の地理的市場として

分析するにあたり、提供区域の重ならないＮＴＴ東日本とＮＴＴ西日本、ま

た、各電力系事業者を個別に扱うこととした場合、それぞれの事業者間であ

たかも競争関係にあるかのようにみなすことになること。 

② 各電力系事業者は、相互の資本関係がなく、１社として取り扱うことに関し

て議論の余地はあるが、利用者の視点から見れば、他地域の電力系事業者のサ

ービスは選択肢たり得ず、この点でＮＴＴ東西と同じ状況であること。 

  また、ＣＡＴＶ事業者については、複数の事業者が同一のＭＳＯ（Multiple 

System Operator）の傘下にあるとみなされる場合は、契約数における事業者シ

ェア及びＨＨＩ等の算定において、当該事業者の契約数を合算して１グループ会

社として取り扱う。 

 

13 電力系事業者とは、北海道総合通信網、東北インテリジェント通信、ファミリーネット・ジャパン、

北陸通信ネットワーク、ケイ・オプティコム 、エネルギア・コミュニケーションズ、STNet、九州通

信ネットワーク、沖縄通信ネットワークを指す。なお、中部テレコミュニケーションは、2008 年４月

の株式の一部譲渡により、シェアの集計等においては KDDIに含めている。 
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Ⅲ－２－４．法人向けネットワークサービス 

 

Ⅲ－２－４－１．サービス市場の画定 

ＩＰ－ＶＡＮ、広域イーサネット、インターネット VPN及びＮＴＴ東西のフレッツ

VPNワイド等については、各サービスを一体的にＷＡＮサービス市場として画定する。 

なお、専用サービス市場については、「接続専用回線」を除く契約数が減少傾向に

あることを考慮し、市場としての画定は行わない。 

 

 
Ⅲ－２－４－２．地理的市場の画定 

Ⅲ－２－４－１．に基づき分析・評価を行うＷＡＮサービス市場に係る地理的市場

の取扱いについては、サービス提供事業者のサービス地域を考慮し、全国市場として

画定する。 

 

 
  

凡例： 画定市場

ＷＡＮサービス

IP-VPN

広域イーサネット

インターネットVPN
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Ⅲ－３．競争評価 2012 案に関する意見募集の結果（要旨） 

 
■意見募集期間 

平成 25年７月５日（金）～同年８月５日（月） 

 

■意見の数、提出者：計 65件／13 事業者・団体 

 西日本電信電話、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、ヤフー株式会社、東日本電信電話株式会社、 

ＫＤＤＩ株式会社、日本電信電話株式会社、ソフトバンクＢＢ株式会社、ソフトバンクテレコム株

式会社、 ソフトバンクモバイル株式会社、株式会社ウィルコム、イー･アクセス株式会社、株式

会社ケイ・オプティコム、 ＤＳＬ事業者協議会 （意見提出順。※ソフトバンクＢＢからウィルコムま

での４社は同一文書、連名で提出。） 

 

 

 

なお、寄せられた意見及び総務省の考え方は別紙のとおり。 
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Ⅴ－２．平成 24 年通信利用動向調査 ポイント 

（総務省・平成 25 年６月 14 日公表） 
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１．諸外国における MVNO市場の概要 

1.1.米国 

 
①移動体市場概要 
米国の携帯電話の契約数の推移は図１のとおりである。契約数は堅調に拡大しており、

2011 年時点で、3 億 4,263 万となっている。3G 携帯電話契約数は、2011 年時点で 1 億

3,275 万となっており、全体の約 39%を占める。 
 

 
出所：TeleGeography 

図１．移動体市場契約数 

 
②業界動向 
米国では、全国をカバーする MNO4 社（Verizon Wireless、AT&T Mobility、Sprint 

Nextel、T-Mobile USA）を中心に、複数都市参入型”Multi-Metro”（Leap Wireless、
Metro PCS Communications 等）や地域参入型”Regional”（US Celluar、Cincinnati Bell 
Wireless 等）など、一部の地域（主にルーラル）に特化して参入している事業者（殆ど

が小規模）が 90 社以上存在する。 
これらの事業者は、全国展開している MNO とのローミングにより、ネットワークカ

バレッジを維持している。例えば、Leap Wireless は 2010 年 8 月に Sprint Nextel と卸

契約を締結し、Sprint Nextel の EV-DO 網を活用するなど、自称”卸と設備ベースのハ

イブリッドモデル”を強化している。表１に主要 MNO のカバー人口を示す。 
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表１ 主要 MNOのカバー人口（音声サービス） 

事業者 カバー人口（2009年） カバー人口（2010年）

Verizon Wireless 2億7050万 2億8490万

AT&T 2億6280万 2億8190万

Sprint Nextel 2億5800万 2億6320万

T-Mobile 2億4620万 2億4950万

Metro PCS 8460万 9210万

Leap Wireless 8050万 8270万

US Cellular 4170万 4150万  
出所：FCC 「Mobile Wireless Competition Report 」 

 

近年は、全国ベースの MNO4 社の競争激化に伴い、合併・買収に伴う業界再編が続い

ている。2004 年 10 月の AT&T Wireless と Cingular Wireless の合併を皮切りに、2005
年 8 月の Sprint と Nextel の買収合併、2008 年 11 月の Verizon Wireless による Alltel
（2005 年 8 月に Western Wireless と合併したばかりであった旧大手地域参入型事業者）

の買収、さらに SprintNextel と Clearwire の条件付き合併と続き、現在の 4MNO 体制

が築かれた。 
 

表２ 事業者の合併 

認可された年 事業者

2004年 AT&T/Cingular Wireless

2005年 Sprint/Nextel

2007年 AT&T/Dobson

2008年 AT&T/Aloha
T-Mobile/Suncom
Verizon Wireless/Rural Cellular
Verizon Wireless/Alltel
SprintNextel/iPCS
Sprint Nextel/Clearwire

2009年 AT&T/Centennial

2010年 AT&T/Verizon-Alltel
ATN/Verizon-Alltel
Sprint/iPCS

 
出所：各種資料より作成 

 
現在、大手 MNO（Mobile Network Operator）は、LTE 網の構築に注力しており、

AT&T は 2011 年 5 月から、Verizon は 2010 年 12 月から、LTE のサービスを展開して
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いる。Verizon は、2011 年 8 月には全米 117 都市 1 億 6,000 万人の米国民をカバーする

LTE 網の構築を既に完了している。Sprint Nextel は 2.5GHz 帯を利用した WiMAX を提

供しており、2010 年 10 月時点で 52 都市においてサービスを提供している。また、固定

網を含む合併買収が続く中、2011 年 3 月には、AT&T が業界第 4 位の T モバイル USA
の買収を発表したが、米司法省が反トラスト法に違反するとして提訴したことから、同

社は同 11 月に買収計画を取り下げている。 
 
③移動体市場の売上規模推移 
携帯電話の事業売上（音声・データ含む）の推移を図２に示す。2009 年時点で、1540

億ドルとなっており、契約数の伸び率と比較するとやや下回る水準となっている。デー

タ事業収入が拡大する一方で、音声事業収入が 2009 年に初めて減少に転じた。2009 年

時点でデータ事業収入は全体の 27%を占めている。 

 
出所：FCC 「Mobile Wireless Competition Report 」 

図２ 移動体市場の売上規模推移 

 
④ARPU の推移 

ARPU については、図３のとおりデータ ARPU の増大が見られるものの、合計ベース

では微減傾向となっている。2009 年時点では、音声 ARPU が$33.54、データ ARPU が

$12.30 となっている。 
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出所：FCC 「Mobile Wireless Competition Report 」 

図３ 音声及びデータ ARPUの推移 

 
⑤HHI の推移 
買収等の業界再編を背景に、HHI は上昇傾向が見られる。特に、人口密度が低いルー

ラルエリアでは極端に高い。 
 

 
出所：FCC 「Mobile Wireless Competition Report 」 

図４ 移動体市場の HHIの推移 
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出所：FCC 「Mobile Wireless Competition Report 」 

図５ 人口密度と HHIの相関 

 
 
⑥MVNO 市場概要 
米国市場における MVNO は、再販事業や、設備を有する MNO が設備を有していない

エリアにカバレッジを広げる際に、当該地域の MNO と MVNO 契約を結ぶ形態など多様

である。例えば、 2010 年に Leap Wireless（厳密には子会社である Cricket 
Communications）は、Sprint Nextel のネットワークを利用するために同社との卸契約

を結んでいる。 
従来大手 MVNO であった Virgin Mobile USA は、2009 年末に Sprint Nextel に買収

されている。現在の最大規模を有する MVNO は TracFone Wireless である。TracFone
は、América Móvil を親会社に持つ事業者である。同社は、ネットワーク設備や携帯電

話・PCS 免許を所有しておらず、プリペイドカードやコードという形式で、AT&T や

Verizon をはじめ、30 以上の携帯電話事業者と再販に係る卸売契約を結んでおり、米国

全土をカバーしている。 
近年では、Clearwire 社との MVNO 契約が増えている。 
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表３ ホスト MNOと MVNOの例 

MNO MVNO例

Verizon
Wireless

• Comcast
• Time Warner Cable
• Trackfone Wireless

Clearwire • Sprint (親会社かつ最大の卸顧客)
• H20 Wireless
• AT&T Mobility
• Leap Wireless
• Voyger Mobile
• Freedom Pop
• Jolt Mobile 等

 
出所：PrepaidMVNO.com より作成 

 

⑦MVNO 数 
FCC は、米国全土における MVNO 数は、2010 年第 1 四半期時点で、43～61 程度で

あると推定される。民間サイトの資料（PrepaidMVNO.com）によれば 73 社存在する（表

４参照）。 
 

表４ 米国の MVNO 一覧 

 

出所：PrepaidMVNO.com（2013 年 3 月アクセス） 
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⑧MVNO 市場シェア 
事業者シェアの推移は、下図のとおりである。2005 年以降に複数の合併・買収が相次

ぎ、特に 2008 年の Verizon Wireless と Alltel の合併に伴い、それまでシェア 1 位であ

った AT&T に代わり、Verizon Wireless がトップとなり現在に至る。 
MVNO については、同最大手 TracFone が 2011 年時点で 5.7%のシェアを有する。2006

年以降、合併・買収による増減要因を除いても、Verizon Wireless、AT&T の 2 強の純増

の維持・拡大が目立つ。例えば、直近の 2009 年において、Verizon は 600 万、AT&T は

810 万の純増があったのに対して、T-Mobile は 100 万の純増に留まり、Sprint Nextel
においては 20 万の純減という結果となっている。これは、Apple（iPhone）の販売権を

有するか否かで勝敗が分かれたのも要因の一つであると見られる。 
 

 

出所：TeleGeography  

図６ 移動体市場シェア推移 

 
⑨新たな MVNO サービスの事例 

 
  以下に、近年米国で登場している、新たなビジネスモデルを展開している MVNO の事

例を示す。 

219 
 



項目 内容

事業者 Trackfone Wireless

組織概要 • 1996年に設立されたプリペイドサービス（”No-Contract”）を提供するMVNOで、現在はメキシコのモ
バイル大手America Movilの子会社である。

• 2012年5月にライバルであるSimple Mobile（T-MobileとMVNO契約を有するSIMサービス事業者）の
買収を発表。Tracfoneは約100万顧客を有するSimple Mobileとの買収によりプリペイド系市場の
シェアを拡大、現在約2100万顧客を有する。エリアカバレッジは、携帯電話利用人の99.6%。

サービス
内容

• MNO4社（AT&TとVerizonのGSM網、SprintとT-MobileのCDMA網）とMVNO契約を結んでおり、複数
のサービスブランド（TracFone、NET10、Straight Talk、SafeLink Wireless、（買収した）Simple 
Mobile）を展開。

 Tracfoneブランドの端末（SIMロック有）向けにサービス提供しているライト
ユーザ向け低料金サービス。

 “Unit”と称する利用量毎に料金メニューが設定されている。

 “No Bills, No Contracts, No Evil”をスローガンとした、シンプルかつ柔軟な
料金メニューを売りとしたサービスブランド。

 月額$30（通話1000分、1000テキスト、30MBのデータ通信）及び月額$45（音
声無料、テキスト・データは同上）の2プランを提供。

 提携する小売大手のWalmartでのみ販売。

 ユニバ基金で賄われている、ライフライン回線を契約していない低所得者
層向けサービス。少量の無料通話＋無料端末を提供。

 同種では国内最大で2011年5月時点で400万加入。
  

項目 内容

事業者 Karma

組織概要 • モバイルホットスポット（データ通信サービス）を提供するサービスプロバイダである。
• ClearwireのWiMAX網を利用しており、米主要80都市（約1350万人）をカバーする。

サービス
内容

• KarmaのモバイルWi-Fiルータ（4G）を購
入し、データ利用量に応じた従量制の
サービスを利用することができる。

• 特徴としては、帯域をユーザ間でシェア
する”Social Bandwidth”というコンセプト
を取り入れている。ユーザのWi-Fiルータ
は開放されており、同サービスの他の
ユーザも使用することができ、自分の
ルータに他ユーザがアクセスした場合、
両者に100MBのデータ利用が無料で付
加される仕組みとなっている。

• 同社は、Facebookのページをユーザイン
ターフェースのプラットフォームとして活
用しており、ユーザは同サイトでアカウン
ト設定等を行うことができる。

項目 料金

端末 $79（1GB無料分付）の買取制

データ料金 $14/GB の従量制

図．帯域をユーザ間でシェアするインセンティブの仕組み

ユーザA

ユーザAのWi-Fiルータ（帯域）を共用することで、
データ利用量が加算される

出所：Karmaウェブサイト（https://yourkarma.com/）

 
出所：各社ウェブサイトより作成 

図７．米国の新しい MVNO サービスの事例 
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1.2.イギリス  

①移動体市場概要 
移動体市場全体では契約数は 8,200 万である（2011 年末時点）。MVNO 契約数の内訳

は不明である。 

 

出所：OFCOM 

図８ 移動体市場契約数 
 
②MVNO 数 

OFCOM によれば、MVNO 数は 35 社で、移動体市場全体のトラヒックの 16%（音声）、

14%（データ）を占めている（2011 年 11 月時点）。Lebara Mobile や Lycamobile 等の

国際通話系 MVNO の低廉サービスの提供に伴い、国際・その他通話が伸びている傾向が

見られる。民間サイトの資料（PrepaidMVNO.com）によれば、MVNO は 69 社存在す

る（表５参照）。 
MNO との MVNO 契約内訳は、H3G:33 社、Vodafone：18 社、Everything Everywhere：

22 社、O2：10 社となっている。 
表５ UKの MVNO一覧 

 
出所：PrepaidMVNO.com（2013 年 3 月アクセス） 
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③MVNO 事例 
  DT と FT の共同出資の MNO で、イギリスのモバイル市場の新たな顔として登場した

Everyting Everywhere（EE）は、MVNO との連携を積極的に行っている。EE は、

MVNA・MVNE（Mobile Virutal Network Enabler）事業を手掛ける Atmovia 社 1と連

携し、同社のネットワーを利用する MVNO 数を増やしている。同社によれば、Atmovia
社をはじめとする MVNA/MVNE 事業者との契約が成立すれば、10 分後には、EE のネ

ットワークを MVNO が利用できる状態になるという。 
  EE が設備を提供する具体的な MVNO としては、2012 年 5 月に UK 市場に MVNO と

して参入した China Telecom（CTExcelbiz）が挙げられる。同社は、約 50 万人の潜在顧

客が存在する UK の中国人利用者（居住者、学生等）や年間 100 万人の中国人観光客を

ターゲットにサービスを展開している。その他には、UK 内に多数の店舗を運営する独立

系携帯電話販売代理店である Phones 4u（サービス名称：LIFE Mobile）も、EE 社のネ

ットワークを利用し、サービスを開始する予定である（2013 年 1 月発表）2。 
 

1 http://www.atmovia.com/ 
2 過去には、2004 年頃に、同様の携帯販売代理店の The Phone House が Orange と MVNO
契約を結び、Breizh Telecom として、地域に特化した再販サービスで参入している。 

222 
 

                                                   



1.3.フランス 

①移動体市場概要 
移動体市場全体では、契約数は 2360 万（2012 年 Q2 末時点）である。 

 
出所：ARCEP「Observatory of the Electronic communications market in France」（2012 年 Q2） 

図９ 固定系・移動体市場契約数 

②MVNO 数 
ARCEP によれば、MVNO 数は 59 社（2012 年 3 月時点）である。民間サイトの資料

（PrepaidMVNO.com）によれば、MVNO は 51 社（表６参照）。ARCEP によれば、MVNO
市場シェアは 2011年の 1年間で 50%拡大し、直近では 11.3%（個人向け市場では 13.33%）

に達する。 
表６ フランスの MVNO一覧 

出所：PrepaidMVNO.com（2013 年 3 月アクセス） 

MNO との MVNO 契約内訳は、Bouygues：15 社、Orange：19 社、SFR：20 社とさ

れている。いわゆるFull-MVNOが2011年に初めて市場参入。具体的には、Omea Telecom 
(Virgin Mobile)、NRJ Mobile、Lycamobile の 3 社（Omea/NRJ は SFR と、Lyca は

Bouygues と MVNO 契約を結んでいる）。3 社とも、自社の SIM カードを発行し、HLR、

並びにコア網の設備を保有しており、MNO から WLL（Wireless Local Loop）を購入し
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てエンドツーエンドのサービスを提供している。 
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1.4.オランダ 

①移動体市場概要 
移動体市場全体（MNO,MVNO,データ通信,M2M）では契約数は 2,168 万（2012 年

Q2 時点）である。MVNO 契約数は上昇傾向にあったが、直近では 283 万に減少に転

じている。 

0
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15000

20000

25000

2009年12月 2010年6月 2010年12月 2011年6月 2011年12月 2012年6月

Total

Postpaid MNO

Prepaid MNO

Connections MVNO

Connections with mobile broadband

Dedicated mobile broadband connections

M2M

単位：千契約

 
出所：OPTA「Market figures for the second quarter of 2012」 

図１０ 移動体市場契約数 

 
②MVNO 数 
民間サイトの資料（PrepaidMVNO.com）によれば、MVNO は 82 社である（表７参

照）。MNO との MVNO 契約内訳は、KPN Mobile：46 社、T-Mobile：14 社、Vodafone：
19 社となっている。同サイトによれば、多くの MVNO はポストペイサービスに注力し

ているものの、2/3 はプリペイドユーザとされる。主要事業者は、Lebara、Lycamobile、
Tele2、Ortel、AH Mobiel が挙げられる。 
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表７ オランダの MVNO一覧 

 

出所：PrepaidMVNO.com（2013 年 3 月アクセス） 

 
③MVNO 市場シェア 
契約数ベースでみると、MVNO の合計シェアは 10%～15%（2012 年 Q2 時点）と高い

水準に達しており、HHI も低下傾向が見られる。一方、トラヒック量ベースで見ると、

MVNO の合計シェアは 20%～25%と上記よりも高い水準となっている。 
  
 

2012 Q2

 
出所：OPTA「Market figures for the second quarter of 2012」 

図１１ 契約数シェア 
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出所：OPTA「Market figures for the second quarter of 2012」 

図１２ HHIの推移 

 

2012 Q2

 
出所：OPTA「Market figures for the second quarter of 2012」 

図１３ トラヒック量シェア 

 

④卸売市場 
移動体の卸売市場規模（MVNO 向け含む）は図１４のとおり、接続料水準の低下に伴

い縮小傾向が見られる。内訳をみると、MVNO 向け市場の依存度が高まっているといえ

る（2012 年 Q2 時点で 34.6%を占める）。 
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出所：OPTA「Market figures for the second quarter of 2012」 

図１４ 卸市場規模の推移 
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1.5.韓国 

①概要 
固定・携帯・BB 全ての市場において、3 大メガキャリアが 8 割以上のシェアを有する。

3 大メガキャリアは 2008 年以降合併や買収によって巨大化し、盤石な 3 社競争体制が築

かれている。 
 

KT, 43.4%

SKB, 23.3%

LG U+, 
16.0%

総合有線放

送, 16.2%

その他, 1.1%
(N=1740万)

KT
31.7%

SK Telecom
50.6%

LGU+
17.7%

(N=5152万)

KT
85.2%

SK
Broadband

12.5%

LGU+ 2.2%
(N=1891万)

固定電話携帯電話 ブロードバンド

※2011年4月末時点  
出所：KCC 

図１５ 主要市場の市場シェア(2011年) 

固定電話のSMP事業者指定を受ける、旧国営事業者。2010年にブロードバンドのSMP事業者指
定が解除された。2009年に子会社で、携帯電話事業者であるKTFと合併。

携帯電話市場のSMP事業者。2008年に、当時ブロードバンド市場シェア2位のハナロテレコムを
買収し、固定電話・ブロードバンド事業を行うSK Broadbandが発足。

3大メガキャリアで最後発の事業者。有効競争政策では優遇措置を受けた。2010年にグループ3
社が合併した。合併前まで韓国電力の必須設備の利用に当たり、優先的な利用を行っていた。  

出所：各種資料より作成 

 
②MVNO の動向 

2012 年 10 月時点で、MVNO 契約数は 101.2 万であり、後述する政府による MVNO
支援を経て、100 万加入を突破したものの移動体市場に占めるシェアは 2％未満となって

いる。参入事業者数は増加し、KCT（韓国ケーブルテレコム）、Onse Telecom を始め、

CJ Hello Vision（CJ Group）、T-Broad（国内ケーブル最大手）も MVNO 市場に参入し

ている。報道記事等によれば、2012 年 9 月時点で MVNO は 24 社存在する。 
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表８ 主要 MVNO 一覧 

 Montista Telecom
 Annex Telecom
 Evergreen Mobile
 Eyesvision
 S Roaming
 Onse Telecom

 Insprit
 KTIS
 KICC
 KCT
 KDC
 SK Telink

 
出所：各種資料より作成 

 
MVNO 加入者の利用しているホスト MNO のシェア（MVNO 加入者数ベース）は下

図のとおりである。SKT が首位である MNO 加入者シェアとは異なり、MVNO 加入者数

でみると KT のシェアの方が大きい。 
 

KT網, 
50.9%

SKT網, 
28.1%

LG U+
網, 

21.0%

 
出所：各種資料より作成 

図１６ ホスト MNOのシェア（MVNO加入者数ベース） 
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２．諸外国の MVNO 関連政策の動向 

 

2.1.韓国の MVNO振興策 

 
①概要 
韓国政府は、移動体通信料金の低廉化を主たる目的として、MVNO 支援策を拡大させ

ている 3。2009 年頃から“MVNO 2.0”と称する MVNO 振興の議論を展開し、当時は

WiBro 網の活用も含めた MVNO 参入活性化を志向した。 
2010 年 9 月の電気通信事業法の改正により MVNO 事業を可能とする法的基盤を整え

たのを皮切りに、各種政策支援により、2010 年以降、MVNO 市場に多数の新規参入事業

者が登場。 
それでも市場発展ペースが十分でないとの懸念から、同年 3 月には 3 大推進戦略と 10

大推進課題を含む「MVNO 活性化総合計画」を策定し、6 月には、放送通信委員会が

MVNO の消費者向けの愛称を公募によって定めるほどの力の入れようである。 
 

表９ 韓国政府の MVNO振興策に係る主な動向 

年・月 内容

2010年9月 電気通信事業法を改正し、MVNO事業を可能とする法的基盤を整備

2011年5月 KCCはMVNOサービス開始支援策を発表

2011年7月 卸売料金のガイドラインを発表

2012年1月 MNO/MVNO間の番号ポータビリティが実現

2012年3月 MVNO活性化総合計画を策定

2012年6月 MVNOの消費者向けの愛称を公募
 

出所：各種資料より作成 

 

 

 
 
 
 

3 OECD によれば、家計消費に占める通信費の支出は、韓国は OECD メンバー国でメキシ

コに次いで 2 位であった（2009 年）。こうした統計結果が移動体通信料金水準の高低に関

する議論のきっかけとなった模様である。 
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放送通信委員会（KCC）の年次報告書（2011 年）では、図１７に示すとおり、前述の

取り組みに関する年間の成果として移動体料金の低廉化を挙げており、MVNO 参入促進

策が競争促進や料金低廉化につながっている点を強調している。 
 

 
出所：KCC 年次報告書（2011 年） 

図１７ MNOと MVNOコスト比較 

 
②MVNO 支援策・規制の内容 

＜電気通信事業法/電気通信事業法施行令＞ 
韓国では、電気通信事業法が 2010 年 3 月 22 日に一部改正され、2010 年 9 月 23 日か

ら施行している。事業法では、基幹通信事業や別定通信事業、付加通信事業、電気通信

業務や電気通信事業の競争促進、電気通信設備、違反した際の罰則などについて定めて

いる。電気通信事業の適切な推進と効率的な管理を通じ、電気通信事業の健全な発展と

利用者の便宜を図ることで、公共の福利の増進に資することを目的とし定められている。

改正においては、相互接続協定の規定において新たに MVNO を対象に加え、別定通信事

業者の接続政策を推進していく計画を立てた（表１０参照）。 
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表１０ 事業者の免許上の区分 

区分 指定方法 定義 サービス内容

基幹通信事業者

許可制
(日本の認
可制に相
当)

電気通信回線設備を設置し、これを利用して公共の利
益と国家産業に与える影響、役務の安定的提供の必要
性等を斟酌し、電信・電話役務等大統領令で定める種
類と内容の電気通信役務(以下「基幹通信役務」という。
)を提供する事業者

1. 伝送サービス：電信、電話、インターネット接続等
2. 周波数割り当てを受けて提供するサービス
3. 電気通信回線設備貸出しサービス

別定通信事業者

登録制
（登録要件
を満たすこ
とが条件）

１．第5条の規定による基幹通信事業の許可を得た者(
以下「基幹通信事業者」という。)の電気通信回線設備
等を利用して基幹通信役務を提供する事業者
２．情報通信部令で定める構内に電気通信設備を設置
し、又はこれを利用してその構内で電気通信役務を提
供する事業者

1号：設備保有・再販売
2号：設備未保有・再販売
3号：構内通信

付加通信事業者 届出制

基幹通信事業者から電気通信回線設備を賃借し、第2
項の規定による基幹通信役務以外の電気通信役務(以
下「付加通信役務」という。)を提供する事業者

回線再販売、PC通信、CRS、DB/DP (Data Base/ Data 
Processing)等

 
 
＜MVNO サービス開始支援策（2011 年 5 月 16 日発表）＞ 

2010 年 4 月に設置した MVNO 専門担当班の運営を通じて、2011 年 5 月に MVNO サ

ービス開始の支援策を策定した。支援策の対象としては、端末の供給、付加サービス、

MVNO の円滑な市場参入が挙げられた。 
端末供給に関しては、MVNO が直接調達するのが原則だが、事業の初期には難しいと

いう要請があったため、2012 年 6 月までは SK テレコムの在庫端末によってサポートす

ることを定めた。付加サービスは、事業者間交渉の対象であったが、MVNO の円滑なサ

ービス提供のために、基幹通信事業者は、発信者番号通知、ビデオ通話、MMS などの通

話に関連する 15 種の付加サービスを提供することを定めた。 
MVNO の円滑な市場参入に向けて、MVNO が提出した設備構築計画に応じて卸提供

義務を必要な設備構築も含めて提供することで合意し、その費用については、2012 年末

まで猶予するとした。 
 
＜卸売料金のガイドライン（2011 年 7 月 20 日発表）＞ 

上記に続き、MVNO 向け卸売料金に関するガイドラインを策定した。 
 

表１１ 卸売り料金に関するガイドライン 

項目 内容 

ボリュームディスカウント 20 万以上の契約数に対して 1%割引き、120 万以上の契

約数に対してさらに 6%割引き 
データ通信のみ MVNO 向け卸

売料金 
既存のデータ通信卸売料金から 5%割引き 

再販サービス 消費者保護に係る連帯責任（MVNO 及び MNO） 
出所：KCC  
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＜移動通信サービスの卸売提供代価算定基準（2012 年 5 月 22 日発表）＞ 
MVNO への卸売料金は、コストベースではなく、リテールマイナス方式 4を採用してい

る。具体的には小売価格から差し引く部分（MVNO にとってマージンに相当する部分）を、

MVNO のタイプ（事業範囲）に応じて調整する仕組みを卸売提供代価算定基準にて定めて

いる。例えば、一部ネットワーク設備を MVNO が自前で所有していれば、卸売料金から当

該コストが控除されるものである。 

4 接続料水準を小売料金体系に基づき設定する方式 
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2.2.その他の国における MVNO関連政策 

 
EU 

EU 委員会が推進している政策においては、欧州全体を対象とした明示的な MVNO 参

入促進策や、MVNO に係る政策と着信市場規制など他の規制枠組みとの関係等に関する

議論は特に見られず、基本的には各加盟国において判断がなされている。競争促進とい

う観点においては、EU 委員会は各国の MVNO 参入の促進を歓迎している。 
EU における従来の事前規制の枠組みとしては、「移動体ネットワークへのアクセス及

び発信市場」（旧市場 155）の規制において、SMP 事業者 6に対して MVNO への開放義

務を義務付け、各国の判断によりその強度を調整（あるいは事業免許等の中で規定）し

てきた。尚、当該市場（旧市場 15）が「競争的（SMP を持つ事業者が不在）」であると

判断された場合、関連する義務は原則取り下げられることとなる。他方、MVNO に課さ

れている着信接続関連規制は、一般的に着信接続料規制を含む着信市場（現市場 7）の規

制枠組みにおいて規定している。 
EU 全体では、各国の MVNO 推進策等を背景に、国によってばらつきがあるものの

MVNO 参入数は多く、一定の市場シェアを獲得している。また、MNO との事業者間交

渉も含め、特に大きな問題には発展した事例は確認されていない。他方、契約数等の観

点で飽和状態が見られる移動体市場において、積極的に MVNO との連携を模索している

MNO も多いと推察される。 
 

イギリス 
規制当局の取り組みにより、1990 年頃より MVNO 事業が進展した。従来 MNO に付

与する免許に係る規定の中で、MVNO への開放義務が課されていたが、規制当局である

OFCOM が実施した市場分析（旧市場１５：移動体アクセス/発信市場）の結果、市場が

「競争的」であると判断され、関連する規制措置が取り下げられ、MNO 免許からも当該

規定が除外された経緯がある。 
 

フランス 
2004 年 6 月に国内初の MVNO （Debitel 社）– ホスト MNO（SFR 社）間契約が成

5 事前規制対象となる市場区分番号：COMMISSION RECOMMENDATION on relevant 
product and service markets within the electronic communications sector susceptible to 
ex ante regulation
（http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/proposals/rec_mark
ets_en.pdf）現在は計７市場が対象となっている。 
6 Significant Market Power の略。事前規制の対象市場において重大な市場支配力を有す

ると認定された事業者を指す。 
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立した。翌年には、さらに MVNO が 2 社（Tele2、Coriolis Telecom）参入した。Tele2
の参入事例は、ホスト MNO である Orange（フランステレコム）が規制強化を回避する

ためであったと言及される場合が多い。その後、2005 年に規制当局 ARCEP が実施した

市場分析（旧市場１５）において、SMP に対して MVNO への開放義務を強化する方針

が打ち出され、実際に MNO に対する事前規制が導入される流れとなった。また、前述

の大手 MVNO の他、食品販売など小売系企業が小規模 MVNO として相次いで参入した。

具体的には、NRJ Mobile、Auchan、Mobisud などが挙げられる（いずれもホスト MNO
として SFR と契約）。 
さらに、2008 年には、競争当局が経済省に対して MVNO 参入促進策に係る意見書を

提出した。これを踏まえ、フランス政府は ICT 分野の中期計画である”Digital France 
2012”において、MVNO 促進策を盛り込み、環境整備が不十分な場合の規制強化のあり

方について言及した。 
 

ドイツ 
携帯電話の GSM（2G）免許を付与する際に、その条件として、MVNO への非差別的

な開放義務等を規定した。尚、文献調査によれば、MVNO と MNO 間の協議状況は良好

の模様である。 
 

オランダ 
改定された 2004 年通信法に基づき、規制当局は、市場（旧市場１５）が競争的である

と評価・判断し、当時当該市場において SMP 事業者と認定されていた KPN に対して関

連する規制措置を取り下げた。 
イギリスと同様に、潜在的参入事業者は、MNO との商業的な交渉を通じてのみ参入可

能である。 
 

スペイン 
規制当局は 2002 年 5 月に MVNO（と MNO 間の）協議に係る新しい制度を策定する

等、MVNO 参入に係る環境整備を推進してきた。2005 年 5 月には、Tele2 BT Group、
Jazztel、GrupaliaInternet、MeflurComunicarte の 4 社に対して MVNO 免許を付与し

た。 
2006 年 1 月に、規制当局は、適正価格に基づく MVNO へのネットワーク開放を MNO3

社に対して義務付けることで、事前規制を強化した。この際に、2007 年初頭までに MVNO
が 1 社も運用開始しなければ、更なる規制介入を辞さないと強調した。EU 委員会は、こ

の判断を歓迎した 7。以来、MVNO の参入が進展しており、事業者間協議に基づく利用

7 Commission endorses, with comments, Spanish regulator’s measure to make mobile 
market more competitive”, Press Release, IP/06/97, 31 January 2006, Brussels. 

236 
 

                                                   



 

条件に対して不満の声を上げる MVNO は数社いたが、更なる規制介入を求めた MVNO
は限定的であった模様である。 

 
デンマーク 

2000 年以降、規制当局は積極的に MVNO 参入促進策を展開している。具体的には、

SMP 事業者である MNO（TDC、Sonofon）に対して、固定通信事業者と同様に約款の

開示を義務付け（それに基づく事業者間交渉は可能）、卸料金設定にリテールマイナス方

式を規定した。その結果、2000 年 8 月には、Sonofon と Tele2 の間で、欧州初の MVNO
契約（ローミング契約）が成立した。 
その後、MVNO の参入より競争状況が一転し、MVNO 大手（いわゆる”no frill 型 8”）

Telmore の参入により、既存 MNO が同社の戦略に対抗し、市場は料金競争へと突入し

た。その結果、半年間で小売料金が Telmore 参入前の約 40%まで低減した。その結果、

2004 年に仏 Orange はデンマーク市場から撤退する事態にまで至った。その後は、MNO
による MVNO の買収も進んだ。 

 
アイルランド 
規制当局は、2005 年 3 月の市場分析（旧市場１５）の決定において、SMP 事業者で

ある Vodafone 及び O2 に対して、ネットワークの開放を義務付けた。規制当局は、具体

的な開放条件等は、原則は事業者間交渉に委ねたが、MVNO 等のアクセス事業者の要請

によっては規制を強化すると言及した。 
 

オーストリア 
2004 年 10 月に、Tele2 Mobile が MNO である One のネットワークを利用し MVNO

としてサービスを開始した。残りの MNO3 社は、当時 Tele2 Mobile の市場参入に対して

強く反発した。尚、MNO の投資インセンティブの抑止等を争点に議論が活発化した模様

だが、特にその後規制強化など、政策的関与へは発展していない。 
 

香港 
香港は、MVNO 政策を具体的に展開した数少ない事例として取り上げられることが多

い。2001 年に、3G 免許に係る設計の段階で、MVNO が論点として浮上し、検討の末、

政府は 3G-MNO に対して自社のネットワーク容量の 30%以上を MVNO へ割り当てる義

務を課すこととした。ただし、適用対象となるには MVNO 側にも要件が規定された。例

えば、ゲートウェイ設備の設置、HLR 設備やその他顧客・決済等の管理設備を有するこ

(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/97&format=HTML&ag
ed=1&language=EN&guiLanguage=en)  
8 オンラインで SIM カードのみを販売する等の no-frill（飾りのない）展開モデルを指す。 
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と、SIM カードの自社発行などが挙げられ、MVNO に対しても最低限の設備投資等を求

めている。MVNO がこれらの条件を満たす限りは、MVNO-MNO 間協議の際に紛争等に

発展した場合は、規制当局が介入することとなっている。 
香港政府は当時より、携帯電話産業における卸・小売の分離を志向していた経緯があ

り、小売市場の競争進展により消費者は多様なサービスから選択でき、便益向上に寄与

すると考えていた。 
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Ⅴ－４．ブロードバンド普及促進のための公正競争レ

ビュー制度に基づく検証結果（平成 24 年度）

（総務省・平成 25年 7月 19日公表） 



ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度に基づく

検証結果（平成２４年度）

平 成 ２ ５ 年 ３ 月

総 務 省

Ⅰ 制度の概要

総務省は、電気通信市場における公正競争環境の確保等を通じてブロードバンドの普及促

進を図る観点から、ブロードバンドの普及に係る指標の達成度合いや公正競争要件の遵守状

況等について総合的に検証するため、本年度より「ブロードバンド普及促進のための公正競争

レビュー制度」を運用することとした。

同制度の運用に係る方針については、「ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー

制度の運用に関するガイドライン」（平成２４年５月公表）に示しているとおりである。

Ⅱ 今回の検証プロセス

本検証においては、上記ガイドラインに則し、「ブロードバンド普及促進に係る取組状況等に

関する検証」及び「ＮＴＴ東西等における規制の遵守状況等の検証」を行った。

「ブロードバンド普及促進に係る取組状況等に関する検証」では、①ブロードバンド普及状況

及び②関係主体の取組に関する検証を行った。

①については、基盤整備状況に関する電気通信事業者からの情報提供等に基づく集計、電

気通信事業分野における競争状況の評価（以下「競争評価」という。）、電気通信サービスの契

約数及びシェアに関する四半期データ等に基づき、定点観測が可能となるようデータの整理を

行った。

②については、ブロードバンド普及促進のための「基本方針」及び「工程表」の公表（平成２２

年１２月）以降の法令改正や法令に基づく認可、主要な政策決定・検討等の政府の取組や、こ

れら政府の取組に関連する地方公共団体・電気通信事業者の取組等のうち、検証の趣旨に

照らして重要と考えられるものについて整理を行った。

「ＮＴＴ東西等における規制の遵守状況等の検証」では、平成２４年７月、当該検証の対象と

なる事項について意見募集を行ったところ、計１０者から意見が提出された。同年８月、当該意

見募集の結果を公表するとともに再意見の募集を行ったところ、計１３者から意見が提出され

た（同年１０月、再意見募集の結果を公表）。

当該意見募集及び再意見募集の結果を踏まえ、寄せられた意見（６７項目に整理）に対する

総務省の考え方を参考資料１のとおり取りまとめ、これを基に今回の検証結果案を公表、意見

募集を行ったところ、１０者からの意見が提出された。

これらを踏まえ、以下のとおりブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度に基

づく検証結果（平成２４年度）を取りまとめた。なお、検証結果案に対して寄せられた意見（７２

項目に整理）に対する総務省の考え方は、参考資料２のとおりである。
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＜検証結果の構成＞ 
 

１ ブロードバンド普及促進に係る取組状況等に関する検証 
（１）ブロードバンド普及状況に関する検証 

ア ブロードバンド基盤の整備率及び利用率に関する検証（基盤整備率、基盤利用率） 
イ ブロードバンド市場環境に関する検証（契約数、提供事業者数、市場シェア、市場集中度） 
ウ ブロードバンド利用環境に関する検証（利用者料金、接続料と利用者料金との関係） 

（２）関係主体の取組に関する検証 
ア 未整備地域における基盤の整備に関する取組 
イ 公正競争環境の整備に関する取組 
ウ ＩＣＴ利活用の促進に関する取組 

２ ＮＴＴ東西等における規制の遵守状況等の検証 
（１）第一種指定電気通信設備に関する検証 

ア 指定要件に関する検証 
イ 指定の対象に関する検証 
ウ アンバンドル機能の対象に関する検証 
エ その他 

（２）第二種指定電気通信設備に関する検証 
（３）禁止行為に関する検証 

ア 第二種指定電気通信設備に係る禁止行為規制の適用事業者の指定要件に関する

検証 
イ 指定電気通信設備制度における禁止行為規制の運用状況に関する検証 
ウ 特定関係事業者制度に係る禁止行為規制の運用状況に関する検証 

（４）業務委託先子会社等監督の運用状況に関する検証 
（５）機能分離の運用状況に関する検証 
（６）日本電信電話株式会社等に係る公正競争要件の検証 
（７）その他 

 
Ⅲ 検証結果 
 
１ ブロードバンド普及促進に係る取組状況等に関する検証 
 
（１）ブロードバンド普及状況に関する検証 
 

ア ブロードバンド基盤の整備率及び利用率に関する検証 
 

（ア）基盤整備率 
 

平成２３年度末時点におけるブロードバンドサービス 1の基盤整備率（サービスを利用

1 基盤整備率の算定に当たっては、ＦＴＴＨ、ＤＳＬ、ＣＡＴＶインターネット、ＦＷＡ、衛星、ＢＷＡ、３．５世代携
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可能な世帯数が全世帯数に占める割合 2をいう。以下同じ。）は、次のとおりである（かっ

こ内は固定系ブロードバンド 3のみの数値）。 
 

 平成２３年度末 平成２２年度末 （参考）平成２１年度末 
全 国 100.0% (99.7%) 100.0% (99.2%) 99.9% (99.1%) 

 
平成２３年度末時点における超高速ブロードバンドサービス 4の基盤整備率は、都道府

県別に次のとおりである（かっこ内は固定系超高速ブロードバンド 5のみの数値）。 
 

 平成２３年度末 平成２２年度末 （参考）平成２１年度末 
北 海 道 94.9% (92.2%) 85.5% (85.5%) 84.8% (84.8%) 
青 森 県 90.0% (88.9%) 77.7% (77.7%) 77.0% (77.0%) 
岩 手 県 89.4% (88.8%) 79.3% (79.3%) 76.4% (76.4%) 
宮 城 県 98.5% (96.4%) 91.2% (91.2%) 90.4% (90.4%) 
秋 田 県 92.5% (92.5%) 77.6% (77.6%) 76.6% (76.6%) 
山 形 県 95.8% (95.6%) 81.0% (81.0%) 80.2% (80.2%) 
福 島 県 97.7% (97.5%) 86.6% (86.6%) 85.8% (85.8%) 
茨 城 県 96.5% (94.5%) 84.2% (84.2%) 84.1% (84.1%) 
栃 木 県 99.7% (99.5%) 96.6% (96.6%) 96.6% (96.6%) 
群 馬 県 99.9% (99.9%) 93.1% (93.1%) 93.1% (93.1%) 
埼 玉 県 99.9% (99.9%) 98.4% (98.4%) 98.4% (98.4%) 
千 葉 県 99.1%  (98.8%) 94.3% (94.3%) 94.0% (94.0%) 
東 京 都 100.0% (100.0%) 99.9% (99.9%) 99.9% (99.9%) 
神奈川県 100.0% (100.0%) 100.0% (100.0%) 100.0% (100.0%) 
新 潟 県 97.0% (97.0%) 86.8% (86.8%) 86.0% (86.0%) 
富 山 県 96.1% (96.1%) 89.7% (89.7%) 87.6% (87.6%) 
石 川 県 99.2% (99.2%) 97.8% (97.8%) 97.3% (97.3%) 
福 井 県 95.5% (95.1%) 92.4% (92.4%) 91.0% (91.0%) 
山 梨 県 97.0% (96.9%) 87.1% (87.1%) 87.0% (87.0%) 
長 野 県 97.4% (96.4%) 94.5% (94.5%) 93.9% (93.9%) 
岐 阜 県 97.4% (96.9%) 92.1% (92.1%) 89.7% (89.7%) 

帯電話の合計を指す。なお、本検証における「ブロードバンド」、「超高速ブロードバンド」等の定義は、データ

の入手状況等を踏まえ、「ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度の運用に関するガイドラ

イン」脚注に示す定義とは一部異なっている。 
2 住民基本台帳に基づく世帯数から算出。 
3 基盤整備率の算定に当たっては、ＦＴＴＨ、ＤＳＬ、ＣＡＴＶインターネット、ＦＷＡ、衛星、ＢＷＡ（地域ＷｉＭＡＸ

に限る。）の合計を指す。なお、衛星は平成２３年度末より集計。 
4 基盤整備率の算定に当たっては、ＦＴＴＨ、ＣＡＴＶインターネット、ＦＷＡ、ＢＷＡ（ＦＴＴＨ以外は下り３０Ｍｂｐ

ｓ以上のものに限る。）の合計を指す。なお、ＦＷＡ、ＢＷＡは平成２３年度末より集計。 
5 基盤整備率の算定に当たっては、ＦＴＴＨ、ＣＡＴＶインターネット、ＦＷＡ（ＦＴＴＨ以外は下り３０Ｍｂｐｓ以上

のものに限る。）の合計を指す。 
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静 岡 県 94.6% (92.9%) 85.7% (85.7%) 85.5% (85.5%) 
愛 知 県 100.0% (99.9%) 99.7% (99.7%) 99.3% (99.3%) 
三 重 県 100.0% (100.0%) 100.0% (100.0%) 100.0% (100.0%) 
滋 賀 県 99.9% (99.9%) 99.7% (99.7%) 99.6% (99.6%) 
京 都 府 99.7% (99.6%) 96.3% (96.3%) 94.7% (94.7%) 
大 阪 府 100.0% (100.0%) 100.0% (100.0%) 100.0% (100.0%) 
兵 庫 県 98.6% (98.6%) 96.6% (96.6%) 95.8% (95.8%) 
奈 良 県 99.7% (99.6%) 99.4% (99.4%) 98.8% (98.8%) 
和歌山県 98.8% (98.8%) 95.6% (95.6%) 94.9% (94.9%) 
鳥 取 県 93.4% (92.6%) 86.9% (86.9%) 85.0% (85.0%) 
島 根 県 93.3% (92.6%) 81.2% (81.2%) 76.0% (76.0%) 
岡 山 県 91.9% (89.8%) 83.4% (83.4%) 79.8% (79.8%) 
広 島 県 93.6% (91.8%) 88.2% (88.2%) 86.9% (86.9%) 
山 口 県 94.4% (93.2%) 89.3% (89.3%) 87.8% (87.8%) 
徳 島 県 98.7% (98.7%) 98.7% (98.7%) 90.0% (90.0%) 
香 川 県 92.8% (87.9%) 79.1% (79.1%) 74.7% (74.7%) 
愛 媛 県 94.9% (93.1%) 90.4% (90.4%) 77.2% (77.2%) 
高 知 県 84.5% (84.5%) 65.0% (65.0%) 59.4% (59.4%) 
福 岡 県 98.1% (94.4%) 90.1% (90.1%) 89.9% (89.9%) 
佐 賀 県 99.5% (96.6%) 85.4% (85.4%) 70.1% (70.1%) 
長 崎 県 84.8% (81.5%) 74.7% (74.7%) 73.7% (73.7%) 
熊 本 県 87.7% (85.1%) 73.8% (73.8%) 72.8% (72.8%) 
大 分 県 97.4% (97.1%) 88.3% (88.3%) 82.1% (82.1%) 
宮 崎 県 89.8% (88.6%) 78.9% (78.9%) 78.4% (78.4%) 
鹿児島県 83.1% (80.0%) 68.0% (68.0%) 67.5% (67.5%) 
沖 縄 県 92.6% (89.8%) 87.2% (87.2%) 76.0% (76.0%) 
全 国 97.3% (96.5%) 92.7% (92.7%) 91.6% (91.6%) 

 
このように、ブロードバンドサービスの基盤整備率及び全都道府県における超高速ブロ

ードバンドサービスの基盤整備率は、平成２１年度末から平成２３年度末にかけて向上し

ており、ブロードバンド基盤の整備が進んでいる。 
ただし、超高速ブロードバンドサービスの基盤整備率は、東名阪を中心とする三大都市

圏において比較的高い数値となっている一方で、東北・四国・九州の一部では９０％を下

回っている等、地域によって差が見られる。 
 

（イ）基盤利用率 
 

平成２４年１２月末時点における固定系ブロードバンドサービス 6の基盤利用率（サービ

6 基盤利用率の算定に当たっては、ＦＴＴＨ、ＤＳＬ、ＣＡＴＶインターネット、ＦＷＡ、ＢＷＡ（地域ＷｉＭＡＸに限
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スの契約数が全世帯数に占める割合をいう。以下固定系ブロードバンドサービス及び固

定系超高速ブロードバンドサービス 7について同じ。）は、都道府県別に次のとおりであ

る。 
 

 
平成２４年 
１２月末 

平成２３年度末 平成２２年度末 
（参考） 

平成２１年度末 
北 海 道 50.1% 49.3% 47.8% 46.3% 
青 森 県 43.6% 42.5% 40.8% 38.9% 
岩 手 県 49.5% 48.0% 46.2% 44.1% 
宮 城 県 62.5% 60.6% 58.8% 56.4% 
秋 田 県 51.0% 49.6% 47.5% 45.4% 
山 形 県 59.7% 57.8% 55.7% 53.6% 
福 島 県 52.6% 50.6% 48.6% 46.4% 
茨 城 県 60.3% 59.3% 58.3% 56.5% 
栃 木 県 61.8% 60.4% 59.0% 56.9% 
群 馬 県 61.7% 60.6% 58.8% 57.0% 
埼 玉 県 69.7% 69.3% 68.8% 67.1% 
千 葉 県 69.3% 68.9% 68.2% 68.1% 
東 京 都 79.6% 79.9% 79.2% 78.2% 
神奈川県 77.2% 76.9% 76.0% 73.7% 
新 潟 県 61.6% 60.1% 58.0% 55.3% 
富 山 県 67.1% 65.6% 64.2% 62.1% 
石 川 県 62.6% 61.6% 60.3% 58.0% 
福 井 県 70.8% 69.3% 67.3% 64.5% 
山 梨 県 61.2% 60.0% 58.6% 56.3% 
長 野 県 64.5% 63.1% 61.0% 58.9% 
岐 阜 県 64.8% 63.5% 62.2% 59.8% 
静 岡 県 67.0% 66.3% 65.8% 65.0% 
愛 知 県 70.0% 69.1% 68.4% 66.6% 
三 重 県 63.9% 62.8% 61.1% 59.6% 
滋 賀 県 71.8% 70.1% 69.0% 66.9% 
京 都 府 69.3% 68.3% 67.4% 65.1% 
大 阪 府 76.9% 76.5% 76.2% 72.9% 
兵 庫 県 66.5% 65.7% 64.2% 62.6% 
奈 良 県 66.7% 65.5% 64.4% 62.2% 
和歌山県 58.5% 57.1% 55.5% 53.3% 

る。）を指す。 
7 基盤利用率の算定に当たっては、ＦＴＴＨ、ＣＡＴＶインターネット（下り３０Ｍｂｐｓ以上のものに限る。）を指

す。 
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鳥 取 県 55.9% 54.8% 53.5% 50.8% 
島 根 県 54.1% 52.4% 50.0% 47.8% 
岡 山 県 58.0% 57.0% 55.9% 54.2% 
広 島 県 57.5% 56.8% 55.7% 53.8% 
山 口 県 54.9% 53.8% 52.6% 50.2% 
徳 島 県 56.0% 54.6% 53.2% 50.6% 
香 川 県 56.9% 55.8% 54.1% 52.2% 
愛 媛 県 49.5% 48.7% 46.9% 45.2% 
高 知 県 42.3% 41.8% 39.4% 37.3% 
福 岡 県 61.5% 61.1% 60.8% 59.3% 
佐 賀 県 47.5% 46.3% 44.8% 43.0% 
長 崎 県 45.8% 45.0% 43.6% 41.7% 
熊 本 県 47.8% 47.3% 46.1% 43.8% 
大 分 県 52.2% 51.4% 49.1% 46.7% 
宮 崎 県 44.0% 43.2% 41.8% 40.1% 
鹿児島県 38.9% 38.1% 36.7% 35.0% 
沖 縄 県 46.0% 45.1% 44.4% 42.7% 
全 国 65.2% 64.5% 63.4% 61.6% 

 
平成２４年１２月末時点における固定系超高速ブロードバンドサービスの基盤利用率は、

都道府県別に次のとおりである。 
 

 
平成２４年 
１２月末 

平成２３年度末 平成２２年度末 
（参考） 

平成２１年度末 
北 海 道 36.7% 34.2% 30.6% 26.8% 

青 森 県 28.1% 24.8% 20.6% 16.8% 

岩 手 県 34.2% 30.6% 26.2% 22.6% 

宮 城 県 47.7% 42.9% 37.3% 32.0% 

秋 田 県 33.7% 29.6% 24.7% 20.3% 

山 形 県 43.3% 39.0% 32.8% 27.6% 

福 島 県 41.2% 36.2% 31.6% 27.1% 

茨 城 県 43.8% 39.7% 34.6% 30.1% 

栃 木 県 48.6% 43.7% 38.5% 32.6% 

群 馬 県 48.7% 45.0% 39.4% 33.4% 

埼 玉 県 49.1% 46.5% 43.1% 38.7% 

千 葉 県 50.6% 48.1% 44.1% 40.0% 

東 京 都 59.7% 58.0% 54.6% 51.1% 

神奈川県 55.1% 52.6% 48.3% 43.5% 

新 潟 県 45.6% 41.1% 35.1% 29.2% 
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富 山 県 34.4% 30.6% 26.4% 22.3% 

石 川 県 43.4% 40.7% 36.2% 31.4% 

福 井 県 43.6% 36.1% 31.8% 26.5% 

山 梨 県 44.4% 40.7% 36.0% 30.6% 

長 野 県 45.8% 42.2% 37.8% 33.3% 

岐 阜 県 45.2% 40.1% 35.6% 30.5% 

静 岡 県 48.8% 45.3% 40.7% 35.6% 

愛 知 県 54.8% 49.8% 45.3% 39.2% 

三 重 県 39.5% 35.4% 31.9% 28.4% 

滋 賀 県 60.7% 57.3% 53.8% 48.9% 

京 都 府 56.6% 53.7% 49.7% 43.4% 

大 阪 府 58.9% 56.0% 51.6% 46.1% 

兵 庫 県 51.3% 48.7% 43.8% 38.6% 

奈 良 県 51.9% 49.2% 45.4% 39.6% 

和歌山県 46.9% 44.3% 40.9% 36.0% 

鳥 取 県 33.9% 31.5% 28.4% 23.6% 

島 根 県 35.1% 31.4% 25.1% 20.7% 

岡 山 県 38.9% 35.9% 32.1% 27.9% 

広 島 県 43.7% 41.4% 37.7% 33.3% 

山 口 県 31.2% 28.6% 24.7% 21.0% 

徳 島 県 43.6% 40.5% 36.3% 30.1% 

香 川 県 39.6% 36.0% 29.3% 24.5% 

愛 媛 県 31.3% 28.8% 24.8% 21.0% 

高 知 県 30.5% 28.7% 23.7% 19.0% 

福 岡 県 44.5% 42.4% 39.5% 35.4% 

佐 賀 県 24.9% 22.1% 19.2% 16.3% 

長 崎 県 25.0% 23.1% 20.2% 16.9% 

熊 本 県 32.7% 30.9% 27.9% 24.2% 

大 分 県 32.4% 30.2% 26.2% 23.1% 

宮 崎 県 26.4% 24.3% 20.8% 18.3% 

鹿児島県 27.4% 25.3% 22.0% 19.4% 

沖 縄 県 34.3% 31.8% 28.6% 24.3% 

全 国 47.6% 44.7% 40.6% 36.0% 

 
平成２４年１２月末時点における移動系超高速ブロードバンドサービス 8の基盤利用率

（契約数が全人口に占める割合をいう。以下移動系超高速ブロードバンドサービスについ

て同じ。）は、次のとおりである。 
 

8 ３．９世代携帯電話、ＢＷＡ（地域ＷｉＭＡＸを除く。）の合計を指す。 
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平成２４年 
１２月末 

平成２３年度末 平成２２年度末 
（参考） 

平成２１年度末 
全 国 14.4% 3.6% 0.7% 0.1% 

 
このように、全都道府県における固定系ブロードバンドサービスの基盤利用率及び固

定系超高速ブロードバンドサービスの基盤利用率は、平成２１年度末から平成２４年１２

月末にかけて向上しており、ブロードバンド基盤の利用が一定程度進んでいる。 
また、基盤整備率と同様、基盤利用率についても、東名阪を中心とする三大都市圏に

おいて比較的高い数値となっている等、地域によって差が見られる。 
移動系超高速ブロードバンドサービスについては、平成２２年１２月より３．９世代携帯

電話サービスの提供が開始されたこと等を受けて、急速に基盤利用率が向上しており、

今後、固定系超高速ブロードバンドサービスとの関係を含めて注視する必要がある。 
 

イ ブロードバンド市場環境に関する検証 
 

（ア）契約数 
 

平成２４年１２月末時点におけるブロードバンドサービス等の契約数は、次のとおりであ

る（かっこ内は対前年１２月末比の増減率）。 
 

 平成２４年１２月末 平成２３年１２月末 
（参考） 

平成２２年１２月末 
ＦＴＴＨサー

ビス 
2,354.7 万 （＋7.5%） 2,189.9 万 

 
（＋10.8%） 1,975.7 万 

ＡＤＳＬサー

ビス 
574.0 万 （▲18.7%） 705.8 万 （▲17.9%） 859.3 万 

ＣＡＴＶイン

ターネットサ

ービス 

600.8 万 （＋1.7%） 590.9 万 （＋4.3%） 566.6 万 

移動体デー

タ通信サー

ビス 9 

－ － － 

 
このように、ＦＴＴＨサービス及びＣＡＴＶインターネットサービスの契約数は、増加率につ

9
 電気通信事業報告規則（昭和６３年郵政省令第４６号。以下「報告規則」という。）に基づき平成２５年３月

までに収集したデータのみでは、移動体データ通信サービスに関するデータを正確に把握していないこと等

から、今年度の検証においては記載しない。ただし、移動体データ通信サービスは、移動系超高速ブロード

バンドサービスを中心に急速な普及を見せており、ブロードバンド市場環境に関する検証等において重要な

位置付けを有していることを踏まえ、報告規則の改正を行い（平成２５年２月公布・施行）、平成２５年度の検

証においてはデータを記載することとする。 

247



いては鈍化傾向にあるものの、増加数がＡＤＳＬサービスの契約数の減少を上回っており、

超高速ブロードバンドへの移行を伴う普及が進んでいる。 
 

（イ）提供事業者数 
 

平成２４年１２月末時点におけるブロードバンドサービス等の提供事業者数は、次のと

おりである（かっこ内は対前年１２月末比の増減数）。 
 

 平成２４年１２月末 平成２３年１２月末 
（参考） 

平成２２年１２月末 
ＦＴＴＨサー

ビス 
234 （＋6） 228 

 
（＋21） 207 

ＡＤＳＬサー

ビス 
34 （▲2） 36 （▲4） 40 

ＣＡＴＶイン

ターネットサ

ービス 

360 （▲2） 362 （▲16） 378 

移動体デー

タ通信サー

ビス 10 

 －  － － 

 
このように、ＡＤＳＬサービス及びＣＡＴＶインターネットサービスの提供事業者数は減少

している 11ものの、ＦＴＴＨサービスの提供事業者数は増加している。 
 

（ウ）市場シェア 
 

平成２４年１２月末時点におけるブロードバンドサービス等の主な電気通信事業者の契

約数に基づく市場シェア 12は、次のとおりである。 
 

 平成２４年１２月末 平成２３年１２月末 
（参考） 

平成２２年１２月末 
ＦＴＴＨサー

ビス 
NTT 東日本 
NTT 西日本 
KDDI 
電力系事業者 
UCOM 

41.0% 
31.9% 
11.0% 
8.9% 
2.2% 

NTT 東日本 
NTT 西日本 
KDDI 
電力系事業者 
UCOM 

42.1% 
32.3% 
9.1% 
9.2% 
2.2% 

NTT 東日本 
NTT 西日本 
電力系事業者 
KDDI 
UCOM 

42.3% 
32.2% 
9.1% 
8.6% 
2.6% 

10
 報告規則に基づき平成２５年３月までに収集したデータのみでは、移動体データ通信サービスの提供事

業者数を正確に把握していないこと等から、記載しない。 
11 ＣＡＴＶインターネットサービスについては、（ア）のとおり契約数は増加しているが、事業者の合併等によ

り提供事業者数は減少している。 
12 全国を一の市場として算出している。 
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その他 4.9% その他 5.1% その他 5.1% 

Ａ Ｄ Ｓ Ｌ サ

ービス 
ソフトバンク

BB 
NTT 東日本 
NTT 西日本 
イー・アクセス 
その他 

39.6% 
 

16.2% 
18.1% 
23.2% 
2.9% 

ソフトバンク

BB 
NTT 東日本 
NTT 西日本 
イー・アクセス 
その他 

38.8% 
 

17.1% 
17.6% 
23.5% 
3.0% 

ソフトバンク

BB  
NTT 東日本   
NTT 西日本  
イー・アクセス  
その他  

38.3% 
 

17.4% 
17.6% 
23.7% 
3.0% 

ＣＡＴＶイン

ターネッ ト

サービス 

ジェイコムグル

ープ 
JCN グループ 
イッツ・コミュニ

ケーションズ 
その他 

50.2% 
 

9.6% 
3.1% 

 
37.1% 

ジェイコムグル

ープ 
JCN グループ 
イッツ・コミュニ

ケーションズ 
その他 

49.9% 
 

9.2% 
2.8% 

 
38.1% 

ジェイコムグル

ープ 
JCN グループ 
イッツ・コミュニ

ケーションズ 
その他 

49.4% 
 

8.8% 
2.4% 

 
39.5% 

ＦＴＴＨ、Ａ

ＤＳＬ、ＣＡ

Ｔ Ｖ イ ン タ

ーネットの

サ ー ビ ス

全体 

NTT 東日本 
NTT 西日本 
ジェイコムグル

ープ 
KDDI 
 
ソフトバンクグ

ループ 
電力系事業者 
イー・アクセス 
その他 

30.0% 
24.2% 
8.6% 

 
7.3% 

 
6.5% 

 
6.0% 
3.8% 

13.6% 

NTT 東日本 
NTT 西日本 
ジェイコムグル

ープ 
ソフトバンクグ

ループ 
KDDI 
 
電力系事業者 
イー・アクセス 
その他 

29.9% 
23.9% 
8.5% 

 
7.9% 

 
5.8% 

 
5.8% 
4.8% 

13.4% 

NTT 東日本 
NTT 西日本 
ソフトバンクグ

ループ 
ジェイコムグル

ープ 
イー・アクセス 
 
電力系事業者 
KDDI 
その他 

28.9% 
23.2% 
9.7% 

 
8.3% 

 
6.0% 

 
5.4% 
5.0% 

13.5% 

移 動 体 デ

ー タ 通 信

サービス 

 －  －  － 

 
平成２４年３月末時点における加入者回線数のシェアは、次のとおりである。 
 

 平成２４年３月末 平成２３年３月末 
（参考） 

平成２２年３月末 
光ファイバ回線 NTT東西 

NCC 
77.3% 
22.7% 

NTT東西 
NCC 

77.2% 
22.8% 

NTT東西 
NCC 

77.3% 
22.7% 

全回線 13 NTT東西 
NCC 

85.3% 
14.7% 

NTT東西 
NCC 

86.3% 
13.7% 

NTT東西 
NCC 

87.9% 
12.1% 

 
このように、現在の固定系ブロードバンドサービスの主流となっているＦＴＴＨサービスに

13 具体的には、報告規則様式第２１に掲げるとおりであり、メタル回線、光ファイバ回線、同軸回線等を指

す。 
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ついて、ＮＴＴ東西 14のシェアが高い水準で推移している。 
また、回線数シェアについても、ＮＴＴ東西のシェアが高い水準で推移している。 
なお、「電気通信事業分野における競争状況の評価２０１１」（平成２４年９月公表）にお

いては、戦略的評価として、「ＦＴＴＨ市場における事業者間取引の状況」についての分析

を行っている。このうち、ＮＴＴ東西による光ファイバの貸出回線数及び当該回線数のＮＴＴ

東西の保有光ファイバ回線数に占める割合（都道府県別）は、別添１のとおりである。 
 

（エ）市場集中度 
 

平成２４年１２月末時点におけるブロードバンドサービス等の市場集中度（ＨＨＩ15）は、

次のとおりである 16。 
 

 平成２４年１２月末 平成２３年１２月末 
（参考） 

平成２２年１２月末 
ＦＴＴＨサービス 5,516 5,721 5,718 
ＡＤＳＬサービス 3,284 3,268 3,257 
ＣＡＴＶインターネ

ットサービス 
2,645 2,604 2,541 

ＦＴＴＨ、ＡＤＳＬ、Ｃ

ＡＴＶインターネット

のサービス全体 

3,163 3,126 2,975 

移動体データ通信

サービス 
- - - 

 
このように、ＦＴＴＨサービスの市場集中度は若干減少しているものの、各ブロードバン

ドサービス等の市場集中度 17は、寡占的な市場で見られるような高い水準で推移してい

14 ＮＴＴ東日本（東日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。）及びＮＴＴ西日本（西日本電信電話株式会社

をいう。以下同じ。）をいう。以下同じ。 
15 ＨＨＩ（Herfindahl-Hirschman Index：ハーフィンダール・ハーシュマン指数）とは、当該市場における各事業

者の有するシェアの二乗和として算出される指標である。例えば、それぞれ４０％、２０％、１５％、１５％、１

０％の市場シェアを有する５事業者によって構成される市場のＨＨＩは、２，５５０（＝４０２＋２０２＋１５２＋１５２

＋１０２）と計算される。ＨＨＩは、完全競争的な市場における０に近い値から完全な独占市場における１０，００

０までの範囲の値をとる。 
16 サービス毎及びサービス全体でそれぞれ次の事業者を１社として算出を行っている。 

・ ＦＴＴＨサービス：ＮＴＴ東西、電力系事業者 
・ ＡＤＳＬサービス：ＮＴＴ東西 
・ ＣＡＴＶインターネットサービス：ジェイコムグループ、ＪＣＮグループ 

17 公正取引委員会「企業結合審査における独占禁止法の運用指針」（平成２３年６月改定）においては、市

場集中度について、次の考え方が示されている。 
・ 垂直型企業結合の場合 

企業結合後：シェア１０％以下、又はＨＨＩ２，５００以下（かつシェア２５％以下）「競争を実質的に制限

することとなるとは考えられない」 
企業結合後：ＨＨＩ２，５００以下（かつシェア３５％以下）「競争を実質的に制限することとなるおそれは
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る。 
 

ウ ブロードバンド利用環境に関する検証 
 
（ア）利用者料金 
 

主なブロードバンドサービス等の利用者料金の推移は、別添２のとおりである。 
ＦＴＴＨについては、近年、おおむね同水準で推移しているものの、集合住宅向けサービス

の料金はＡＤＳＬの料金と競争的な水準にあるといえるとともに、固定系通信事業者の一部

は、戸建て向けと集合住宅向けの双方について、料金の二段階定額制により、利用量の少

ない利用者が比較的低廉な料金でサービスを利用可能な料金プランを提供している。ＡＤＳ

Ｌについては、近年、伝送速度の高速化は見られず、料金水準にも大きな変化は見られな

い。ＣＡＴＶインターネットについては、最近では料金水準に大きな変化は見られない。 
移動体データ通信サービスについては、ＭＮＯ各社の提供するサービスに関し、基本使

用料は長期的に低廉化がみられるものの、この数年は同水準で推移している。他方、デー

タ定額通信料についてはほぼ変化がなく、むしろスマートフォンの利用を前提としたフルブラ

ウザ用料金がフィーチャーフォン向けブラウザ用料金よりも高く設定されている。また、ユー

ザ一人当たりの平均トラヒックが約１．６ＧＢ／月 18と推計される中で、ＭＮＯ各社のスマート

フォン用の定額制プランにおいては、通信速度が制限されない通信量の上限 19は一部の料

金プランを除き一律７ＧＢ／月 20となっており、平均トラヒックとの間に乖離が見られるところ

である。他方、ＭＶＮＯの中には、通信速度が制限されない通信量の上限を１ＧＢ／月や２Ｇ

Ｂ／月とした低中利用者向けのより低料金の定額プランを提供している者も存在する。 
さらに、ＭＮＯ２社は、３．９世代携帯電話サービスにおいて二段階定額制の料金プランも

提供しているが、高速・大容量サービスの提供が可能な３．９世代携帯電話サービスであっ

ても、その二段階定額制の上限に達する通信量は一律１５５ＭＢ／月となっており、上述の

ユーザ一人当たりの平均トラヒック推計の約１．６ＧＢ／月と比して低い通信量に設定されて

いる。 
このような中で、固定系通信事業者の一部は、新規加入者を対象とした割引キャンペーン

や、利用年数に応じて料金を割り引くサービスの提供を開始している。また、移動系通信事

業者の一部は、自社グループ内事業者又はＣＡＴＶ事業者等の固定系ブロードバンドサービ

スと組み合わせ、スマートフォンの料金の割引を行う固定系と移動系の連携サービスを展開

小さい」 
・ 水平的企業結合の場合 

企業結合後：ＨＨＩ１，５００以下、又はＨＨＩ１，５００超２，５００以下（かつＨＨＩ増分２５０以下）、又はＨＨＩ

２，５００超（かつＨＨＩ増分１５０以下）「競争を実質的に制限することとなるとは通常考えられない」 
18 総務省「無線ＬＡＮビジネス研究会」報告書（平成２４年７月公表）参考資料２「移動通信トラヒックの将来

動向」におけるスマートフォンのトラヒック需要の推計（平成２４年３月時点）による。 
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban04_03000093.html  
19 各社とも、通信速度制限が課された場合でも、追加料金を支払うことにより通信速度制限が解除できるよ

うに設定している。 
20 例えば、ＮＴＴドコモは、平成２４年１０月より通信速度が制限されない通信量の上限を３ＧＢ／月とする料

金プランも提供している。 
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している。これらサービス等がブロードバンド利用環境等に与える影響について、今後注視

していくことが必要である。 
なお、「電気通信サービスに係る内外価格差調査 －平成２３年度調査結果－」（平成２４

年８月公表）においては、ブロードバンドサービス等に係る東京と海外６都市の料金を比較し

ている。同調査結果においては、例えばＦＴＴＨについては、１Ｍｂｐｓ当たりに換算して比較

すると、調査対象事業者の戸建て向けと集合住宅向けサービスに関し、東京は共に低廉な

水準にあると評価している。他方、携帯電話の音声・メール・データ利用については、調査対

象事業者のフィーチャーフォンユーザとスマートフォンユーザに関し、東京は共に最も高い水

準にあると評価している 21。 
 

（イ）接続料と利用者料金との関係 
 

ＦＴＴＨサービス及びＡＤＳＬサービスに関するＮＴＴ東西の接続料の推移は、別添３のとお

りである。 
総務省は、「接続料と利用者料金との関係の検証（スタックテスト）の運用に関するガイド

ライン」（平成２４年７月改定）に従い、実績原価に基づき毎事業年度再計算して算定される

接続料の認可時及び対象となるサービスに係る接続料の認可時に、スタックテストを実施し

ている。平成２４年に認可を行った接続料については、同ガイドラインに基づく検証の結果、

いずれも利用者料金が接続料等を上回っており、かつ営業費相当分は基準値を上回ってい

る 22ため、妥当なものとなっている。 
 
（２）関係主体の取組に関する検証 
 

ア 未整備地域における基盤の整備に関する取組 
 

総務省は、情報通信利用環境整備推進交付金（平成２３年度予算額：２４．０億円、平

成２４年度予算額：１９．０億円）により、教育・医療等の分野における公共アプリケーショ

ンの導入を前提とした超高速ブロードバンド基盤の整備を行う地方公共団体等への支援

を実施している。同交付金を活用した地方公共団体による超高速ブロードバンド基盤の整

備世帯数は、２６，０００世帯程度を見込んでいる。 
また、平成２３年度税制改正により、超高速ブロードバンドを活用した教育・医療分野の

公共アプリケーションを公共施設に導入するために必要となる設備を取得した電気通信

事業者に対し、法人税及び固定資産税の特例措置を適用している。 
 

イ 公正競争環境の整備に関する取組 
 

（ア）業務委託先子会社等に対するＮＴＴ東西の監督義務の導入、ＮＴＴ東西の機能分離 

21 購買力平価による評価では、東京は共に平均的な水準にあると評価している。 
22 ＮＴＴ西日本のフレッツ光ライトについては、サービスの提供開始が平成２４年１月であり、サービスブラン

ド単位での営業費比率を算出できないことから、平成２４年度接続料の認可時には基準値の検証を行って

いない。 
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総務省は、業務委託先子会社に対するＮＴＴ東西の監督義務の導入、ＮＴＴ東西の機能

分離等を内容とする電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号。以下「事業法」という。）を

改正する法案を国会に提出し、当該法案の成立を受け、電気通信事業法施行規則（昭和

６０年郵政省令第２５号。以下「事業法施行規則」という。）の改正を行った（いずれも平成

２３年１１月３０日施行）。 
本制度整備を受けて、ＮＴＴ東西は、機能分離等を実施するための体制整備を行った。 
平成２４年６月、上記改正後の事業法第３１条第７項に基づき、ＮＴＴ東西より、業務委

託先子会社に対する監督の状況や、機能分離等の実施状況についての総務大臣への報

告が行われた。また、報告時点における監督対象子会社数は、ＮＴＴ東日本３２社、ＮＴＴ

西日本２０社となっている。 
 

（イ）ＮＴＴの業務規制手続の緩和 
 
総務省は、ＮＴＴ東西等が営むことのできる業務に関する規制手続を従来の認可制か

ら届出制に緩和すること等を内容とする日本電信電話株式会社等に関する法律（昭和５９

年法律第８５号。以下「ＮＴＴ法」という。）を改正する法案を国会に提出し、当該法案の成

立を受け、日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則（昭和６０年郵政省令第２３

号。以下「ＮＴＴ法施行規則」という。）の改正を行った（いずれも平成２３年１１月３０日施

行）。 
本制度整備を受けて、平成２５年３月までの間に、ＮＴＴ東日本は、サーバ設備を利用し

たアプリケーションサービス及びユーザデータの複製・保管サービスを含む５件の活用業

務の届出を行い、ＮＴＴ西日本は、インターネット接続回線上のサーバ設備を利用したアプ

リケーションサービスに関する活用業務の届出を行った。 
 

（ウ）平成２３年度以降の加入光ファイバ接続料の見直し 
 
平成２３年１月、ＮＴＴ東西より、平成２３年度以降の加入光ファイバ接続料に関し、一芯

接続料の段階的引下げ 23等を内容とする接続約款変更に係る認可申請が行われ、総務

省は、平成２３年３月に認可を行った。 
また、光配線区画の拡大とその補完的措置としてのエントリーメニューの早期導入が適

当との平成２４年３月２９日付け情報通信行政・郵政行政審議会答申を踏まえ、総務省は、

同日の平成２４年度一芯単位接続料に係る乖離額補正の認可の際にこれらを条件として

付した。 
これを踏まえ、平成２４年６月にＮＴＴ東西より加入光ファイバ接続料に係るエントリーメ

ニューについて、接続約款変更の認可申請が行われ、総務省は、平成２４年９月に認可

を行った。ＮＴＴ東西は、平成２５年３月から、エントリーメニューの提供を開始した。 
 

23 例えば、平成２５年度における戸建て向け一芯接続料は、対平成２２年度比でＮＴＴ東日本は２９％、ＮＴＴ

西日本は３１％の引下げを行うものとなっている。 
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（エ）ユニバーサルサービス制度の見直し 
 
ブロードバンドサービスが全国に普及するまでの移行期におけるユニバーサルサービ

ス制度の在り方に関する情報通信審議会答申（平成２２年１２月）を受けて、平成２３年４

月、総務省は、加入電話に相当する光ＩＰ電話をユニバーサルサービスの対象として追加

することを内容とする事業法施行規則等の一部改正を行った。 
 

（オ）ワイヤレスブロードバンドに関する取組 
 

総務省は、ワイヤレスブロードバンドの実現に向けた周波数再編の迅速化を図るため、

既存無線局の周波数変更等に要する費用について、携帯電話基地局等を新規に開設し

ようとする者が負担する制度の導入等を内容とする電波法（昭和２５年法律第１３１号）を

改正する法案を国会に提出し、当該法案は成立した（当該制度の導入関係規定について

は、平成２３年８月３１日施行）。これを受けて、当該制度を適用し、平成２４年３月、９００

ＭＨｚ帯周波数についてソフトバンクモバイルの特定基地局の開設計画を認定するととも

に、平成２４年６月、７００ＭＨｚ帯周波数について、ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ／沖縄セルラー電

話、イー・アクセスの特定基地局の開設計画を認定した。 
また、我が国への周波数オークション制度の導入についても検討するため、平成２３年

３月より、「周波数オークションに関する懇談会」を開催し、同年１２月には報告書が取りま

とめられた。同報告書の提言を踏まえ、総務省は、平成２４年３月に電波法の一部を改正

する法案を国会に提出したものの、この法案は、平成２４年１１月の衆議院解散に伴い廃

案となった。 
 

（カ）ブロードバンド普及促進のための競争政策の在り方についての検討 
 
平成２３年３月、総務省は、ブロードバンド普及促進のための競争政策の在り方につい

て情報通信審議会に諮問を行った。同審議会において、ＮＧＮのオープン化によるサービ

ス競争の促進、モバイル市場の競争促進、線路敷設基盤の開放による設備競争の促進

に関する方策等について検討が行われ、平成２３年１２月に答申「ブロードバンド普及促

進のための環境整備の在り方」（以下「ブロードバンド答申」という。）が取りまとめられた。

同答申を受けて、総務省は、ＮＴＴ東西に対して答申に掲げられた事項に関する検討状況

等の報告等を求める指導を行った。 
また、総務省は、第二種指定電気通信設備（以下「二種指定設備」という。）制度に係る

指定の閾値を端末シェア２５％から１０％に引き下げることを内容とする省令改正を行った。

これを踏まえ、端末シェアが１０％を超えるソフトバンクモバイルの設置する電気通信設備

の一部を二種指定設備として指定した 24。 

24 モバイル分野に関連する事業者の動向として、平成２４年１０月、ソフトバンクとイー・アクセスは経営統合

を行うことを公表し、平成２５年１月、イー・アクセスはソフトバンクの持分法適用関連会社となった。なお、「ブ

ロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度に基づく検証結果（平成２４年）（案）に対する意見募

集」（平成２５年１月２５日）において、本件に関連する意見が提出されているところ、当該意見及び総務省の

考え方は参考資料２の意見３９及び考え方３９のとおり。 
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さらに、次のガイドライン等の策定・改定を実施した。 
① 「電気通信事業法第３０条第１項の規定に基づく禁止行為等の規定の適用を受ける

電気通信事業者（移動通信分野における市場支配的な電気通信事業者）の指定に当

たっての基本的考え方」（平成２４年４月策定） 
② 「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」（平成２４年４月改定） 
③ 「事業者間協議の円滑化に関するガイドライン」（平成２４年７月策定） 
④ 「ＭＶＮＯに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」（平成

２４年７月改定） 
このほか、モバイル接続料算定の更なる適正性向上に向け、算定方法及びその検証

の在り方を検討するため、「モバイル接続料算定に係る研究会」を開催するとともに、ＮＴＴ

東西のメタル回線の接続料算定の在り方の更なる適正化に向け、「メタル回線のコストの

在り方に関する検討会」を開催している。 
 

（キ）競争評価の見直し 
 
総務省は、近年のメタル回線から光ファイバへのマイグレーションの進展、無線のブロ

ードバンド化、電気通信事業を巡るビジネスモデルの多様化等の新たな動向を踏まえ、平

成２４年２月に「電気通信分野における競争状況の評価に関する基本方針」の一部見直

しを行った。 
平成２３年度の競争評価は、この基本方針等に基づき、移動系のデータ通信を新たに

分析・評価の対象とした。その際、新たなビジネスモデルが登場していることを踏まえ、上

位・下位レイヤーの動向を補完的に勘案するとともに、ＦＴＴＨ市場についても、従来の指

標に加え、設備競争やサービス競争の状況、都道府県別の状況について可能な限り把

握し、分析を行った。また、戦略的評価として、ＦＴＴＨ市場における事業者間取引の分析

を行った。 
平成２４年度の競争評価においては、定点的評価については平成２３年度の競争評価

の枠組みを原則として維持しつつ、多様化・複雑化する電気通信サービスの市場への影

響を多様な側面から把握し、適切に分析していくため、移動系のデータ通信に関し、ＭＶＮ

Ｏの動向やＳＩＭロック解除の動向等を分析に当たっての基本データとして取り扱う等、基

本データの整理・拡充を図ることとしている。また、戦略的評価として、①移動系通信市場

における新規参入事業者の事業環境（供給側）、②市場間の連携サービスの利用動向

（需要側）、③固定ブロードバンド・モバイルインターネットの上流サービス利用分析をテー

マとすることとしている。 
 

ウ ＩＣＴ利活用の促進に関する取組 
 

（ア）医療分野におけるＩＣＴ利活用の促進に関する取組 
 
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（ＩＴ戦略本部）は、新たな情報通信技術

戦略（平成２２年５月同本部決定）及び工程表（平成２２年６月同本部決定、平成２３年８

月及び平成２４年７月改定）に基づき、医療情報化に関するタスクフォースにおいて、「どこ
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でもＭＹ病院」（自己医療・健康情報活用サービス）構想の実現、シームレスな地域連携医

療の実現、レセプト情報等の活用による医療の効率化等に向けた取組を進めている。 
総務省は、これらに関する取組のほか、厚生労働省と連携し、平成２３年度補正予算

及び平成２４年度予算等により、東日本大震災の被災県における切れ目のない医療提供

体制の復興を促進するため、ＩＣＴを活用した災害に強い地域医療情報連携基盤の整備を

支援している。 
 

（イ）教育分野におけるＩＣＴ利活用の促進に関する取組 
 
総務省は、ＩＴ戦略本部の工程表などで定めた、ＩＣＴを活用した、「２１世紀にふさわしい

学校教育の実現」共通の政府目標に向けて、文部科学省「学びのイノベーション事業」と

同一の実証校２０校において、「フューチャースクール推進事業」を実施している。 
総務省「フューチャースクール推進事業」は、平成２２年度から、児童・生徒１人１台のタ

ブレットＰＣ等を配備し、無線ＬＡＮ環境を構築し、それを活用した授業を実践して、主に情

報通信技術面からの検証を行っており、平成２３年度からは、デジタル教科書・教材を活

用した教育の効果・影響の検証、指導方法の開発、モデルコンテンツの開発等を行う文部

科学省「学びのイノベーション事業」と連携して実証研究を行っている。 
 

（ウ）行政分野におけるＩＣＴ利活用の促進に関する取組 
 
平成２３年８月、ＩＴ戦略本部は、電子行政に関する基本方針、新たなオンライン利用に

関する計画及び行政キオスク端末のサービス拡大に関するロードマップを決定した。 
これらを踏まえ、電子行政に関するタスクフォースにおける検討等、政府におけるＩＴガ

バナンスの確立・強化、国民ＩＤ制度・企業コード等、行政サービスのオンライン利用、行政

サービスのアクセス向上、オープンガバメント等に関する取組を行っている。 
平成２４年には、オープンガバメントに関する取組として、７月に「電子行政オープンデ

ータ戦略」を策定したほか、政府全体として制度・業務プロセス改革に資する電子行政の

合理化・効率化・高度化の取組を迅速かつ強力に推進するため、８月に政府ＣＩＯを設置

する等の取組を行っている。 
 

（エ）その他ＩＣＴ利活用の促進に関する取組 
 
平成２３年８月、ＩＴ戦略本部は、ＩＣＴの利活用を阻む規制・制度等の見直しを図るため、

計３６項目について各府省の今後の取組を明確化した情報通信技術利活用のための規

制・制度改革の対処方針等を決定した。 
その後、ＩＴ戦略本部においては、上記対処方針の実施状況について、平成２４年６月

及び９月の２回にわたりフォローアップを実施した。 
平成２４年６月のフォローアップにおいては、全３６項目を６０の取組に分類した上で、実

施状況の検証・評価を行ったところ、「Ｓ」評価（実施済み・解決済み）が１件、「Ａ」評価（実

施済み）が２５件、「Ｂ」評価（未実施（一部措置済みを含む。））が２０件、「Ｃ」評価（検討済、

未実施）が２件となった（他は「－」（評価不能）とされた１２件）。 
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また、平成２４年９月のフォローアップにおいては、同年６月に実施したフォローアップで

「Ｓ」又は「Ｃ」と評価された３項目以外の３３項目について、５７の取組に分類した上で、同

年９月末までの実施内容と今後の実施スケジュールについて把握し、評価を行ったところ、

「Ｓ」評価が１件、「Ａ」評価が２５件、「Ｂ」評価が１４件、「Ｃ」評価はなしとなった。フォロー

アップ結果においては、「「－」の１７件を除くと、「Ｓ」または「Ａ」評価が前回のフォローアッ

プ時点（約５割）から増加し約７割を占めていることから、概ね、対処方針に沿って取り組

みが推進されていることが確認できた」とした上で、「「Ｂ」評価も前回フォローアップ時点

（約４割）から減少しているものの、依然約３割を占めていることから、引き続き、これらの

取り組みについては、その取り組みを推進する上での課題を明らかにするとともに、これ

らの課題の解決に向け、取り組みを推進していくことが必要である」としている。 
 
２ ＮＴＴ東西等における規制の遵守状況等の検証 
 

上記のとおり、「ＮＴＴ東西等における規制の遵守状況等の検証」については、意見及び再意

見の募集を行ったところであるが、本文中括弧書きで付している意見番号は、参考資料１の意

見番号に対応するものである。 
 
（１）第一種指定電気通信設備に関する検証 

 
ア 指定要件に関する検証 
 

検証の結果、第一種指定電気通信設備（以下「一種指定設備」という。）の指定は、事業

法第３３条第１項及び事業法施行規則第２３条の２第２項及び第３項に規定された指定の要

件に基づき適切に行われていると認められる。なお、当該検証について、寄せられた主な個

別意見とそれに対する考え方は次のとおり。 
 

指定しない設備を具体的に列挙する方式（ネガティブリスト方式）を維持すべき、端末

系伝送路設備の種別（メタル・光）を区別せず指定することを維持すべき等の指摘（意見７）

について 
 
現行の一種指定設備の指定については、情報通信審議会答申「コロケーションルール

の見直し等に係る接続ルールの整備について」（平成１９年情通審第３４号。以下「３月答

申」という。）において、伝送路設備及び交換等設備に対する指定方法をネガティブリスト

方式（指定しない設備を具体的に列挙する方式）からポジティブリスト方式（指定する設備

を具体的に列挙する方式）に変更した場合、ボトルネック性を有する設備であるにもかか

わらず一定期間指定されない場合が生じ得るため、電気通信市場の健全な発達が損な

われる可能性がある旨が示されているところである。 
昨年度の競争セーフガード制度に基づく検証結果では、ネガティブリスト方式の採用が

ＮＴＴ東西による迅速なサービス提供等に対し重大な支障となっているという事実は認め

られないとしたところである。 
この点については、新たに導入する設備は、アクセス回線と一体的に機能する蓋然性
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は高いものと考えられることに加え、競争セーフガード制度及び本公正競争レビュー制度

において毎年度指定対象設備を検証していることを踏まえると、現行の指定方法は、「必

要以上の設備を指定電気通信設備として指定することは回避されなければならない」とす

る３月答申の趣旨に反しているものではなく、一種指定設備制度の趣旨に照らして妥当で

ある。 
端末系伝送路設備については、昨年度の競争セーフガード制度に基づく検証結果にお

いて、メタル・光の種別を区別せずに一種指定設備として指定することは、①共に利用者

から見て代替性の高いブロードバンドサービスの提供に用いられていること、②既存の電

柱・管路等の共通の線路敷設基盤の上に敷設されていること、③実態としてＮＴＴ東西は

メタル回線を光ファイバ回線に更新する際のコスト・手続の両面において優位性を有して

いること等に鑑みれば、合理性があると認められるとの考え方を示したところである。 
また、ボトルネック性の判断に当たり、ブロードバンドに利用されていないＣＡＴＶ回線や

高速無線アクセス回線については、利用者からみてメタル回線で提供されるサービスと代

替性があるとは必ずしもいえない点で異なることから、これらを含めて判断することは適

当でない。 
ＮＴＴ東西の今回の意見や、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行に伴うアクセス回線の移行の進

展状況を考慮しても、この考え方を変更すべき特段の事情は依然認められないことから、

端末系伝送路設備については、引き続きメタル・光の種別を区別せずに一種指定設備と

して指定することが適当である。 
 
イ 指定の対象に関する検証 
 

検証の結果、一種指定設備の指定の対象は、事業法第３３条第１項及び事業法施行規

則第２３条の２第４項に基づき、平成１３年総務省告示第２４３号により適切に行われている

と認められる。なお、当該検証について、寄せられた主な個別意見とそれに対する考え方は

次のとおり。 
 
（ア） 加入者光ファイバについて、一種指定設備の対象から除外すべきとの指摘（意見１３）

について 
 

昨年度の競争セーフガード制度に基づく検証結果では、ＮＴＴ東西は、全加入者回線の

９割以上の回線を有しており、競争事業者にとって、ＮＴＴ東西の光ファイバを利用するこ

とが欠かせないことから、加入光ファイバを引き続き一種指定設備に指定することが適当

としたところである。 
以上の状況は現時点においても変わりはないことから、加入光ファイバを引き続き一種

指定設備に指定することが適当である。 
 
（イ） マンション向け屋内配線について一種指定設備の対象とすべきとの指摘（意見１６）に

ついて 
 

マンション向け光屋内配線の３種類の設置形態のうち、光ファイバを用いて各利用者宅
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まで屋内配線を敷設する方式である光配線方式の割合は約２３％（ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西

日本）（いずれも平成２４年３月末時点）に留まっており、ＮＴＴ東西のＦＴＴＨシェアとマンシ

ョン向け屋内配線のシェアは依然連動しているとはいえず、光屋内配線の法的位置付け

を変えるまでには至っていないと考えられることから、一種指定設備として指定する必要

性については、現時点では認められず、引き続き状況を注視していくこととする。 
 
ウ アンバンドル機能の対象に関する検証 
 

検証の結果、一種指定設備を設置する電気通信事業者（以下「一種指定事業者」という。）

が、事業法第３３条第３項第１号ロの規定に基づき、接続料規則（平成１２年郵政省令第６４

号）第４条に規定されている機能ごとの接続料について、適切に接続約款に定められている

と認められる。なお、当該検証について、寄せられた主な個別意見とそれに対する考え方は

次のとおり。 
 

（ア） ＮＧＮ等に係るアンバンドル機能のうち、機能の提供開始以降、実需や他事業者によ

る利用実績がない機能については、早急にアンバンドル機能の対象から除外すべきとの

指摘（意見２０）について 
 

収容局接続機能については、情報通信審議会答申「次世代ネットワークに係る接続ル

ールの在り方について」（平成２０年３月２７日情審通第５３号。以下「ＮＧＮ答申」という。）

において示されたとおり、①競争事業者からはアンバンドルして提供することが求められ

ていること、②今後、ＡＤＳＬからＦＴＴＨへのマイグレーションが進展する中で、アクセス回

線での設備競争・サービス競争の激化が想定されるが、それに伴い、他事業者が自ら調

達したアクセス回線等を収容ルータに接続する形態が増えていくことも想定されること、③

また、ＮＧＮは、今後我が国の基幹的な通信網となることが想定され、新たな機能や今後

段階的に追加される機能等を活用した事業展開の機会が拡大するものと考えられるが、

その際、既存の地域ＩＰ網で存在していた収容局接続による接続形態を用意しておくこと

が、事業者による創意工夫を活かした多様な利用形態でのＮＧＮへの参入を促進すると

考えられることから、フレッツサービスに係る機能のアンバンドルは当面必要とされたとこ

ろである。 
また、同機能については、ブロードバンド答申において、「地域ＩＰ網と異なり１００Ｍとい

った小口の接続料単位のメニューが存在せず、その分獲得する必要のあるユーザ数が

多くなること等から、接続事業者が収容局接続機能を利用して電話サービスやインターネ

ット接続サービス等を提供することについては一定の課題がある」とされ、「接続料設定単

位の多様化等の必要なオープン化について検討を行うことが適当」とされたところである。 
ＮＧＮ答申における②及び③については現時点においても依然として妥当であり、かつ、

ブロードバンド答申においても今後の利用に向け、上記のような課題が挙げられているこ

とから、収容局接続機能については、引き続きアンバンドルの対象とすることが適当であ

る。 
中継局接続機能については、ＮＧＮ答申において示されたとおり、①地域ＩＰ網では、既

に中継局接続に該当していたＩＰｖ６サービスはアンバンドルされた機能を用いて接続料を
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互いに支払ってサービス提供をしており、②また、ＮＴＴ東西のＮＧＮ間のＩＰ電話サービス

の提供は中継局接続の形態のみで行われている。③更に今後ＰＳＴＮからＩＰ網へとネット

ワーク構造が変化するに伴い、他事業者のネットワークとの接続も、ＩＧＳ接続が減少し中

継局接続が増えていくことが想定される。 
また、同機能については、ブロードバンド答申において、「現在のＮＧＮの中継局接続機

能は、ＩＧＳ接続機能やＰＳＴＮにおけるＧＣ・ＩＣ接続機能と異なっており、この点がＩＰ網同

士の直接接続の実現に向けた課題となっている可能性がある」、「ブロードバンド普及促

進のためには、ＰＳＴＮ又はメタル回線において確保されていた公正競争環境の後退を極

力招かないことや、事業者の積極的なＩＰ網への移行が妨げられないことが重要であると

考えられる。また、ＮＧＮならではの多種多様なサービスの提供を通じたユーザ利便の向

上が図られることも重要である。以上から、ＮＧＮ又は光ファイバ回線においても実質的な

公正競争環境を確保する必要がある」とされており、これらを踏まえ、「ＮＴＴ東西のＮＧＮ

と接続事業者のＩＰ網の直接的な相互接続性を確保し、接続事業者のネットワークのＩＰ網

への積極的な移行を促す観点から、現在の中継局接続機能の更なるオープン化（設定単

位の細分化・柔軟化、インターフェースの多様化）を図るために必要な措置をとることが適

当」とされたところである。 
ＮＴＴ東西のＮＧＮ間の接続においては現に中継局接続機能が相互に利用されており、

ＮＧＮ答申においてＩＰ網同士の直接接続の実現に向けた課題が挙げられ、現在それを踏

まえた検討が進められていることから、中継局接続機能については、引き続きアンバンド

ルの対象とすることが適当である。 
 
（イ） コロケーションについて改善すべきとの指摘（意見２２）について 
 

ブロードバンド答申で示されたとおり、コロケーションスペースに空きがないとの理由に

より接続事業者が自らの設備を設置できない場合には、接続事業者の自由なサービス提

供や十分な展開ができず、結果として光サービスなどへの円滑な移行に影響が生じる可

能性があることは否定できない。 
同答申においては、「まずは、総務省において、ＮＴＴ局舎のうちどの程度が長期間Ｄラ

ンクのままとなっているか、どういった地域でＤランクの局舎が多いのかといった点につい

て具体的に把握することが適当」とされていたところである。 
以上を踏まえ、平成２４年８月に開催された情報通信審議会電気通信事業政策部会電

話網移行円滑化委員会において、Ｄランク局舎に係る調査結果を報告するとともに、平成

２４年１０月１８日に平成１３年総務省告示第３９５号（電気通信事業法施行規則第２３条

の４第３項の規定に基づく情報の開示に関する件）を改正し、ＮＴＴ東西に対し、コロケー

ションスペースの空きがない局舎について新たに空きが生じる場合に、その予定時期の

開示を義務付けることとしたところである。 
 

エ その他 
 

上記のほか、一種指定設備に関する主な意見に対する検証結果は次のとおりである。 
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光配線区画の適正化について、ＮＴＴ東西が自ら利用する光配線区画も含めて行われ

るべきであり、総務省において光配線区画の適正化状況等について検証し、不十分な場

合には、是正措置を講じるべきとの指摘（意見２８）について 
 

光配線区画の見直しの状況については、情報通信行政・郵政行政審議会答申を踏ま

え、平成２４年度の加入光ファイバ接続料に係る接続約款変更認可申請（補正）の認可に

当たり、ＮＴＴ東西に対し、光配線区画の見直しが完了するまでの間、半年ごとに総務省

に報告を行うことを条件として付した。当該報告には、ＮＴＴ東西の既存の光配線区画に

関する状況についても含まれるものである。 
今後とも、ＮＴＴ東西からの他事業者向けの新たな配線区画導入に係るトライアルに関

する状況報告等を踏まえ、総務省において、見直しの状況を注視するとともに、情報通信

行政・郵政行政審議会に対し適宜の時期に報告することとする。 
 

（２）第二種指定電気通信設備に関する検証 
 

検証の結果、二種指定設備の指定は、事業法第３４条第１項及び事業法施行規則第２３

条の９の２第２項、第３項及び第４項に規定された指定の要件に基づき適切に行われている

と認められる。なお、当該検証について、寄せられた主な個別意見とそれに対する考え方は

次のとおり。 
 
（ア） 二種指定設備を設置する電気通信事業者（以下「二種指定事業者」という。）の接続

料等に関して、届出前の説明を二種指定事業者に義務付けるなど、接続事業者が関与

できる仕組みを整えるべきとの指摘（意見３２）について 
 
二種指定事業者の接続料等に係る接続協議については、接続料の算定根拠等の情報

開示に係る考え方等を明確化する観点から、平成２４年７月に「事業者間協議の円滑化

に関するガイドライン」（以下「円滑化ガイドライン」という。）を策定したところであり、同ガイ

ドラインの運用状況を注視していくこととする。 
なお、円滑化ガイドラインに示されているとおり、二種指定事業者は、接続協定の締結

又は変更に係る協議の円滑化の観点から、接続約款の届出に先立って十分な事業者間

協議を行うことが望ましい。また、接続約款の届出が完了していることや当該届出に係る

手続の過程で総務省への一定の情報開示がなされていることのみをもって、直ちに接続

事業者に対する接続料の算定根拠に係る説明が不要となるものではなく、算定根拠に係

る必要な情報開示を接続事業者に行うことが望ましい。 
 
  （イ） 他の二種指定事業者に比べ接続料水準が高止まりし続けている二種指定事業者に

ついて、算定根拠を必ず提示させる等、接続料水準の透明性・適正性確保に必要な措置

を講ずべきとの指摘（意見３３）について 
     

双務的に接続料の算定根拠の情報開示を行うべきとの意見については、円滑化ガイド

ラインにおいて「一方の事業者が他方の事業者と異なる水準の接続料を設定する場合で
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あって、接続料の水準について当事者間で十分な合意が成立しない場合には、当該水準

の接続料を設定する理由について、必要に応じ、当事者間で守秘義務を課すなどの措置

を講じた上で、算定根拠に係る情報を一定程度開示しつつ説明するとともに、協議を行う

ことが望ましい」とされており、同ガイドラインの運用状況を注視していくこととする。 
総務省において必要な検証を行った上で必要な措置をとるべきとの意見については、

二種指定事業者については、「第二種指定電気通信設備制度の運用に関するガイドライ

ン」（平成２３年５月改正）において、「総務省は、当該接続料の算定がガイドラインに示す

考え方に沿ったものであるか否かについて、必要な検証を行うこと」とされており、総務省

は同ガイドラインに基づき必要な検証を行うこととする。 
 
（３）禁止行為に関する検証 
 

本件について、主な意見に対する検証結果は次のとおりである。 
 

ア 第二種指定電気通信設備に係る禁止行為規制の適用事業者の指定要件に関する検証 
 

 市場環境の変化に鑑み、ＫＤＤＩ及びソフトバンクモバイルを禁止行為規制の対象に

追加すべき、又は、携帯電話事業者間で規制格差を設けなければならない程の市場

支配力の差は存在しないため、非対称規制となっている禁止行為規制は撤廃すべきと

の指摘（意見３４、３５）について 
 

ＫＤＤＩ及びソフトバンクモバイルに対する禁止行為等規制の適用については、事業

法第３０条第１項の規定の趣旨及び「電気通信事業法第３０条第１項の規定に基づく禁

止行為等の規定の適用を受ける電気通信事業者（移動通信分野における市場支配的

な電気通信事業者）の指定に当たっての基本的考え方」に示す考え方に照らし、市場

シェアの順位が１位の電気通信事業者との市場シェアの格差等に鑑みれば、現時点に

おいて、ＫＤＤＩ及びソフトバンクモバイルを禁止行為等規制の対象として指定する必要

性は認められない。 
ＮＴＴドコモに対する禁止行為等規制の適用については、ブロードバンド答申におい

て、「ＮＴＴドコモの市場シェア等を考慮すると、同社とその関係事業者との排他的な提

携を通じた特定の者に対する不当な差別的取扱いを禁止することは、公正競争環境確

保にとって引き続き重要である」とされたところであり、その後の市場シェアの変化等を

勘案しても、ＮＴＴドコモに対する規制適用の必要性が著しく低下するまでの市場環境

の変化は認められないことから、現時点においては、引き続き、非対称規制として維持

していくことが適当である。 
ただし、近年のモバイル市場における環境変化を踏まえ、今後とも状況を注視してい

くことが重要であり、平成２６年を目途として実施する包括的な検証において、既存の市

場構造や考え方を前提とした競争ルールに制度的課題が生じていると認められる場合

には、必要に応じ、禁止行為等規制の見直しについても検討することとする。 
 
イ 指定電気通信設備制度における禁止行為規制の運用状況に関する検証 
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（ア） ＮＴＴ東西の県域等子会社におけるＮＴＴドコモの商品の販売等、ＮＴＴ東西の県域等

子会社において禁止行為規制の潜脱行為が行われており、禁止行為規制の対象に県

域等子会社を追加する等の措置を講ずべきとの指摘（意見３７）について 
 

ＮＴＴ東西の県域等子会社におけるＮＴＴドコモの商品の販売については、平成２０年

度の競争セーフガード制度に基づく検証結果に基づき総務省がＮＴＴ東西に対して行っ

た要請等を踏まえ、総務省は、県域等子会社において、ＮＴＴ東西からの受託業務とＮ

ＴＴドコモからの受託業務等について、組織を分け、会計を整理し、ＮＴＴドコモとの排他

的な共同営業を行わない等の措置が講じられていることを引き続き確認している。 
加えて、総務省は、事業法第３１条第７項の規定に基づくＮＴＴ東西からの報告等に

より、県域等子会社を含む業務委託先子会社等との間の委託契約において、業務委

託先子会社等に対して禁止行為を防止するための措置が義務付けられ、全社員を対

象とした禁止行為防止等のための研修の実施、他事業者情報等の適正な取扱いに係

る管理体制の構築といった措置が講じられていることを確認している。 
以上により、ＮＴＴ東西に課せられている規制の趣旨を徹底するための一定の措置

が講じられており、直ちに追加の措置が必要とは認められない。 
ただし、これらの措置が徹底されない場合には、県域等子会社において当該規制を

潜脱するおそれがあるため、当該措置の徹底について、その状況を引き続き注視して

いくこととする。 
 

（イ） ＮＴＴ東西の１１６窓口において、接続関連情報を基にした不適切な営業行為が継続

的に生じているため、従前の措置内容の適正性及び妥当性について再検証すべきと

の指摘（意見３８）について 
 

総務省は、ＮＴＴ東西において、ＮＴＴ西日本に対する業務改善命令（平成２２年２月）

等を受け、同年５月に顧客情報管理システムの改修及び閲覧規制を実施し、１１６窓口

において接続関連情報を取り扱うことがないよう措置を講じていることについて報告を

受けてきたところである。 
また、接続関連情報を適正に管理するための体制の整備について、ＮＴＴ東西にお

いて講じられた措置及びその実施状況については、事業法第３１条第７項の規定に基

づき平成２４年６月にＮＴＴ東西から報告を受け、総務省においては、講じられた措置及

びその実施状況について検証を行い、また、必要に応じて講じられた措置内容の視認

等を行ったところである。 
これらの結果、ＮＴＴ東西において１１６窓口における接続関連情報を用いた営業活

動の発生を防止するための一定の措置が講じられており、直ちに追加の措置が必要と

は認められない。 
ただし、これらの措置が徹底されず、ＮＴＴ東西の１１６窓口において他事業者情報の

目的外利用が行われた場合には、事業法第３０条第３項第１号及び第３１条第５項に抵

触するおそれがあるため、当該措置の徹底について、その状況を引き続き注視していく

こととする。 
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（ウ） ブロードバンドの利活用促進及び利用者利便の向上を図るために、現行の規制のう

ち時代にそぐわない規制は撤廃又は廃止すべきとの指摘（意見４０）について 
 

禁止行為等規制を含む指定電気通信設備制度及びＮＴＴ等に係る累次の公正競争

要件については、ブロードバンド答申において示された方針に従い、本公正競争レビュ

ー制度を通じて引き続きその遵守状況を検証すること等により、公正競争環境を担保し

ていくことが適当である。 
その上で、平成２６年を目途として実施する包括的な検証において、既存の市場構

造や考え方を前提とした競争ルールに制度的課題が生じていると認められる場合には、

ＮＴＴの在り方のほか、指定電気通信設備制度及びＮＴＴ等に係る累次の公正競争要件

を中心として構成されている競争ルール全体の見直しについても検討することとする。 
 
（エ） ＮＴＴファイナンスへの料金業務の移管に関して、総務省における判断基準・検証方

法を公開するとともに、審議会等の公の場で議論すべきとの指摘（意見４１、４５、５５）

について 
 

ＮＴＴグループの電気通信役務の料金等に係る業務をＮＴＴファイナンスに移管するこ

とについては、平成２４年３月２３日付けで、ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本、ＮＴＴコミュニケ

ーションズ、ＮＴＴドコモ及びＮＴＴファイナンスに対し、ＮＴＴ法によりＮＴＴ東西に課されて

いるユニバーサルサービス確保の責務に係る規定、各事業会社に課した累次の公正

競争確保のための措置、事業法により各事業会社に課されている料金規制及び消費

者保護ルール並びに市場支配的な電気通信事業者に課されている行為規制等の趣旨

が引き続き確保されるよう、適切な措置を講じ、又はＮＴＴファイナンスに講じさせるとと

もに、講じた措置の内容について毎年度報告することを要請した。 
総務省は、同年６月に各事業会社から当該要請に基づく報告を受け、上述の要請の

趣旨を満たす措置が講じられているか否かの観点から、報告書の精査や、ＮＴＴ持株や

各事業会社等へのヒアリング（執務室及び顧客管理システム端末等の視認を含む。）を

通じ、料金業務のＮＴＴファイナンスへの移管（同年７月１日）までに、報告内容の妥当

性等について確認した。これらの結果、上述の要請の趣旨を満たすための一定の措置

が講じられており、直ちに追加の措置が必要とは認められない。 
ただし、各社において、これらの措置が徹底されない場合、上述の規制等の趣旨に

抵触又は潜脱するおそれがあるため、当該措置の徹底について、その状況を引き続き

注視し、平成２６年を目途として実施する包括的な検証において、既存の市場構造や考

え方を前提とした競争ルールに制度的課題が生じていると認められる場合には、ＮＴＴ

の在り方のほか、指定電気通信設備制度及び累次の公正競争要件を中心として構成

されている競争ルール全体の見直しについても検討することとする。 
各事業会社からの報告内容や、総務省における検証の際の判断基準・検証方法・検

証結果を公開して外部検証性を確保すべきとの意見については、総務省において、各

事業会社からの報告内容をインターネット上に公表するとともに、平成２４年８月、情報

通信審議会電気通信事業政策部会ブロードバンド普及促進のための競争政策委員会
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の議題の１つとして取り上げられ、総務省より、要請の内容のほか、総務省における検

証の際の判断基準・検証方法・検証結果に関し、上述の確認内容について説明を行い、

その妥当性等について同委員会で討議が行われたところである。 
今後も引き続き、各事業会社からの報告内容について、総務省において公表してい

くが、各社に要請した措置が徹底されない場合等には、必要に応じて、改めて公の場に

おいて検証を行うことが必要と考えられる。 
 

ウ 特定関係事業者制度に係る禁止行為規制の運用状況に関する検証 
 

公正競争環境を確保するために、ＮＴＴドコモ及びＮＴＴファイナンスをＮＴＴ東西の特

定関係事業者に追加すべき、また、脱法的なグループ連携を防止する規制整備等の

検討等も行うべきとの指摘（意見４４）について 
 

ＮＴＴ東西の特定関係事業者として指定する対象については、まずは本公正競争レ

ビュー制度等の運用を通じ、事業法第３０条第３項に係る禁止行為等規制の適用のみ

によっては公正競争環境を十分に担保し得ないか否かを検証することが適当であるが、

現時点においては、現行の指定対象を直ちに見直すまでの必要性は認められない。 

また、電気通信事業者ではないＮＴＴファイナンス等については、現在の事業法にお

いては、特定関係事業者として指定する対象となるものではない。 

ただし、ＮＴＴグループの業務統合や連携については、その状況を引き続き注視し、

平成２６年を目途として実施する包括的な検証において、既存の市場構造や考え方を

前提とした競争ルールに制度的課題が生じていると認められる場合には、必要に応じ、

禁止行為等規制の見直しについても検討することとする。 

 
（４）業務委託先子会社等監督の運用状況に関する検証 
 

本件について、主な意見に対する検証結果は次のとおりである。 
 

（ア） 禁止行為規定遵守措置等報告書に関して情報開示が不十分、また、当該報告書に

認められる課題について、総務省は、厳格な調査・検証及びそれに基づく是正措置を

講ずるべきとの指摘（意見４６、４８）について 

 

事業法第３１条第３項の規定の遵守のためにＮＴＴ東西が講じた措置及びその実施

状況については、同条第７項及び事業法施行規則第２２条の８の規定により、平成２４

年６月にＮＴＴ東西から総務大臣に対して、その具体的な内容が報告されており、総務

省においては、報告された事項のうち、公にすることにより、特定の者の権利、競争上

の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる情報を除き、全てを公表

しているところであり、これにより、ＮＴＴ東西が講じた措置についての外部からの客観

的な検証可能性を担保している。 
また、総務省において、ＮＴＴ東西が講じた措置及びその実施状況に関し、ＮＴＴ東西

からの報告に基づき厳格に検証を行うとともに、必要に応じて講じられた措置内容の確
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認（視認等を含む。）を行い、それぞれにおいて禁止行為等規制に抵触又は潜脱する

行為が行われることを防止するための一定の措置が講じられていることを確認してい

る。 
ただし、ＮＴＴ東西において上述の措置が徹底されない場合には、監督対象子会社

等において禁止行為等規制に抵触又は潜脱する行為が行われ、公正競争環境を阻害

するおそれがあることから、当該措置の徹底について、その状況を注視していくとともに、

ＮＴＴ東西から総務大臣に毎年度報告される内容等に基づき、引き続き厳格な検証を

行っていく。 
 

（イ） 監督対象子会社からの再委託先、再々委託先等を通じて反競争的行為が行われる

おそれがあるため、再委託先等についても、監督対象に追加すべきとの指摘（意見４７）

について 

 
事業法施行規則第２２条の８第２号イ（３）の規定により、一種指定事業者に対し、監

督対象子会社における再委託の有無を総務大臣へ報告することを義務付けており、総

務省においては、再委託の有無に応じ、例えば、当該子会社に対する委託契約の内容、

再委託に係る規定等の確認を通じて、当該子会社に対する必要かつ適切な監督が行

われているか否かについて検証し、必要に応じて措置を講ずることが可能である。 
この点、総務省は、事業法第３１条第７項及び事業法施行規則第２２条の８の規定に

よる平成２４年６月のＮＴＴ東西からの報告等により、ＮＴＴ東西の監督対象子会社が再

委託先の選定・変更を行うに当たっては、禁止行為の禁止徹底の適正な管理、運営が

できることを要件としているとともに、ＮＴＴ東西の承諾を義務付けている等、再委託先

において禁止行為等規制を潜脱する行為が行われることを防止するための一定の措

置が講じられていることを確認しているところであり、直ちに再委託先等を監督対象に

追加するまでの必要性は認められない。 
 
（５）機能分離の運用状況に関する検証 
 

本件について、主な意見に対する検証結果は次のとおりである。 
 

（ア） 禁止行為規定遵守措置等報告書に関して情報開示が不十分、また、当該報告書に

認められる課題について、厳格な調査・検証及びそれに基づく是正措置を講ずるべき

との指摘（意見４３、４９、５２）について 

 

事業法第３１条第５項の規定の遵守のためにＮＴＴ東西が講じた措置及びその実施

状況については、同条第７項及び事業法施行規則第２２条の８の規定により、平成２４

年６月にＮＴＴ東西から総務大臣に対して、その具体的な内容が報告されており、総務

省においては、報告された事項のうち、公にすることにより、特定の者の権利、競争上

の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる情報を除き、全てを公表

しているところであり、これにより、ＮＴＴ東西が講じた措置について外部からの客観的

な検証可能性を担保している。 
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また、総務省においては、ＮＴＴ東西が講じた措置及びその実施状況に関し、ＮＴＴ東

西からの報告に基づき厳格に検証を行うとともに、必要に応じて講じられた措置内容の

確認（視認等を含む。）を行い、それぞれにおいて禁止行為等規制に抵触又は潜脱す

る行為が行われることを防止するための一定の措置が講じられていることを確認してい

る。 
ただし、ＮＴＴ東西において上述の措置が徹底されない場合には、接続関連情報の

目的外利用が行われ、公正競争環境を阻害するおそれがあることから、当該措置の徹

底について、その状況を注視していくとともに、ＮＴＴ東西から総務大臣に毎年度報告さ

れる内容等に基づき、引き続き厳格な検証を行っていく。 
 

（イ） 設備構築情報の扱いの同等性、開通までの期間の同等性、アンバンドル機能の利用

条件の同等性等に関するデータを検証基準として予め規定すべきとの指摘（意見５０）

について 

 

ＮＴＴ東西設備部門が他の電気通信事業者との間において実施した手続の実施の経

緯及び当該手続に係る接続条件が接続約款等の規定によるものであること並びにＮＴ

Ｔ東西設備部門が、設備部門以外の部門との間で実施した手続の実施の経緯及び当

該手続に係る条件が接続約款等の規定に準ずるものであることについて、事業法第３

１条第７項及び事業法施行規則第２２条の８の規定により、平成２４年６月にＮＴＴ東西

から総務大臣に対して、その具体的な内容が報告されており、総務省において検証を

行った結果、一種指定設備をＮＴＴ東西が自ら利用する場合と接続事業者が利用する

場合とで一定の同等性が確保されていると考えられる。 
総務省においては、ＮＴＴ東西から総務大臣に毎年度報告される内容等に基づき、厳

格な検証を行っていく。 
 
（６）日本電信電話株式会社等に係る公正競争要件の検証 
 

本件について、主な意見に対する検証結果は次のとおりである。 
 

（ア） 販売代理店等において、加入者情報や接続関連情報の流用の疑念が拭いきれない

ほか、他事業者のサービスに関して誤認を招く不適切な営業活動が行われているため、

ＮＴＴ東西による販売代理店等の管理監督の徹底等が必要との指摘（意見５３）につい

て 

 

ＮＴＴ東西によれば、販売代理店に対し、加入電話の加入者情報や接続関連情報を

提供している事実はなく、各代理店において独自の情報に基づいて営業活動を展開し

ているとしており、また、営業マニュアルを策定の上、研修等を通じて適正な営業活動

に関して指導徹底をするとともに、場合に応じて契約解除を行う規定を設ける等、販売

代理店に対して厳格な対応を実施しているとしている。 
総務省においても、ＮＴＴ東西が販売代理店との間で締結する契約書等に関し、利用

者に対する正確な社名等の伝達の義務付け、事実と異なる説明の禁止、取次業務を
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通じて知り得た顧客情報の目的外利用の禁止、違反行為があった場合の措置を規定

していること、ＮＴＴ東西において販売代理店に対して営業に関する研修・指導を実施し

ていること等について確認した。 
以上により、ＮＴＴ東西において販売代理店等における加入者情報及び接続関連情

報の流用並びに不適切な営業活動を防止するための一定の措置が講じられており、直

ちに追加の措置が必要とは認められない。 
ただし、上述の措置が徹底されない場合には、加入電話等の加入者情報や接続関

連情報の流用等が行われ、公正競争確保等に支障を来すおそれもあることから、当該

措置の徹底について、その状況を引き続き注視していくこととする。 
 
（イ） 活用業務制度は、ＮＴＴ再編成の趣旨をないがしろにするものであることから、廃止す

べき。活用業務制度が廃止されるまでは、公正競争環境に与える影響等について確認

を行った判断基準・検証結果等を公表することを含め、活用業務に係る公正競争上の

課題に関して外部検証性を確保すべきとの指摘（意見５６）について 

 
活用業務は、ＮＴＴ法第２条第５項の規定により、地域電気通信業務等の円滑な遂行

及び電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内に限り営むことができる

とされており、総務省において、個々の活用業務に係る届出ごとに当該業務が上述の

範囲内で営まれることについて確認していることから、ＮＴＴ再編成の趣旨をないがしろ

にするものではない。 
活用業務に係る公正競争上の課題に関する外部検証性の確保については、ＮＴＴ法

施行規則第２条の３の規定により、活用業務の届出を受理した場合は、速やかに、当

該届出書に記載された事項を公表するとともに、活用業務の開始の日までに、届出の

あった活用業務の内容について「ＮＴＴ東西の活用業務に係る公正競争ガイドライン」

（平成２３年１１月策定）に沿って確認し、当該確認の内容についても公表している。こ

れらに基づき、競争事業者等は、ＮＴＴ法第２条第５項に規定にする範囲内で営まれる

こととなるか否かの指摘や具体的事例の提示を行うことが可能であることから、外部検

証性は確保されている。 
 

（ウ） ＮＴＴ東西及びＮＴＴコミュニケーションズの共同営業行為と疑われる事例が見受けら

れる。総務省は、実態の調査等を行ったうえ、是正に向けた措置等を講ずるべきとの

指摘（意見５７）について 

 

ＮＴＴコミュニケーションズによれば、ＮＴＴ東西と独立して営業活動を実施しているとし

ており、また、ＮＴＴ東西によれば、ＮＴＴコミュニケーションズの販売業務を受託する場

合の条件や同社に提供する顧客情報その他の情報について、他の電気通信事業者と

の間のものと同一であるとしている。以上の点を鑑みれば、現時点で、公正競争上の

問題が発生しているという論拠があるとはいえない。  

ただし、これらを確保するための運用が徹底されない場合には、事業法第３０条第３

項第２号及び第３１条第２項第２号並びに「ＮＴＴの承継に関する基本方針」（八）及び

（九）に抵触するおそれがあるため、ＮＴＴ東西とＮＴＴコミュニケーションズとの間の販売
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業務の受託について、その状況を引き続き注視していくこととする。 
 
（７）その他 
 

上記のほか、主な意見に対する検証結果は次のとおりである。 
 

ベストエフォート回線を用いた０ＡＢ－ＪＩＰ電話サービスについて、技術基準等を取り扱う

場の議論のみで容認されるべきでなく、十分に国民からのコンセンサスを得るとともに、競

争政策の観点からも議論を尽くした上でその是非が判断されるべきとの指摘（意見６５）に

ついて 
 

ソフトバンクの提案に基づくベストエフォート回線を用いた０ＡＢ－ＪＩＰ電話サービスの

実現方式の承認に際しては、今後のＮＧＮにおける音声の優先制御機能等のアンバンド

ルの検討状況も踏まえるため暫定的なものとし、従来の０ＡＢ－Ｊ番号とは異なるもので

あることの利用者への周知の徹底を条件としたものであり、競争条件を抜本的に変更す

るものではない。 
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別添１ 
ＮＴＴ東西による光ファイバの貸出回線数及び 

当該回線数のＮＴＴ東西の保有光ファイバ回線数に占める割合（都道府県別） 
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左軸（棒）：ＮＴＴ東西による光ファイバの貸出回線数

右軸（線）：当該回線数のNTT東西の保有光ファイバ回線数に占める割合

西日本地域東日本地域

全国平均（5.8％）
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別添２ 
主なブロードバンドサービス等の利用者料金の推移 

 
■ＦＴＴＨ 

 
（2012年 3月現在） 

（注 1）ＩＳＰ料金、付加機能使用料、屋内配線利用料、回線終端装置使用料は含まない。 

（注 2）「フレッツ 光ライト」：通信量に応じて料金が変動する二段階定額制サービス。表記の価格は最低料金（200MBまで）であり、上限額（1,200MB以上使用）の場合は通

常の定額制プランと比べて高額となる。≪例≫フレッツ光ライト ファミリータイプの場合の上限額：5,800円 
 
 

 
（2012年 3月現在） 

（注１）ＩＳＰ料金、付加機能使用料、回線終端装置使用料は含まない。 

（注２）「フレッツ・あっと割引」：2年間の継続利用を条件に利用料 10％割引（申し込み制）。≪例≫フレッツ・光プレミアム ファミリータイプの場合：3,870円 

（注３）「フレッツ・ずっと割引」：利用開始～１年までが通常料金、１年～２年までが５％割引、２年～が１０％割引（自動適用）。 

    ≪例≫フレッツ・光プレミアム ファミリータイプの場合：利用開始～1年まで 4,300円、1年～2年まで 4,085円、2年～3,870円 

（注４）「光ぐっと割引」：フレッツ・光プレミアム ファミリータイプが最初の 1年間 3,000円（地域限定、キャンペーン期間を設定して実施） 

対象地域：静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県 

１　ＮＴＴ東日本
（月額料金・円／月（税別））

40,000

10,000

5,000

0

02.3 03.3 04.3 05.3 063 07.3 08.3 09.3 11.3 12.3

Ｂフレッツ ハイパーファミリータイプ

（04.11～ 4,500円）

（05.2～ 4,100円）

Ｂフレッツ ニューファミリータイプ

（02.6～ 5,800円）

Ｂフレッツ ファミリータイプ

（01.8～ 5,000円）

Ｂフレッツ マンションタイプ（プラン１）

（01.8～ 3,800円）

（01.12～ 3,500円）

（03.7～ 2,850円）
Ｂフレッツ マンションタイプ（プラン２）

（01.12～ 3,000円）

Ｂフレッツ マンションタイプ（プラン２ハイパー）

（06.4～ 2,500円）

Ｂフレッツ マンションタイプ ミニ

（06.4～ 3,500円）

Ｂフレッツ ビルタイプ（プラン２）

（03.11～ 3,850円）

Ｂフレッツ ビルタイプ（プラン１）

（03.11～ 4,500円）

フレッツ光ネクスト・ビジネスタイプ

（08.10～ 40,000円）

フレッツ光ネクストファミリータイプ

（08.10～ 4,100円）

フレッツ光ネクスト マンション

タイプ ミニ（08.10～ 3,500円）

フレッツ光ネクスト マンション

タイプ プラン１ （08.10～ 2,900円）

フレッツ光ネクスト マンションタイプ

プラン２ （08.10～ 2,500円）

（09.10～ 39,200円）

（09.10～ 8,200円）

Ｂフレッツ ビルタイプ→

Ｂフレッツ マンションタイプ アドバンスド

サポートに名称変更（07.12.1）

Ｂフレッツ ニューファミリータイプ

新規申込受付終了（06.11.30）

Ｂフレッツ ベーシックタイプ（01.8～ 9,000円）

Ｂフレッツ ビジネスタイプ（01.11～ 40,000円)

（03.4～ 4,500円）

（09.10～ 39,200円）

（04.9～ 2,900円）

（04.9～ 2,500円）

フレッツ光ライト ファミリータイプ

（11.6～ 2,800円）

フレッツ光ライト マンションタイプ

（11.6～ 2,800円）

Bフレッツ ビジネスタイプ新規申込受付終了（12.3.31）

Ｂフレッツ ベーシックタイプ新規申込受付終了（12.3.31）

Ｂフレッツ マンションタイプ新規申込受付終了（12.3.31）

Ｂフレッツ ハイパーファミリータイプ新規申込受付終 （12.3.31）

Ｂフレッツ マンションタイプ各プラン新規申込受付終了（12.3.31）

２　ＮＴＴ西日本
（月額料金・円／月（税別））

40,000

10,000

0
02.3 03.3 04.3 05.3 06.3 07.3 08.3 09.3 10.3 11.3 12.3

5,000

Ｂフレッツ マンションタイプ

プラン２ （01.12～ 3,000円）

フレッツ・光プレミアム ファミリータイプ

（05.3～ 4,300円）

Ｂフレッツ ファミリー100タイプ

（02.9～ 4,300円）

（02.9～ 4,300円）

※ （04.4～ ）

「フレッツ・ずっと割引」、

「フレッツ・あっと割引」開始

フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン１

（05.4～ 3,100円）

フレッツ・光プレミアム マンションタイププラン２

（05.4～ 2,600円）

※ （05.6～）

「光ぐっと割引」開始

Ｂフレッツ ファミリータイプ

（01.8～ 5,000円）

（04.9～ 3,100円）

フレッツ・光プレミアム エンタープライズタイプ

（06.8～ 19,000円）

Bフレッツ ワイヤレスタイプ

プラン１（03.10～ 3,500円）

Bフレッツ ワイヤレスタイプ

プラン２ （03.10～3,000円）

（01.12～ 3,500円）

フレッツ・光プレミアム マンションタイプ

プラン・ミニ （07.9～ 3,900円）

フレッツ光ネクスト・ビジネスタイプ

（08.10～ 40,000円）

フレッツ光ネクスト ファミリータイプ

（08.10～ 4,300円）

フレッツ光ネクスト マンションタイプ ミニ（08.10～ 3,900円）

フレッツ光ネクスト

マンションタイプ プラン1

（08.10～ 3,100円）
フレッツ光ネクスト

マンションタイプ プラン2

（08.10～ 2,600円）

Ｂフレッツ マンションタイプ プラン１

（01.8～ 3,800円）

フレッツ光ネクスト

ファミリー・ハイスピードタイプ

（10.5.20～ 4,300円）

フレッツ光ネクスト

マンション ・ハイスピードタイプ ミニ

（10.5.20～ 3,900円）

フレッツ 光ネクスト

マンション・ハイスピード

タイプ プラン１

（10.5.20～ 3,100円）
フレッツ 光ネクスト

マンション・ハイスピード タイプ

プラン２ （10.5.20～ 2,600円）

フレッツ光ネクスト（2010.5～）

・ファミリーエクスプレスタイプ（6,200円）

・マンションエクスプレスタイプ ミニ（5,800円）

・マンションエクスプレスタイプ プラン１（5,000円）

・マンションエクスプレスタイプ プラン２（4,500円）

サービス終了（10.9.30）

Ｂフレッツ ベーシックタイプ（01.8～ 9,000円）

Ｂフレッツ ビジネスタイプ(01.11～ 40,000円)

（04.9～ 2,600円）

Ｂフレッツ ビジネスタイプ新規申込受付終了（12.3.31）

新規申込受付終了（12.3.31）

フレッツ・光プレミアム

新規申込受付終了（12.3.31）

Bフレッツ 新規申込受付終了（12.3.31）
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（2012年 3月現在） 

（注１）ＩＳＰ料金を含む。また、付加機能料、割引サービス等は加味していない。 

（注２）端末設備使用料・モデム使用料を含む（★のサービスを除く）。 

（注３）ニフティが料金設定している「ＴＥＰＣＯ」サービスの回線提供は、０２年４月～０６年１２月は東京電力、０７年１月以降はＫＤＤＩが行っている。 

(注４）即割とは、eo光ネット【ホームタイプ】／【メゾンタイプ】に加入時に、2年間の利用を条件に申込むと、開通時から長期利用割引が適用されるサービス。 

 
（2012年 3月現在） 

（注１）ＩＳＰ料金、回線終端装置使用料を含む。 
（注２）「マンション割引プラン」における料金は以下のとおり。 

①割引プラン８（同一棟内 8～15戸） 4,300円 
②割引プラン 16（同一棟内 16～29戸） 4,100円 
③割引プラン 30（同一棟内 30戸以上） 3,800円  

 

（出所）各事業者ウェブサイト 

３　ケイ・オプティコム、東京電力・ＫＤＤＩ（＋ニフティ）
（月額料金・円／月（税別））

55,000

40,000

35,000

30,000

25,000

16,000

10,000

0
01.6 02.3 03.3 04.3 05.3 06.3 07.3 08.3 10.3 12.3

5,000

ケイ・オプティコム eoホームファイバー（02.4～ 6,000円）

東京電力・ニフティ TEPCOひかり・ホームタイプ（02.4～ 9,900円）

東京電力・ニフティ TEPCOひかり・マンションＶ

東京電力・ニフティ TEPCOひかり・マンションＥ

ケイオプティ・サイバーポート eoメガファイバー

ＶＤＳＬ方式

ケイ・オプティコム インターネットオフィス(固定グローバルＩＰアドレス8個)（02.10～ 39,800円）

（03.10～ 34,800円）

ケイ・オプティコム インターネットオフィス(固定グローバルＩＰアドレス1個)（02.10～ 31,290円）

（03.10～ 24,800円）

ケイ・オプティコム インターネットオフィス(固定グローバルＩＰアドレス16個)（03.10～ 54,800円）

ケイ・オプティコム インターネットオフィス(動的グローバルＩＰアドレス1個)（03.10～ 16,800円）

（04.9～ 4,762円）

（02.12～ 3,480円）

ケイオプティ・サイバーポート
eoメガファイバー イーサ方式
（01.6～ 3,480円）★

（02.12～ 2,980円）
eo光ネット（マンションタイプ）
VDSL方式 （05.8～ 3,124円）★

（05.7～ eo光ネット（ホームタイプ） 100Mコース）※

eo光ネット（ホームタイプ）100Mプレミアムコース(05.7～ 5,238円※）

eo光ネット（ホームタイプ） 1ギガコース（05.7～ 8,381円※）

（05.5～ 3,950円）

（05.5～ 3,350円）

（05.5～ 6,400円）

（02.12～ 7,800円）

（03.7～ 7,400円）
（04.5～ 6,600円）

※ ケイ・オプティコムの各サービスに「即割」を適用した料金は以下のとおり。

eo光ネット（ホームタイプ）（1ギガコース） 8,286円

eo光ネット（ホームタイプ）（２00Mコース） 5,238円

eo光ネット（ホームタイプ）（100Mコース） 4,667円

@nifty ひかりone・ホームタイプ 標準プラン（06.7～ 6300円）

@nifty ひかりone・マンションV8（06.7～ 4,100円） → @nifty auひかりに名称変更

@nifty ひかりone・マンションV16（06.7～ 3,800円） → @nifty auひかりに名称変更

@nifty ひかりone・マンションE8（06.7～ 3,700円） → @nifty auひかりに名称変更

@nifty ひかりone・マンションE16（06.7～ 3,400円） → @nifty auひかりに名称変更

@nifty ひかりone・ギガ得プラン（08.10～ 5,200円）

eo光ネット（マンションタイプ）
VDSL-S方式（07.10～ 3,695円）★

新規申込受付終了（09.12.8）

（01.6～ 3,980円）★

（04.9～ 3700円）★

(★：モデム買取の場合）

(08.7～ 200Mコース）

（04.5～ 4,300円）

eo光ネット（ホームタ

イプ）100Mライトコー

ス(11.12～ 3,809円）

マンション規模等の差異により、

利用料金も異なるため

利用料金の公表を中止

４　ＵＣＯＭ
（月額料金・円／月（税別））

480,000

340,000

260,000

180,000

50,000

30,000

20,000

0
01.4 02.3 03.3 04.3 05.3 06.3 07.3 08.3 09.3 12.3

5,000

(03.3～ 3,300円)
(04.7～ 2,838円）

BROAD-GATE01 Type V

(02.10～ 3,900円） 「spaaqs光 マンションＶＤＳＬ100タイプ」に名称変更

「spaaqs光 マンションＬＡＮタイプ」に名称変更

「spaaqs光 ホームタイプ」に名称変更

07.10にサービス終了

（「光ビジネスアクセスIP8」に統合）

(07.9～ 3,314円）

光ビジネスアクセス ギガプラン IP1

（08.11～ 39,800円）

光ビジネスアクセス ギガプラン IP8（08.11～ 57,900円）

光ビジネスアクセス ギガプラン IP32（08.11～ 325,600円）

USEN BROAD-GATE02 光マルチアクセス200 （06.9～ 260,000円）

USEN BROAD-GATE02 光マルチアクセス500 （06.9～ 340,000円）

USEN BROAD-GATE02 光ギガビットアクセス （03.6～ 480,000円）

USEN BROAD-GATE02 光ビジネスアクセス IP32（02.12～ 180,000円）

USEN BROAD-GATE02 光ビジネスアクセス IP16（02.6～ 52,000円）

USEN BROAD-GATE02 光ビジネスアクセス IP8（02.6～ 32,000円）

USEN BROAD-GATE02 光ビジネスアクセス IP1（02.6～ 22,000円）

USEN BROAD-GATE02 サービスパック IP8（02.6～ 39,000円）

BROAD-GATE 01 ホームタイプ（02.10～ 5,700円）

BROAD-GATE 01 LANタイプ（02.10～ 4,800円）※注２

USEN BROAD-GATE01 HOME100（01.4～ 6,100円）

光ビジネスアクセス ギガプラン IP16（08.11～ 94,100円）
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■ＡＤＳＬ 

 

 

 

１　ＮＴＴ東日本
（月額料金・円／月（税抜き））

5,000

2,000

1,000

01.3 02.3 03.3 04.3 05.3 06.3 12.3

（注１）電話共用型の料金。ＩＳＰ料金、加入電話月額基本料、ＡＤＳＬモデムレンタル料は含まない。 （2012年3月現在）
（注２）１．５Ｍ以外でもマイラインプラスとのセット割引があるが、本図では記入していない。

4,000

3,000

0

破線部分はマイラインプラス

とのセット割引2,610円
破線部分はマイラインプラス

とのセット割引 2,340円
(04.2～)

1年目適用料金 1,800円

2年目以降適用料金 2,600円（青線部分）

（01.10～ 3,100円）

フレッツ・ＡＤＳＬ 8M

（01.12～ 3,100円）

フレッツ・ＡＤＳＬ モア(12Mタイプ)

（02.11～ 3,200円）

02.12～ 2,650円

フレッツ・ＡＤＳＬ モアⅡ(24Mタイプ)

（03.7～ 2,750円）

フレッツ・ＡＤＳＬ モアⅡ(40Mタイプ)

（03.12～ 2,750円）

フレッツ・ＡＤＳＬ モアⅢ(47Mタイプ)

（04.8～ 2,800円）

06.1 1年目割引メニュー廃止

フレッツ・ＡＤＳＬ エントリー(１Mタイプ)

（05.12～ 1,600円）

（01.7～ 3,800円）

フレッツ・ＡＤＳＬ 1.5M

（開始は00.12 01.2～ 4,050円）

（01.12～ 2,900円）

（02.12～ 2,600円）

02.12～

2,700円

２　ＮＴＴ西日本
（月額料金・円／月（税抜き））

5,000

2,000

1,000

01.3 02.3 03.3 04.3 05.3 12.3
（2012年3月現在）

（注１）電話共用型の料金。ＩＳＰ料金、加入電話月額基本料、ＡＤＳＬモデムレンタル料は含まない。
（注２）1.5M以外でもマイラインプラスとのセット割引があるが、本図では記入していない。
（注３）「フレッツ・ずっと割引」は自動適用、「フレッツ・あっと割引」は申込が必要なサービス。

4,000

3,000

0

（01.12～ 2,900円）

破線部分はマイラインプラス

とのセット割引 2,430円 ※ フレッツ・ずっと割引（04.4～）

●「モア40」の場合：

1年～2年目：2,831円(＋マイラインプラス割引を併用 2,547円）

2年超：2,682円（マイラインプラス割引を併用 2,413円）

（01.10～ 3,100円）

フレッツ・ADSL 8M

（01.12～ 3,100円）

フレッツ・ADSL モア(12Mタイプ)

（02.11～ 3,200円）

（03.3～ 2,900円）

フレッツ・ADSL モア24(24Mタイプ)

（03.7～ 2,980円、04.2～ 2,950円）

フレッツ・ADSL モア40(40Mタイプ)

（04.1～ 2,980円）

フレッツ・ADSL モアスペシャル(47Mタイプ)

（04.8～ 2,980円）

（01.7～ 3,800円）

フレッツ・ADSL 1.5M

（00.12～ 4,600円）

（01.2～ 4,050円）

破線部分はマイラインプラス

とのセット割引 2,610円

（03.3～ 2,800円）

（03.3～ 2,700円)

※ フレッツ・あっと割引（04.4～）

●「モア40」の場合：

2,682円（マイラインプラス割引を併用 2,413円）
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（出所）各事業者ウェブサイト 
 

  

３　Yahoo!BB（ソフトバンクＢＢ）、＠nifty＋イー・アクセス
（月額料金・円／月（税抜き））

6,000

5,000

4,000

2,000

1,000

0

01.3 02.3 03.3 04.3 05.3 06.3 06.10 08.8 12.3

（注）電話共用型の料金。ＩＳＰ料金を含む。NTT東西加入電話月額基本料、ＡＤＳＬモデムレンタル料、ＮＴＴ・ＡＤＳＬ回線使用料は含まない。
（2012年3月現在）

3,000

@ｎifty・イーアクセス 1.5M（H12.11開始(当初0.6M)、01.2～ 6,500円 1.5Mに変更）

（01.4～ 5,800円）

（01.9～ 3,980円）

（01.11～ 2,980円)

@ｎifty・イーアクセス 12Mコース

(02.10 ～ 3,380円）

@ｎifty・イーアクセス ライトコース

(03.05～ 1M 2,000円)

@ｎifty・イーアクセス ハイスピードコース

（03.7～ 24/26M 3,480円）

@ｎifty・イーアクセス ニュースタンダードコース

(04.2～ 47M 2,880円）

@ｎifty・イーアクセス エントリーコース

( 05.7～ 960k 1,780円)

@ｎifty・イーアクセス バリューコース

（06.10～ 12M 1,880円）

※イーアクセスエリア外はライトコースを提供

Yahoo!BB 8M（01.9～ 2,280円）

Yahoo!BB 12M（02.8～ 2,480円）
Yahoo!BB 26M(03.7～ 2,680円)

Yahoo!BB  45M(04.1～ 2,780円)

08.8新規受付終了

@ｎifty・イーアクセス 39Mコース

08.8～ 2,380円

@ｎifty・イーアクセス 50Mコース

08.8～ 2,880円

@ｎifty・イーアクセス

12Mコース 08.8～ 1,880円

(05.04～ 3M )
(06.06～ 5M )

（04.9～50M） （06.2～ 50M Revo開始）（04.11～50M）

（03.11～ 40M）
@ｎifty・イーアクセス 8Mコース

（01.11～ 3,280円）

@ｎifty・イーアクセス スタンダードコース

（03.7～ 3,280円）
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■ＣＡＴＶインターネット 
 

 

 

 
 

（出所）各事業者ウェブサイト 

  

１　ジュピターテレコム

（月額料金・円／月（税抜き））

6,000

5,000

2,000

1,000

0

01.3 02.3 03.3 04.3 05.3 05.10 07.10 08.3 09.03 10.03 12.03

（注）ケーブルモデムレンタル料含む。 （2012年3月現在）

4,000

3,000

J:COM NET 12Mコース（09.10～ 3,980円）

J：COM NET 30Ｍコース（03.9～ 5,500円）

J：COM Net （99.2～ 6,500円）

（03.9～ 4980円）
J：COM NET 8Mコース （03.4～ 5,500円）

J：COM ライトネット 256K（05.7～ 2750円）

（01.9～ 5,800円）
J：COM NET ウルトラ 160Mコース(07.9～ 6,000円)

J：COM ネット１Mコース 1M（09.03～ 2,980円）

受付終了

24Mコース（10.3末受付終了）

09.4より順次40Mへグレードアップ

09.4より順次24Mへグレードアップ

２　イッツ・コミュニケーションズ
（月額料金・円／月（税抜き））

01.3 02.3 03.3 04.3 05.3 05.10 07.10 08.3 09.03 10.03 12.03

（注）ケーブルモデムレンタル料は含まない。 （2012年3月現在

2,000

1,000

0

5,000

4,000

3,000

かっとびワイド30Ｍ

かっとびプラス8Ｍ（98.4～ 5,200

（01.11～ 2,500円）

かっとびジャスト512Ｋ（01.12～ 2,200円）

（04.11～ 1,000円）

（03.1～ 3,900円）

かっとびメガ160M（08.10～ 5,300円）

かっとびジャスト1M（時期不明～ 1,000円）

275



■移動体データ通信（音声通話・データ通信双方が利用可能なプランの基本料金） 

 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

95.11

97.2

95.12

99.498.6

※１ 1994年３月まではムーバ、1994年４月からプランＡ、2005年11月からタイプＳの料金。2012年3月サービス終了。
３Ｇは、2001年10月からFOMAプラン39、2005年11月からタイプSS。各種割引適用前。

※２ 1994年11月まではアナログの標準プラン、1994年12月からＰＤＣ標準プラン、1999年４月からコミコミoneエコノミー、2007年11月からプランSS。３Gは、2002年４月にコミコミoneエコノミー
（3980円） でサービスを開始、2003年11月からプランSS（３Gの専用プラン）。各種割引適用前。2011年9月、新規受付終了。

※３ 1994年４月からスタンダードプラン、1998年６月からトークパックライト。３Gは2002年12月から「ライトコールパック」、2006年10月からオレンジプランＳＳプラン。各種割引適用前。
※４ 基本料が50％割引となる「誰でも割」等を適用したプランＳＳシンプルの価格。3.9Gサービスは2012年9月から「LTEプラン」の料金（3Gと同価格）。
※５ 基本料が50％割引となる「ひとりでも割50」等を適用したタイプ ＳＳ バリューの価格。3.9Gサービスは2011年11月から「タイプXi」の料金。
※６ ケータイプラン。2011年5月、新規受付終了。これに伴い、イー・モバイルでの音声専用プランは全て新規受付を終了した。 ※７ ホワイトプラン。

01.10(3G) 03.11(3G)
02.12(3G) 3400円

3600円

05.11

94.4

94.12

97.6 98.12

99.6

11000円

8500

7500

16000円

6300

5500

4600

3500円

3980円

00.6

07.11

07.11 08.7

08.6

934円

1864円

7300

6200

5400

4500
4200

＝

8800

7800

6800

5800

4900

3900円

4600円

■ ＮＴＴ（ＮＴＴドコモ）
■ KDDI
■ ソフトバンクモバイル
■ イー・モバイル

（円）

97.7

06.10

2000

94.4

10000

07.1

※５

※４
1868円

※６

※１

※２

※３

08.3 953円

※７

12.03

1487円
11.11(3.9G)

（2012年12月現在）

（出所）各事業者ウェブサイト 
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■移動体データ通信（データ定額通信料） 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

03年4月 04年4月 05年4月 06年4月 07年4月 08年4月 09年4月 10年4月 11年4月 12年4月

03.11
(a)EZフラット
¥4200

04.7
(a)●ダブル定額
▼¥2000

04.7
(a)●ダブル定額
▲¥5700

04.6
(D)パケ・ホーダイ
¥3900

05.8
(a)●ダブル定額ライト
▼¥1000

07.3
(e)●データプラン
¥5700

07.3
(S)パケットし放題
▲¥5700

07.7
(e)●ライトデータ
プラン
▲¥6171

07.7
(e)●ライトデータ
プラン
▼¥3314

08.8
(e)●データプラン21
¥6648

07.3
(D)●パケ・ホーダイフル
¥5695

08.3
(e)●スーパーライトデータプラン
▲¥5695

08.8
(e)●ライトデータプラン21
▲¥6648

08.2
▼¥2838

08.3
(e)●スーパーライト
データプラン
▼¥1905

12.6
(e)●G4
データプラン
¥5695

09.11
(e)●G4データプラン
(e)●▲G4スーパーライトデータプラン

07.3
(S)パケット定額（旧）
ブループラン
¥3900

06.10
(S)パケットし放題
▼¥980

08.10
(D)パケ・ホーダイダブル
▼¥980

11.11 (D)
●Xiパケ・ホーダイ
フラット ¥5700

09.11 (S)
●ケータイWi-Fi専用
パケット定額 ¥4200

08.12
(D)パケ・ホーダイ
新規受付終了

10.4
(S)●パケットし放題フラット
forスマートフォン

10.11
(a)●ISフラット
¥5200

11.3
(D)●パケ・ホーダイ
フラット

12.3
(e)●LTEフラット
¥4819

09.5
(D)▼¥467

09.8
(D)▼¥372
(a)●ダブル定額スーパーライト▼¥371
(S)パケットし放題S▼¥371

10.4 (S)●パケットし放題S
forスマートフォン（併存）
▼¥371

08.8
(e)●▼スーパーライ
トデータプラン21

09.11
(e)●▼G4スーパーラ
イトデータプラン

11.11
(D)●Xiパケ・ホーダイ
ダブル
▼¥2000

12.10 (S)●
パケットし放題
フラット
for 4GLTE
¥5700

12.10 (S)●
パケットし放題
for 4GLTE
▼¥2000

12.10 (S)●
パケットし放題
for 4GLTE
▲¥6200

12.8
(a)●LTEフラット
¥5700

09.7 (S)●▲パケットし放題S

10.4 (S)●▲
パケットし放題S
forスマートフォン
（併存）

08.10
(D)パケ・ホーダイダブル
▲¥5700

※ 下り21Mbpsに増速したサービス（HSPA＋）開始に伴い
「データプラン21」プランの表記に変更したため、値上
げとなっているが、従来料金のプランも存続している。

04.7
(a)■ダブル定額 ▼¥4200

08.10
(D)■パケ・ホーダイダブル
▲¥4200

07.3
(S)■パケットし放題
▲¥4200

11.11
(D)●Xiパケ・ホーダイ
ダブル
▲¥6200

※1 グラフは代表的なオプションのみを記載。金額はデータ通信定額オプションのみの金額（税抜）であり、携帯電話基本使用料金は含まない。
なお、長期契約割引等を適用する前の金額を計算している。
ただしイー・モバイルは、データ通信定額プランと基本料がセットとなっているので（除LTEプラン）、全プランでセット金額（税抜）を記載。

※2 NTT DoCoMo(D)は青色、au(a)はオレンジ色、ソフトバンクモバイル(S)は灰色、イー・モバイル(e)は赤色で記載。
※3 ●はフルブラウザ利用の場合。■はフィーチャーフォン向けブラウザ利用の場合。▲は二段階定額プランの上限金額、▼は下限金額を表す。
※4 グラフ未掲載だが、通信速度を下げたり、上限通信容量を引き下げたりする代わりに、より価格の安いプランを提供しているMVNOも存在する。

（2012年12月現在）

（円）

（出所）各事業者ウェブサイト  
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別添３ 
ＦＴＴＨサービス及びＡＤＳＬサービスに関するＮＴＴ東西の接続料の推移 

 
■加入ダークファイバ接続料 

 
 
 
 
 
 
■ドライカッパ接続料 
 

 

平成13
年度 

平成14
年度 

平成15
年度 

平成16
年度 

平成17
年度 

平成18
年度 

平成19
年度 

平成20
年度 

平成21
年度 

平成22
年度 

平成23
年度 

平成24
年度 

平成25
年度 

NTT東日本 
（マンション向け一芯接続料） 

5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 4,610 4,610 4,610 4,194 3,403 3,380

NTT西日本 
（マンション向け一芯接続料） 

5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 4,932 4,932 4,932 4,784 4,357 3,426

NTT東日本 
（戸建て向け一芯接続料） 

5,044 5,020 5,020 5,020 5,020 5,020 4,576 4,260 4,240 4,179 3,756 3,013 2,986

NTT西日本 
（戸建て向け一芯接続料） 

5,044 4,987 4,987 4,987 4,987 4,987 4,587 4,522 4,493 4,368 4,298 3,846 3,055

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

1366 

1334 
1311 

1285 1285 

1323 

1394 

1272 
1298 

1368 
1405 

1393 
1383 

1383 

1378 
1391 

1343 
1354 

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

NTT東日本 NTT西日本 

（円） 

※ 回線管理運営費を含まない。 
※ シングルスター及びシェアドアクセスの接続料は、７年間（平成１３年度～１９年度）又は３年間（平成２０年度

～２２年度、平成２３年度～２５年度）を算定期間とする将来原価方式により算定。 
※ シェアドアクセスについては局外スプリッタ料金（平成１８年度までは将来原価方式、平成１９年度以降は実績

原価方式で算定）を含み、引込線料金（加算料）を含まない。 
※ 平成２５年度接続料については、局外スプリッタ料金の更新（シェアドアクセスのみ）及び乖離額の調整によ

り、変更となる予定。 

(平成 24 年 4 月時点) （円/月） 

（適用年度） 
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■ラインシェアリング接続料 

 
 

 

120 

97 92 

79 79 
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※ 平成２２年度以降、接続料原価に調整額を算入。 

（円） 

※ 回線管理運営費を含む。 
※ 各年度の４月１日時点での適用料金。 
※ 平成２２年度以降、接続料原価に調整額を算入。 

（適用年度） 
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Ⅴ－５．電気通信事業分野における競争

状況の調査に関する基本方針 

（総務省・平成 24年２月３日公表） 
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